
はじめに

1992年の「地球サミット（国連環境開発会議、UNCED）」から20年を経た今年6月、同
会議が開催された地、ブラジル・リオデジャネイロにおいて、「リオ+20（国連持続可能な
開発会議、UNCSD）」が開催される。

1992年以来、世界の温室効果ガス排出量は増え続け、生物多様性の損失も引き続き大
きな問題となっている。一方で、世界の貧困問題は解決に至っていない。

こうした状況で、リオ+20では「持続可能な開発と貧困撲滅の文脈におけるグリーンエ
コノミー」が主要テーマの一つに掲げられた。リオ+20は、世界レベルで環境・貧困問題
解決に資する経済システムを前進させる可能性がある。

本レポートは、リオ+20開催を前に、リオ+20に至る経緯・概要・成果文書の最新交
渉状況を共有し、リオ+20・グリーンエコノミーに関する様々なセクターの取組み・連
携の強化、環境・貧困問題解決のための経済システムの構築、リオ+20における効果的
な成果文書の成立を目指し、発行する。

本レポートが、リオ+20・グリーンエコノミーにご関心をお持ちの方々の一助となれ
ば幸いである。

2012年3月

※ グリーンエコノミーフォーラムは、NGO・事業者・研究者・政策担当者の多様なセクターの連携によ

る、環境・社会問題解決に資す経済推進のためのフォーラムです。

※ 本ペーパーにおける用語の日本語訳は、主に成果文書ゼロドラフトの環境省仮訳を使用しています。
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Ⅰ．リオ+20経緯・概要・最新準備状況編



１．リオ+20に至る経緯とリオ+20の概要
１－１．国連人間環境会議から、国連環境開発会議、そしてリオ+20へ
（１）1972年国連人間環境会議から1992年国連環境開発会議へ

環境問題に関する初の大きな国際会議は、1972年にスウェーデンのストックホルムで開催さ
れた「国連人間環境会議（ストックホルム会議）」であった。国連人間環境会議では、人間環境宣言
が採択され、国連環境計画（UNEP）の設立が決定した。UNEPの改革は、後に見るように、今
回開催されるリオ+20でのテーマの一つとなっている。

●国連環境計画（UNEP）

　1972年の「国連人間環境会議」で提案され、同会議で採択された「人間環境宣言」及び「環
境国際行動計画」を実施に移すために設立された機関。取り扱う分野は、オゾン層保護、有
害廃棄物、海洋環境保護、水質保全、化学物質管理や重金属への対応、土壌の劣化の阻止、
生物多様性の保護等多岐にわたる。

その後、1984年には、「環境と開発に関する世界委員会（ブルントラント委員会）」が設置され、
1987年には同委員会が、最終報告書「Our Common Future（ブルントラント報告）」を発表した。
同報告書では、持続可能な開発を「将来の世代のニーズを満たす能力を損なうことなく、今日の
世代のニーズを満たすような開発」と定義された。
80年代後半から、国境を越えた地球環境問題がクローズアップされ、オゾン層保護に関して

は、1985年にウィーン条約が採択され、同条約の下で1987年にモントリオール議定書が採択
された。気候変動問題については、1988年に国連環境計画（UNEP）と世界気象機関（WMO）の下
で気候変動に関する政府間パネル（IPCC）が設立された。1990年12月の国連総会では、気候変
動枠組み条約締結に向けた政府間交渉委員会（INC）の設置が決議された。有害廃棄物の越境移動
に関しては、1989年にバーゼル条約が採択された。このように、新たな合意・イニシアティブ
が生まれていった。
地球環境問題の危機が高まる中で、1992年6月3～14日にブラジルのリオデジャネイロで「国

連環境開発会議（UNCED：通称、地球サミット）」が開催された。

（２）1992年国連環境開発会議での合意
1992年の国連環境開発会議は、地球温暖化、酸性雨等顕在化する地球環境問題を人類共通の

課題と位置付け、「持続可能な開発」という理念の下に環境と開発の両立を目指して開催されたも
ので、172ヶ国の政府代表、国際機関、NGOが参加した。行動の基本原則を示した「環境と開発
に関するリオ宣言」1・行動計画である「アジェンダ21」及び「森林原則声明」の採択、「気候変動枠
組み条約」及び「生物多様性条約」の署名開始（両条約は地球サミット直前に採択）などが行われた。

1 27原則から成る。内容については、資料編P67参照。
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●アジェンダ21

国連環境開発会議で採択された、持続可能な開発を実現するための行動計画。4部構成全
40章から成り、英文で500ページに及ぶ。「セクションⅠ．社会的・経済的側面」、「セクショ
ンⅡ．開発資源の保護と管理」、「セクションⅢ．主たるグループの役割の強化」、「セクショ
ンⅣ．実施手段」となっており、貧困・消費形態・人口・居住・女性・先住民・非政府組織・
資金等、幅広い分野を扱っている。目次は、以下の通り。

第１章 前文
[セクションⅠ．社会的・経済的側面]

第２章 開発途上国の持続可能な開発を促進するための国際協力と関連国内政策
第３章 貧困の撲滅
第４章 消費形態の変更
第５章 人口動態と持続可能性
第６章 人の健康の保護と促進
第７章 持続可能な人間居住の開発の促進
第８章 意志決定における環境と開発の統合

[セクションⅡ．開発資源の保護と管理]
第９章 大気保全
第10章 陸上資源の計画及び管理への統合的アプローチ
第11章 森林減少対策
第12章 脆弱な生態系の管理：砂漠化と旱魃（かんばつ）の防止
第13章 脆弱な生態系の管理：持続可能な山岳開発
第14章 持続可能な農業と農村開発の促進
第15章 生物多様性の保全
第16章 バイオテクノロジーの環境上健全な管理
第17章 海洋、閉鎖性及び準閉鎖性海域を含むすべての海域及び沿岸域の保護及び
 これらの生物資源の保護、合理的利用及び開発
第18章 淡水資源の質と供給の保護：水資源の開発、管理及び利用への統合的アプローチ
 の適用
第19章 有害かつ危険な製品の不法な国際取り引きの防止を含む有害化学物質の環境上
 適正な管理
第20章 有害廃棄物の不法な国際取り引きの防止を含む、有害廃棄物の環境上適正な管理
第21章 固形廃棄物及び下水関連問題の環境上健全な管理
第22章 放射性廃棄物の安全かつ環境上適正な管理

[セクションⅢ．主たるグループの役割の強化]
第23章 前文
第24章 持続可能かつ公平な開発に向けた女性のための地球規模の行動
第25章 持続可能な開発における子供及び青年
第26章 先住民及びその社会の役割の認識及び強化
第27章 非政府組織の役割強化
第28章 アジェンダ21の支持における地方公共団体のイニシアティブ
第29章 労働者及び労働組合の役割の強化
第30章 産業界の役割の強化
第31章 科学的、技術的団体
第32章 農民の役割の強化
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[セクションⅣ．実施手段]
第33章 資金源及びメカニズム
第34章 環境上健全な技術の移転、協力および対処能力の強化
第35章 持続可能な開発のための科学
第36章 教育、意識啓発及び訓練の推進
第37章 開発途上国における能力開発のための国のメカニズム及び国際協力
第38章 国際的な機構の整備
第39章 国際的法制度及びメカニズム
第40章 意思決定のための情報

1993年には、アジェンダ21に基づいて「持続可能な開発委員会（CSD）」が設置された。CSD
の改革も、リオ+20でのテーマの一つとなっている。

●持続可能な開発委員会（CSD）

　持続可能な開発委員会（CSD）は、アジェンダ21において設置が提起され、1993年に設
立された。主な役割として、アジェンダ21の実施進捗状況のレビュー・評価・より一層の
実施促進、部門横断的な側面に焦点を当て、改善された政策統合のための場の提供、アジェ
ンダ21の実施に関する新たな挑戦課題と機会への取り組みが規定されている。2年ごとに
会期を設け、複数のテーマに限定して集中的に議論が行われている。

（３）1992年国連環境開発会議から2012年リオ+20へ
1992年の国連環境開発会議（地球サミット）以降、地球環境に関する合意はさらに進展した。

まず、1994年には砂漠化対処条約が採択された。1997年には、京都で開催された第三回気候変
動枠組み条約締約国会議にて、京都議定書が採択。1998年には、国際貿易の対象となる特定の
有害な化学物質及び駆除剤についての事前のかつ情報に基づく同意の手続に関するロッテルダム
条約が採択。2000年には、カナダ・モントリオールで開催された生物多様性条約特別締約国会
議再開会合にてカルタヘナ議定書が採択。2001年には、残留性有機汚染物質に関するストック
ホルム条約が採択された。
一方で貧困撲滅に関する国際合意においても新たな進展が見られた。2000年に国連ミレニ

アム・サミットにて「国連ミレニアム宣言」が採択、2001年に「ミレニアム開発目標（Millennium 
Development Goals: MDGs）」が取りまとめられた。ミレニアム開発目標は、開発分野におけ
る国際社会共通の目標で、2015年までに達成すべき8つの目標と21のターゲット、60の指標が
設定されている。リオ+20では、後に見るように、2015年以降のミレニアム開発目標、いわゆ
るポストMDGsに関しても、議論がなされている。
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●ミレニアム開発目標（MDGs）

目標1：極度の貧困と飢餓の撲滅
・ターゲット1.A：2015年までに1日1ドル未満で生活する人口の割合を1990年の水
準の半数に減少させる。

・ターゲット1.B:女性、若者を含むすべての人々に、完全かつ生産的な雇用、そして
ディーセント・ワークの提供を実現する。

・ターゲット1.C:2015年までに飢餓に苦しむ人口の割合を1990年の水準の半数に減少
させる。

目標2：初等教育の完全普及の達成
・ターゲット2.A：2015年までに、全ての子どもが男女の区別なく初等教育の全課程を
修了できるようにする。

目標3：ジェンダー平等推進と女性の地位向上
・ターゲット3.A：可能な限り2005年までに、初等・中等教育における男女格差を解消
し、2015年までに全ての教育レベルにおける男女格差を解消する。

目標4：乳幼児死亡率の削減
・ターゲット4.A：2015年までに5歳未満児の死亡率を1990年の水準の3分の1に削
減する。

目標5：妊産婦の健康の改善
・ターゲット5.A：2015年までに妊産婦の死亡率を1990年の水準の4分の1に削減する。
・ターゲット5.B：2015年までにリプロダクティブ・ヘルスへの普遍的アクセスを実現する。

目標6：HIV／エイズ、マラリア、その他の疾病の蔓延の防止
・ターゲット6.A：HIV／エイズの蔓延を2015年までに食い止め、その後減少させる。
・ターゲット6.B：2010年までにHIV／エイズの治療への普遍的アクセスを実現する。
・ターゲット6.C：マラリア及びその他の主要な疾病の発生を2015年までに食い止め、
その後発生率を減少させる。

目標7：環境の持続可能性確保
・ターゲット7.A：持続可能な開発の原則を国家政策及びプログラムに反映させ、環境資
源の損失を減少させる。

・ターゲット7.B：生物多様性の損失を2010年までに確実に減少させ、その後も継続的
に減少させ続ける。

・ターゲット7.C：2015年までに、安全な飲料水及び衛生施設を継続的に利用できない
人々の割合を半減する。

・ターゲット7.D：2020年までに、少なくとも1億人のスラム居住者の生活を改善する。

目標8：開発のためのグローバルなパートナーシップの推進
・ターゲット8.A：さらに開放的で、ルールに基づく、予測可能でかつ差別的でない貿易
及び金融システムを構築する（良い統治、開発及び貧困削減を国内的及び国際的に公約
することを含む。）
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2002年には、リオデジャネイロでの地球サミットから10年目として、「持続可能な開発に関
する世界首脳会議（ヨハネスブルグ・サミット、WSSD）」が開催され、アジェンダ21等の計画の
見直しや新たに生じた課題等について議論が行われた。地球サミット以降の成果を土台とし、残
されている目標の実現を促進するための実施計画として「持続可能な開発に関する世界首脳会議
実施計画（JPOI）」が採択された。

●持続可能な開発に関する世界首脳会議実施計画（JPOI） 2

　1992年の地球サミットで採択されたアジェンダ21の更なる実施のための具体的な行動
計画。11部で構成されており、第1部「導入」、第2部「貧困撲滅」、第3部「持続可能でない
生産消費形態の変更」、第4部「経済及び社会開発の基礎となる天然資源の保護と管理」、第
5部「グローバル化する世界における持続可能な開発」、第6部「保健と持続可能な開発」、第
7部「小島嶼国における持続可能な開発」、第8部「アフリカにおける持続可能な開発」、第9
部「その他の地域的イニシアティブ」、第10部「実施の手段」、第11部「持続可能な開発のた
めの制度的枠組み」となっている。

しかし、同サミット以降、環境問題を巡る国際的な進展はペースダウンしたかに見える。
気候変動に関しては、例えば燃料燃焼による世界の二酸化炭素排出量は1990年に203.5億ト

ンだったが、新興国の温室効果ガス排出量の急増もあり、2009年には279.8億トンに急増して
いる3。
生物多様性に関しては、2002年の生物多様性条約第六回締約国会議（オランダ・ハーグ）で採

択された「生物多様性の損失速度を2010年までに顕著に減少させる」とした生物多様性2010年
目標は、達成できなかった4。生物多様性条約事務局は、2010年5月に公表した報告書「地球規
模生物多様性概況第3版（GBO3）」の中で、2010年目標の達成状況を評価。21の個別の目標の

2 http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/kankyo/wssd/pdfs/wssd_sjk.pdf
3 国際エネルギー機関 (IEA), CO2 Emissions from Fuel Combustion 2011 Edition
 http://www.iea.org/co2highlights/co2highlights.pdf
4 http://www.biodic.go.jp/biodiversity/wakaru/library/fi les/GBO3_booklet.pdf

・ターゲット8.B：後発開発途上国の特別なニーズに取り組む（後発開発途上国からの輸
入品に対する無税・無枠、重債務貧困国（HIPC）に対する債務救済及び二国間債務の
帳消しのための拡大プログラム、貧困削減にコミットしている国に対するより寛大な
ODAの供与を含む。）

・ターゲット8.C：内陸開発途上国及び小島嶼開発途上国の特別なニーズに取り組む（小
島嶼開発途上国のための持続可能な開発プログラム及び第22回国連総会特別会合の規
定に基づく。）

・ターゲット8.D：債務を長期的に持続可能なものとするために、国内及び国際的措置
を通じて開発途上国の債務問題に包括的に取り組む。

・ターゲット8.E：製薬会社と協力して、開発途上国において人々が安価で必要不可欠
な医薬品を入手できるようにする。

・ターゲット8.F：民間部門と協力して、特に情報・通信における新技術による利益が得
られるようにする。
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5 なお、2010年に名古屋で開催された生物多様性条約第十回締約国会議では、ポスト2010年目標として愛知ターゲットが
採択されるとともに、生物の多様性に関する条約の遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利益の公正かつ衡平な配
分に関する名古屋議定書が採択された。

6 MDGsの達成状況については、以下の外務省ウェブサイトを参照。
 http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/doukou/mdgs/about.html
7 英語名はUnited Nations Conference on Sustainable Development (UNCSD)で、国連の公式ウェブサイトは下記の

通り。
 http://www.uncsd2012.org/rio20/index.html

全てについて達成されていないことを指摘したのである5。
2015年までに収入が1日1ドル未満で生活する人々の割合、飢餓に苦しむ人々の割合を1990

年の水準の半数に減少させるとしたミレニアム開発目標（MDGs）における重要な目標も、サブサ
ハラ、南アジア、西アジア、ラテンアメリカでは達成が不可能との見込み6が示されている。
こうした中、2012年6月20日～22日、ブラジルのリオデジャネイロにおいて、「国連持続可

能な開発会議（リオ+20）」7が開催される。リオ+20は、持続可能な社会づくりに向け停滞しつ
つある国際交渉や実施を進展させる契機となり得るかが問われている。

●国連人間環境会議（ストックホルム会議）からリオ+20までの道のり

1972年：「国連人間環境会議（ストックホルム会議）」開催。「人間環境宣言」採択。
「国連環境計画（UNEP）」設立。
「廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約（ロンドン条約）」
採択。

1973年：「絶滅のおそれのある野生動植物の種の国際取引に関するワシントン条約」採択。

1976年：「第１回国連人間居住会議」開催。「人間居住宣言」採択。

1983年：「国際熱帯木材協定」採択。

1984年：「環境と開発に関する世界委員会（ブルントラント委員会）」設置。

1985年：「オゾン層保護に関するウィーン条約」採択。

1986年：「国際熱帯木材機関（ITTO）」設立。

1987年：「環境と開発に関する世界委員会（ブルントラント委員会）」が最終報告書「Our 
Common Future（ブルントラント報告）」発表。
「オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書」採択。

1988年：「気候変動に関する政府間パネル（IPCC）」設立。

1989年：「有害廃棄物の国境を越える移動及びその処分の規制に関するバーゼル条約」採択。

1990年：国連総会で「気候変動枠組み条約締結に向けた政府間交渉委員会（INC）」設置が決議。

1992年：ブラジルのリオデジャネイロで「国連環境開発会議（通称：地球サミット）」開催。
「環境と開発に関するリオ宣言」採択。「アジェンダ21」採択。「森林に関する原則」
採択。「気候変動枠組み条約」署名開始（条約は地球サミット直前に採択）、「生物
多様性条約」署名開始（条約は地球サミット直前に採択）。
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1993年：アジェンダ21に基づいて「持続可能な開発委員会（CSD）」設置。

1994年：「砂漠化対処条約」採択。
「国際熱帯木材協定（新協定）」採択。
小島嶼開発途上国の持続可能な開発に関する国際会議にて「バルバドス行動計
画」採択。

1995年：「第４回世界女性会議」開催。「北京宣言」「行動綱領」採択。
「世界社会開発サミット」開催。「コペンハーゲン宣言」「行動計画」採択。

1996年：環境マネジメントシステムの国際規格「ISO 14000」発効。
「廃棄物その他の物の投棄による海洋汚染の防止に関する条約の1996年議定書
（ロンドン条約96 年議定書）」採択。
「第２回国連人間居住会議」開催。「ハビタット・アジェンダ（居住問題解決のた
めの世界行動計画）」採択。
「世界食糧サミット」開催。「世界食糧安全保障に関するローマ宣言」「世界食糧サ
ミット行動計画」採択。

1997年：国連環境開発特別総会（UNGASS、リオ＋5）にて「アジェンダ21の一層の実施
のための計画」採択。
第三回気候変動枠組み条約締約国会議にて「京都議定書」採択。
企業のサステナビリティ・レポーティングの国際基準である「Global 
Reporting Initiative」設立。

1998年：国際貿易の対象となる特定の有害な化学物質及び駆除剤についての事前のかつ
情報に基づく同意の手続に関する「ロッテルダム条約」採択。

1999年：コフィ・アナン国連事務総長が「国連グローバルコンパクト」提唱。
「世界食料安全保障サミット」開催。「世界食料安全保障サミット宣言」採択。

2000年：国連ミレニアム・サミットにて「国連ミレニアム宣言」採択。
生物多様性条約特別締約国会議再開会合（モントリオール）にて「カルタヘナ議定
書」採択。

2001年：残留性有機汚染物質に関する「ストックホルム条約」採択。
アフリカ統一機構首脳会議にて「新アフリカ・イニシアティブ」採択。（後に「ア
フリカ開発のための新パートナーシップ（NEPAD）」へ改称。）

2002年：「持続可能な開発に関する世界首脳会議（ヨハネスブルグ・サミット）」開催。行
動計画として「持続可能な開発に関する世界首脳会議実施計画（JPOI）」採択。
開発資金国際会議（モンテレイ会議）にて「モンテレイ合意」採択。

2003年：内陸開発途上国（LLDC）の開発に関する「アルマティ行動計画」策定。

2005年：援助効果向上に関する「パリ宣言」採択。
「国連持続可能な開発のための教育の10年（UNDESD）」開始。
国連防災世界会議にて「兵庫行動の枠組み2005-2015」採択。
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2007年：「先住民族の権利に関する国際連合宣言」採択。

2008年：援助効果向上に関する「アクラ行動計画」採択。
国連環境計画（UNEP）が「グリーンエコノミー・イニシアティブ8」開始。

2010年：生物の多様性に関する条約の遺伝資源の取得の機会及びその利用から生ずる利
益の公正かつ衡平な配分に関する「名古屋議定書」採択。
社会的責任の国際規格「ISO 26000」発効。

2011年：第4回援助効果向上に関するハイレベル・フォーラム（釜山）にて成果文書を合意。

2012年：「国連持続可能な開発会議（通称：リオ+20）」開催。

１－２．リオ+20の概要
2012年6月20日～22日、ブラジルのリオデジャネイロにおいて、「国連持続可能な開発会議

（リオ+20）」が開催される。
リオ+20の目的とテーマは、以下の通り定められている。

●リオ+20の目的
1.持続可能な開発に関する新たな政治的コミットメントを確保すること
2.持続可能な開発に関する主要なサミットの成果の実施における現在までの進展及び残さ

　　れたギャップを評価すること
3.新しい又は出現しつつある課題を扱うこと

●リオ+20のテーマ
1.持続可能な開発及び貧困撲滅の文脈におけるグリーンエコノミー9

2.持続可能な開発のための制度的枠組み

ただ、交渉中の成果文書案では、課題別のセクションが設けられており、必ずしも上記の2テー
マに限定されてはいない。
なお、1992年に地球サミットで採択された行動計画「アジェンダ21」と2002年にヨハネスブ

ルクサミットで採択された「ヨハネスブルクサミット実施計画（JPOI）」の包括的なレビューは、
2016年～2017年の第24会期・持続可能な開発委員会（CSD 24）で行われることになってい
る。

8 グリーンエコノミーレポート及び関連文書の作成、グリーンエコノミー実現を目指す国に対するアドバイサリーサービス
の提供、NGO・企業・他の国連機関によるグリーンエコノミー実現のための実施に関する調査を行うために国連環境計画
（UNEP）が開始したイニシアティブ。

 http://www.unep.org/greeneconomy
9  グリーンエコノミーには様々な定義がある。リオ+20準備プロセスにおいては、共通の定義を採用することはせずに成果

文書の交渉が行われている。古沢論考P36も参照。
 http://www.mri.co.jp/SERVICE/rio20/rio20_201107.pdf

11



リオデジャネイロでは、国連の本会議と並行して各種サイドイベント、キャパシティ・ビル
ディング・イベント10、ブース出展が行われる他、市民団体主催のピープルズサミット11、持続
可能性を目指す自治体協議会（ICLEI）世界大会201212 、ビジネスセクター主催のコーポレート・
サステナビリティ・フォーラム13などが開催される予定である。

２．リオ+20の成果文書を巡る最新の交渉状況
２－１．リオ+20に向けた準備プロセス14

リオ+20の開催は、2008年12月の国連総会において正式に決定された（国連決議64/236）。
その後、準備委員会（Preparatory Committee）、非公式会合（Intersessional Meeting）、地
域準備会合（Regional Preparatory Meeting）などが開催され、「持続可能な開発及び貧困撲滅
の文脈におけるグリーンエコノミー」と「持続可能な開発のための制度的枠組み」の2つのテーマ
に関する議論が行われた。

●リオ+20に向けた国際的な準備プロセス

2009年12月24日： 国連総会で決議64/236が採択。リオ+20の開催が決定。
2010年2月21日： 国連環境計画（UNEP）がグリーンエコノミーレポート15を

発表。
2010年5月16日～18日： 第1回準備委員会会合開催。
2011年1月10日～11日： 第1回非公式会合開催。
2011年3月7日～8日： 第2回準備委員会会合開催。目的とテーマに関する事務総

長レポート16が提示される。
2011年9月～12月： アジア太平洋地域、アラブ地域、アフリカ地域、ラテンア

メリカ及びカリブ海地域で地域準備会合開催。

10 SD-Learningと題する持続可能な開発に関するキャパシティ・ビルディング・イベントが開催される予定。内容は、オン
ライン投票によって決定することになっている。

 http://www.uncsd2012.org/rio20/meetings_sdlearning.html
11 ピープルズサミットの詳細は下記に掲載される予定。
 http://cupuladospovos.org.br/en/
12 持続可能性を目指す自治体協議会（ICLEI）世界大会2012については下記参照。
 http://www.iclei.org/index.php?id=12648
13 コーポレート・サステナビリティ・フォーラムについては下記参照。
 http://csf .compact4r io .org/events/r io-20-corporate-sustainabi l i ty- forum/event-summary-

251b87a2deaa4e56a3e00ca1d66e5bfd.aspx
14 リオ+20の準備プロセスは、以下に詳細が掲載されている。
 http://www.uncsd2012.org/rio20/index.php?page=view&type=12&nr=281&menu=32
15 国連環境計画（UNEP）のグリーンエコノミーレポートでは、「グリーン経済への移行は年間2%の世界GDP（現在約1.3 兆ド

ル）を今から2050 年までの間、投資することによって、農業、建設業、エネルギー業、漁業、林業、製造業、観光業、運輸業、
水資源および廃棄物管理に関する事業の主要分野を環境に優しいものへ移行することが可能である」と結論付けている。

 http://www.unep.org/greeneconomy/GreenEconomyReport/tabid/29846/Default.aspx
16 正式名称は「事務総長レポート・国連持続可能な開発会議の目的とテーマ」。グリーンエコノミーを実現する政策として7

つの柱（グリーン刺激策パッケージ、環境効率性向上策、民間市場と政府調達のグリーン化、グリーン・インフラストラク
チャーへの投資、自然資本の再生と強化、価格適正化、環境税制改革）が提示され、制度的枠組みについては、国連環境計
画（UNEP）の専門機関への格上げ、持続可能な開発委員会（CSD）の理事会への格上げなどの制度オプションが提示された。
成果文書ゼロドラフトの内容のベースになっていると考えられるが、グリーンエコノミーの政策オプションについては、成
果文書ゼロドラフトの方が内容の具体性が低くなっている。

 http://www.uncsd2012.org/rio20/content/documents/N1070657.pdf
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2011年11月1日： 成果文書へのインプット受付終了。
2011年12月15日～16日： 第2回非公式会合開催。
2012年1月10日： 成果文書ゼロドラフト17公表。
2012年1月25日～27日： 成果文書ゼロドラフト検討会合開催。成果文書のセクショ

ンⅠ～Ⅱについて交渉。
2012年1月30日： 地球の持続可能性に関するハイレベル・パネル（GSP）報告

書が潘基文国連事務総長へ提出18。
2012年3月19日～23日： 第1回成果文書交渉会合開催。成果文書案のセクションⅢ

～Ⅴについて交渉実施。
2012年3月26日～27日： 第3回非公式会合開催。成果文書案のセクションⅠ～Ⅴに

ついて交渉実施。
2012年4月23日～5月4日： 第2回成果文書交渉会合開催。
2012年6月13日～15日： 第3回準備委員会開催。
2012年6月20日～22日： リオ+20主要委員会。成果文書は22日午後に採択予定。

また、2011年11月を期限として成果文書へのインプットの受付が行われ、各国政府19、国際
機関、各ステークホルダー20など677の要望書が国連事務局に提出された21。
これらをもとに、2012年1月10日に成果文書ゼロドラフトが発表された（成果文書ゼロドラ

フトの内容については２－２・２－３を参照）。
成果文書ゼロドラフト公開後、2012年1月23日までにセクションⅠ～Ⅱ、1月29日までにセ

クションⅢ～Ⅴの修正提案受付が行われ、各国政府及び9つのメジャーグループ（企業及び産業、
子ども及び青年、農民、先住民族、地方自治体、NGO、科学・技術者、女性、労働者及び労働組合）
から修正提案22が提出された。

17 成果文書ゼロドラフトの環境省仮訳は資料編を参照。
18  地球の持続可能性に関するハイレベル・パネル（GSP）は、潘基文（バン・ギムン）国連事務総長のイニシアティブにより

2010年8月に設置。パネル・メンバーが個人の立場から持続可能な開発を達成するためのビジョンと具体的提言について
まとめたもの。GSPの報告書は、リオ+20への重要なインプットとなることが期待されている。グリーンエコノミーにつ
いては、持続可能な開発のビジョンを達成するための包括的アプローチを提供するものと位置付け、技術革新の重要性、省
エネ技術・再生可能エネルギーの促進、グリーン雇用、グリーンエコノミーの各国予算・戦略における主流化などが提起さ
れている。また制度枠組みについては、持続可能な開発に関する情報を集約するアウトルック報告書の作成や、持続可能な
開発を総合的に扱う理事会を国連総会の下に設けることの検討といった提言を行っている。持続可能な開発に関する具体的
目標の策定を提言している。

 http://www.mofa.go.jp/mofaj/press/release/24/1/0131_01.html
19 2011年10月31日、日本政府は、「国連持続可能な開発会議（リオ+20）成果文書への日本政府インプット」を提出した。内

容については、P73を参照。
20 リオ+20は、メジャーグループ（国連における政府・国際機関以外の参加グループで、企業及び産業、子ども及び青年、農民、

先住民族、地方自治体、NGO、科学・技術者、女性、労働者及び労働組合の9つのグループ分けがされている）の参加が重
視されており、各グループの調整機関としてステークホルダーフォーラムが設置されている。

 http://www.stakeholderforum.org/sf/
21 日本においては、国内のステークホルダーの対話の促進を目的として、2011年7月13日にリオ+20国内準備委員会が設

立され、4回の会合と2回のワークショップを経て、10月31日に国連事務局にインプット「持続可能な開発の推進に向けた
日本のステークホルダーからの提案」を提出した。内容については、P93を参照。

22 成果文書ゼロドラフトに対するメジャーグループの修正提案は以下参照。
 http://www.uncsd2012.org/rio20/resources_mgcomments.html
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成果文書案の交渉は、1月25日～27日の成果文書ゼロドラフト検討会合、3月19日～23日の
第1回成果文書交渉会合、3月26日～27日の第3回非公式会合で行われた。2012年1月時点の
成果文書ゼロドラフトは、わずか19ページの文書だったが、各国からの修正提案が加わり、3月
末には206ページに膨れ上がった。
2012年4月以降は、4月後半～5月上旬にかけての第2回成果文書交渉会合とリオ+20直前

の第3回準備委員会で成果文書案の交渉が行われる。

２－２．成果文書案の構成
2012年1月に公開された成果文書ゼロドラフトの構成は、以下の通りである。

●成果文書案の構成

Ⅰ. 序文／舞台設定
 　ビジョン
Ⅱ. 政治的コミットメントの更新
 　Ａ．リオ原則と過去の行動計画の再確認
 　Ｂ．持続可能な開発に関する主要サミットの成果の実施におけるこれまでの前進及び
　　　　  残されたギャップの評価並びに新たな課題への対応（統合、実施、一貫性） 
 　Ｃ．主要グループの関与
 　Ｄ．行動のための枠組み
Ⅲ. 持続可能な開発及び貧困撲滅に関連するグリーン経済
 　Ａ．グリーン経済、課題及び機会の文脈の骨組み 
 　Ｂ．ツールキット及び経験の共有 
 　Ｃ．行動の枠組み
Ⅳ. 持続可能な開発のための制度的枠組み 
 　Ａ．3つの柱の強化／改革／統合
 　Ｂ．国連総会、経済社会理事会、持続可能な開発委員会（CSD）、持続可能な開発理事
　　　　  会（SDC）に関する提案
 　Ｃ．国連環境計画（UNEP）、環境に関する提案の専門機関、国際金融機関（IFI）、各国 
　　　　  レベルの国連業務活動 
 　Ｄ．地域、国、地方
Ⅴ. 行動とフォローアップのための枠組み 
 　Ａ．優先順位／カギ／テーマ／分野横断的問題及び分野
 　Ｂ．進展の加速及び測定 
 　Ｃ．実施方法（資金、技術へのアクセス及び移転、能力開発）
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23 2012年3月末現在、成果文書案で提示されているテーマは、貧困撲滅、食料安全保障、水、エネルギー、持続可能なツー
リズム、持続可能な交通、自然との共生、都市、健康、グリーン雇用・社会的包摂、インフラストラクチャー、海洋、小島
開発途上国（SIDS）、後発開発途上国（LDCs）、アフリカ、その他の地域、自然災害、気候変動、森林、生物多様性、土地劣化・
砂漠化、山岳、化学物質・廃棄物、大気、持続可能な生産と消費、教育、人口、ジェンダーの平等、企業、技術革新と投資、
適正価格への引き金、採掘。なお、第1回成果文書交渉会合（2012年3月19日～23日）及び第3回非公式会合（2012年3
月26日～27日）における成果文書案の交渉テキストは、会合参加者限りとして配布されており、一般公開はされていない。
ただし、議論の内容は、以下の持続可能な開発に関する国際研究所（IISD）のウェブサイトでも公開されている。

 http://www.iisd.ca/uncsd/ism3/
24 途上国や新興国から構成される交渉グループ。現時点では約130カ国が含まれている。
25 成果文書ゼロドラフトの本文は英語であるが、本稿では環境省仮訳を引用した。環境省仮訳は資料編を参照。
26 第1回成果文書交渉会合（2012年3月19日～23日）及び第3回非公式会合（2012年3月26日～27日）における成果文書

案の交渉テキストは、会合参加者限りとして配布されており、一般公開はされていない。ただし、議論の内容は、持続可能
な開発に関する国際研究所（IISD）のウェブサイトでも公開されている。

 http://www.iisd.ca/uncsd/ism3/

ゼロドラフト本文は資料編P 111参照。
各セクションで行動枠組みが提示されているが、重複した内容も多くなっており、整理・統合

が必要となっている。また、各国からの提案でセクションⅤの「A. 優先順位／カギ／テーマ／分
野横断的問題及び分野」の内容がかなり多岐にわたっており、テーマが拡大している23。
2012年3月の第1回成果文書交渉会合及び第3回非公式会合では、この構成についても交渉

が行われた。新興国と発展途上国の交渉グループであるG77＋中国24は、セクションⅤ「行動と
フォローアップのための枠組み」のC「実施方法」を独立させ、セクションⅥを新設することを求
めた。またセクションⅢ「持続可能な開発及び貧困撲滅に関連するグリーン経済」のC「行動の枠
組み」の内容がセクションⅤと重複している箇所が多いため、両者を統合するよう求めた。一方、
EU、スイス、ノルウェー、韓国、日本などは、グリーンエコノミーのための行動枠組みを強調
すべきとして、セクションⅢのCを維持することを求めた。

２－３．成果文書に関する政府間交渉の主要論点
成果文書案は同じような内容が複数の箇所に書かれている。したがって、以下では、成果文書案

の各項目を目標、政策手段、組織、課題別に順番を並べ替え、同テーマのパラグラフを整理した上
で紹介する。各交渉テーマについて、成果文書ゼロドラフトの内容25と、その後の交渉における各
国政府の主な主張26を掲載した。
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◆持続可能な開発目標（SDGs）／ポスト2015開発枠組み／ミレニアム開発目標（MDGs）について
成果文書ゼロドラフトの内容：

パラグラフ105. 我々は、持続可能な発展に向けた進展を測定、加速させるためには目標、
ターゲット及び節目（マイルストーン）が不可欠であることと認識し、2015 年までに以下を
策定するための包括的プロセスを開始することに合意する： 
a） 持続可能な発展の3つの側面の統合的で均衡の取れた取り扱いを反映し、「アジェンダ21」

の原則と整合的であり、国による異なるアプローチを許容しつつも普遍的で全ての国に
適用可能な、「持続可能な開発目標（SDG）」 

b） 定期的なフォローアップと達成に向けた進展についての報告のメカニズム

各国の主張：

・

持続可能な開発目標（SDGs）の検討については、先進国・途上国とも概ね合意を得ている。

・

アメリカ・カナダ・日本は、ポスト2015開発枠組みの策定プロセスと持続可能な開発目
標（SDGs）の策定プロセスの統合・一本化を求めている。

・

G77＋中国は、ミレニアム開発目標（MDGs）の達成に向けた進展をより重視し、SDGsの策
定によってMDGsの達成を逃れることや、SDGsを開発資金の新たな条件づけの口実にしな
いこと等を提案している。

◆グリーンエコノミーのための政策選択について
成果文書ゼロドラフトの内容：

パラグラフ28. 我々は、経済的、社会的及び環境面での開発の具体的現実並びに具体的な状
況及び優先事項を尊重して、各国が適切な選択を行うことを認識する。

パラグラフ32. 我々は、各国が依然としてグリーン経済構築の初期段階にあり、お互いに学
びあうことができることを認める。我々は、発展途上国を含む一部の諸国におけるグリーン
経済開発のポジティブな経験に留意する。我々は、各国のニーズ及び選好に適合した政策及
び措置の組み合わせが必要であることを認識する。＜後略＞

各国の主張：

・

日本・カナダ・アメリカ・G77＋中国は、各国の状況に応じて政策・実施内容を選択する
ことのできるアプローチを支持している。
EU、ノルウェーは、環境外部費用の内部化、税財政改革等を行うよう奨励している。G77
＋中国はこれに反対している。
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◆グリーンエコノミー政策促進のための開発途上国の追加的コストについて
成果文書ゼロドラフトの内容：

パラグラフ30．しかしながら、我々は、開発途上国が貧困の撲滅と成長の持続における大
きな課題に直面していること、そして、グリーン経済への移行は開発途上国の経済に追加的
コストをもたらす可能性のある構造調整を伴うものであることを認める。この点に関して、
国際社会の支援が必要である。

各国の主張：

・

G77＋中国は、開発途上国のグリーンエコノミーへの移行にはリスクや追加的コストを伴
うことを記載するよう求めている。

・

アメリカ・カナダは、グリーンエコノミーへの移行には追加的コストが伴うとの表現の削
除を求めている。EUは「短期的な追加的コスト」と書き換えるよう求めている。

◆グリーンエコノミー政策促進に伴う脅威について
成果文書ゼロドラフトの内容：

パラグラフ31. 我々は、グリーン経済への転換は全ての国にとって機会となるべきであり、
脅威であってはならないことに留意する。従って、我々は、各国が持続可能な開発と貧困撲
滅に関連するグリーン経済構築を支援する国際的取り組みは以下のようになってはならない
ことを決意する： 
a） 新たな貿易障壁の設置 
b） 援助及び資金供給に関する新たな条件の賦課 
c） 技術ギャップの拡大ないし開発途上国の先進国に対する技術依存の悪化 
d） 各国が持続可能な開発に向けた独自の道筋を追求する政策余地の制限

各国の主張：
・

G77＋中国は、項目に、小規模農家や漁業者への制限、貧困解消のための生産活動の制限、
食料主権への負の影響等を含めることを提案している。

・

EU・カナダ・アメリカ・ニュージーランド等は、上記のG77＋中国提案を削除するよう求
めている。
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◆グリーンエコノミー政策促進のための国際的知識共有プラットフォームの創設について
成果文書ゼロドラフトの内容：

パラグラフ33. 我々は、各国のグリーン経済政策設計及び実施を促進するための国際的知
識共有プラットフォームの創設を支持する。このプラットフォームには以下の事項が含まれ
る： 
a） 政策選択肢のメニュー 
b） グリーン経済政策を地域、各国及び地方レベルに適用する際のグッド・プラクティスの

ツールボックス 
c） 進展を計測する一連の指標 
d） 発展途上国を支援しうるテクニカル・サービス、技術及び資金供給のディレクトリー

パラグラフ34．我々は、国際機関、国連システムの関連機関及びその他の組織と協議の上、
国連事務総長に上記のプラットフォーム創設を要請する。

各国の主張：

・

グリーンエコノミーに関する国際的なプラットフォーム創設については韓国が積極的である。

・

アメリカ・オーストラリアは、既存のプラットフォームの強化を求めている。

◆グリーンエコノミー国家戦略／国家行動計画について
成果文書ゼロドラフトの内容：

パラグラフ38. 我々は、全ての諸国が複数のステークホルダーとの協議という透明性あるプ
ロセスを通じて独自のグリーン経済戦略を策定することを奨励する。

各国の主張：

・

スイスは、2015年までに国家行動計画を策定することを合意するよう求めている。

・
EUは、戦略の新たな策定に限定せず、持続可能な開発に関する国家計画への統合も認める
よう求めている。

・

アメリカは、グリーンエコノミー戦略の国家計画への統合を推奨するよう求めている。

・

G77＋中国は、国家戦略の策定に反対している。

◆グリーンエコノミー政策促進のためのロードマップについて
成果文書ゼロドラフトの内容：

パラグラフ43. 我々は、世界的な進展を測定する重要性を認識する。この点に関して、我々
は、以下の指標的目標及びスケジュールを含むロードマップに導かれる。 
a） 2012-2015年：実施を評価する指標及び尺度を創設。技術移転、ノウハウ共有及び能

力増強のためのメカニズムを創設 
b） 2015-2030年：実施と進展の定期的評価 
c） 2030年：進展の総合的評価

各国の主張：

・

EUは、グリーンエコノミー政策推進のための国際的なロードマップ策定を提案している。
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・

アメリカ・ニュージーランド・ロシアは、具体的な時期を伴うロードマップ作成に反対している。

◆経済的手法・財政手段について
成果文書ゼロドラフトの内容：

パラグラフ32. 我々は、各国が依然としてグリーン経済構築の初期段階にあり、お互いに学
びあうことができることを認める。我々は、発展途上国を含む一部の諸国におけるグリーン
経済開発のポジティブな経験に留意する。我々は、各国のニーズ及び選好に適合した政策及
び措置の組み合わせが必要であることを認識する。政策の選択肢には、とりわけ、規制、経
済及び財政手段、グリーン・インフラストラクチャーへの投資、財務上のインセンティブ、
補助金改革、持続可能な政府調達、情報開示及び自主的パートナーシップが含まれる。

各国の主張：

・

EU・ノルウェーは、環境税27、規制、排出量取引28などによる環境外部費用の内部化や生
態系サービスの価格措置制度の促進29を求めている。

・

G77＋中国は、経済的手法・財政手段を含むグリーンエコノミー実現のための政策手段の
例示に反対している。

◆持続可能な開発とは相容れない補助金の段階的な廃止について
成果文書ゼロドラフトの内容：

パラグラフ42. 我々は、グリーン経済構築に向けて大きな進展を実現するには全ての諸国に
おいて新たな投資、新たな技能育成、技術の開発、移転及びアクセス並びにキャパシティ・
ビルディング（能力開発）が必要になることを認識する。我々は、この点に関して発展途上国
に支援と提供する特別の必要性があることを認め、以下について合意する： ＜中略＞
c） 環境に大きな悪影響を及ぼし、持続可能な開発とは相容れない補助金を段階的に廃止す

ると当時に、貧困層及び社会的弱者を保護する措置を講じる

27 環境税とは、環境保全のために課す税のことで、主な働きとして、「環境負荷の低減と、環境保全推進のためのインセンティ
ブ（誘導）の付加」と「税収による環境保全や、その他の政策への貢献」がある。炭素税、窒素酸化物税、硫黄酸化物税、産業廃
棄物税などが該当する。環境保全を第一の目的としたものではなく、結果的・無意識的に環境にかかわっている税は環境関
連税と呼ばれ、日本の自動車関連税やエネルギー税などが該当する。

28 排出量取引制度は、排出削減主体が市場で排出量を取引する仕組みで、国内（域内）排出量取引の他に、国際排出量取引があ
る。国内（域内）排出量取引は、海外ではEUやニュージーランドが、国内では東京都と埼玉県が導入しており、政府が企業
／事業者に排出枠（キャップ）を割り当て、トレード（取引）も認めるキャップ＆トレード型の制度を採用している。国際排出
量取引は、京都議定書で「京都メカニズム」として認められているIET（国際排出量取引）、CDM（クリーン開発メカニズム）、
JI（共同実施）がある。このうち、CDM・JIは、追加的な排出削減対策がなされない場合の排出量を「ベースライン（基準）」と
して設定し、ベースラインに対して、温室効果ガス削減プロジェクトの実施により得られた削減分が売買可能なクレジット
として与えられる、ベースライン＆クレジット方式に基づいている。

29 国際レベルでの代表的な取組みとして、生物多様性の保全が経済的利益につながることを伝えるためにはじめられた「生態
系と生物多様性の経済学（TEEB）」プロジェクトがある。同プロジェクトでは、経済学的な観点からの生物多様性喪失につい
て世界レベルで研究された成果を取りまとめており、報告書は、研究者向けの「D0（ドキュメント0）」、政策立案者向けの
「D1」、地方行政担当者向けの「D2」、企業向けの「D3」、市民向けの「D4」の5つから構成される。D0からD3までを統合し
た概要版最終報告書は、2010年10月に日本の愛知・名古屋で開催された生物多様性条約COP10で発表された。

 http://www.teebweb.org/Home/tabid/924/Default.aspx
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パラグラフ126. 我々は、脆弱なグループを保護する保障措置を維持しつつ、化石燃料、農
業、漁業に関するものを含めて、持続可能な開発への移行を妨げている市場を歪め、環境へ
悪影響を及ぼす補助金の段階的な撤廃を支持する。

各国の主張：
・スイス・メキシコ・ニュージーランドは、化石燃料・農業・漁業などの補助金の段階的撤廃
に対する強いコミットメントを要求している。

・EUは、化石燃料に関する補助金の段階的廃止30に向けた国際的な目標設定や実施促進に関
する新たなプラットフォームの設置を提案している。

・カナダは、大幅な削減への修正を提案。オーストラリア・カナダ・日本は、段階的撤廃の
対象を非効率な化石燃料の補助金に限定することを提案。日本は、段階的撤廃の対象から農
業・漁業補助金を除外するよう求めている。アメリカは態度を留保している。

◆政府開発援助（ODA）のGNP比0.7％目標について
成果文書ゼロドラフトの内容：

パラグラフ112. 我々は、多くの先進国による、その国民総生産所得（GNP）の0.7%を開発
途上国への政府開発援助に当てるという目標及び国民総生産（GNP）の0.15%から0.20%
を後発開発途上国への政府開発援助に当てるという目標を達成するコミットメントを含む、
全ての政府開発援助コミットメントを実現するよう求める。合意されたタイムテーブルを達
成するため、援助国は既存のコミットメント達成に向けた支援拠出割合を増やすためのあら
ゆる必要かつ適切な手段を取るべきである。我々は、いまだ目標を達成していない先進国に
対し、各国の約束に従い、後発開発途上国のためのイスタンブール行動計画（2011-2020
年）に沿って、国民総生産（GNP）の0.15%から0.20%を後発開発途上国への政府開発援助
に当てるという特定目標を含め、国民総生産（GNP）の0.7%を開発途上国への政府開発援
助に当てるという目標に向けた追加的な具体的努力を強く求める。

各国の主張：
・G77＋中国は、先進国が政府開発援助（ODA）のGNP比0.7％目標を2015年までに完全実
施することを約束するよう求めている。

・EU・アメリカ・スイス・日本・カナダは、G77＋中国の提案を削除するよう求めている。

30 化石燃料補助金については、2009年9月にG20首脳声明で「中期的に、不経済な消費を奨励する非効率な化石燃料に対する
補助金を合理化し、段階的に廃止する」が、同年11月にAPEC首脳会議宣言で「必要不可欠なエネルギー・サービスを要す
る者にはこれを供与する必要性を認めつつも、無駄な消費を促すような化石燃料に対する補助金を中期的に合理化し、廃止
することにコミットする」とされた。

 http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/g20/0909_seimei_ka.html
 http://www.mofa.go.jp/mofaj/kaidan/s_hatoyama/apec_09/apec_seicho_ka.html
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◆新たな追加的かつ大規模な資金源の提供について
成果文書ゼロドラフトの内容：

パラグラフ42. 我々は、グリーン経済構築に向けて大きな進展を実現するには全ての諸国に
おいて新たな投資、新たな技能育成、技術の開発、移転及びアクセス並びにキャパシティ・
ビルディング（能力開発）が必要になることを認識する。我々は、この点に関して発展途上国
に支援と提供する特別の必要性があることを認め、以下について合意する： 
a） 発展途上国に新たな追加的かつ大規模な資金源を提供する

パラグラフ113. 我々は、開発途上国の優先順位とニーズに沿う形で、資源配分において持
続可能な開発を優先すること並びに持続可能な開発に向けた開発途上国への資金協力の提供
を大幅に増加させることを求める。

各国の主張：
・G77＋中国は、気候変動枠組み条約の文脈で約束された、新規かつ追加的で政府開発援助
（ODA）を代替しない資金拠出の完全な実施を求めている。また、持続可能な開発の実現に
向けた新たな資金ファシリティを国際金融機関に設置することを提案している。

・先進国各国は、上記のG77＋中国提案に反対している。

◆革新的な金融手段（革新的資金メカニズム）31 の促進について
成果文書ゼロドラフトの内容：

パラグラフ42. 我々は、グリーン経済構築に向けて大きな進展を実現するには全ての諸国に
おいて新たな投資、新たな技能育成、技術の開発、移転及びアクセス並びにキャパシティ・
ビルディング（能力開発）が必要になることを認識する。我々は、この点に関して発展途上国
に支援と提供する特別の必要性があることを認め、以下について合意する： ＜中略＞
b） グリーン経済構築のための革新的な金融手段の役割を促進する国際的プロセスを立ち上

げる

各国の主張：
・革新的な金融手段の促進には概ね合意を得ている。
アメリカは国際プロセスの立ち上げには反対しており、日本も立ち上げの検討にとどめるよ
う求めている。

31 貧困・疫病・気候変動などの問題に取り組むための新たな資金を創出・供給するための枠組みの総称。実施・検討されてい
るものに、国際医療品購入ファシリティ（UNITAID）、予防接種のための国際金融ファシリティ（IFFIm）、航空券連帯税、通
貨取引開発税、国際炭素税、生物多様性オフセットなどがある。
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◆技術開発・技術移転について
成果文書ゼロドラフトの内容：

パラグラフ42. 我々は、グリーン経済構築に向けて大きな進展を実現するには全ての諸国に
おいて新たな投資、新たな技能育成、技術の開発、移転及びアクセス並びにキャパシティ・
ビルディング（能力開発）が必要になることを認識する。我々は、この点に関して発展途上国
に支援と提供する特別の必要性があることを認め、以下について合意する： ＜中略＞
d） 発展途上国を関与させたグリーン技術に関する国際的共同研究を促進、開発された技術

は公有に属するものとしてとどめ、発展途上国にとって手頃な価格でアクセス可能なも
のとする 

e） グリーン技術研究開発（R&D）の結節点として中核的研究拠点の創設を奨励する 
f） 発展途上国の科学者、エンジニア及びエンジニアリング組織によるローカルなグリーン

技術の開発及び伝統的知識の活用を行う取り組みを支援する 
g） 関心を示す全ての諸国に国別の助言及び必要に応じて地域及びセクター別の助言を提供

し、利用可能な資金にアクセスする上でこれら諸国を支援する能力開発スキームを創設
する

パラグラフ119．我々は、持続可能な発展を推進するにあたって、各国の科学、技術及びイ
ノベーション能力を強化することの重要性を認識する。この点に関して、我々は、効果的な
メカニズム、高度な手法、適切な実施環境及び開発規模の拡大と開発途上国への技術移転に
関する障害の除去の必要性を強調する。

パラグラフ120．我々は、投資と技術移転、開発及び普及につながる国際協調を強化するこ
とに合意する。

各国の主張：
・ベラルーシ、カザフスタン、ロシアは、技術移転促進のためのグローバルファンドの創設を
提案しているが、韓国、アメリカ、日本、スイス、EUは、反対している。

・先進国は、開発した技術の公的管理や手頃な価格での提供に懸念を示しており、技術の市場
価格での提供を提案している。

◆南南協力 32 ・三角協力 33 について
成果文書ゼロドラフトの内容：

パラグラフ115. 我々は、南南協力及び三角協力を強化、支援する持続的取り組みを歓迎す
る。我々は、南南協力が南北協力の代替となるものではなく、むしろ補完するものであるこ
とを強調する。我々はまた、三角協力が開発協力の効果的な形態としてより一層活用される
べきであることを強調する。

32 開発途上国および新興国の間での、国際開発協力の枠組み。二国間あるいは多国間で行なわれ、これらの国々の相互間にお
ける連携強化や、能力開発などが期待されている。

33 ドナーや国際機関など途上国以外のパートナーから支援される南南協力の枠組み。

22



各国の主張：
・日本、EU、スイス、カナダ、ニュージーランドは、「共通の目標、共有の原則、差異ある約束
（common goals, shared principles and diff erentiated commitments）」34に基づいて
南南協力を強化するよう求めている。

・EUは、三角協力において、政府系投資ファンド（ソブリン・ウェルス・ファンド）や政府の
開発銀行の資金の動員を奨励することを含めるよう求めている。

・G77＋中国は南南協力・三角協力のパラグラフを削除するよう求めている。

◆企業によるサステナビリティ報告の促進について
成果文書ゼロドラフトの内容：

パラグラフ24. 我々は、全ての上場企業及び大手民間企業が持続可能性問題を考慮し、報告
サイクルに持続可能性情報を盛り込むことを義務付ける世界的な政策枠組み35を求める。

パラグラフ116．我々は、マルチ・ステークホルダー・パートナーシップを通じたものを含
め、持続可能な開発を推進する上での民間セクターの重要な役割を再確認する。公共政策は
企業及び産業による長期投資及び社会的、環境的に責任ある行動につながる安定した投資環
境と規制枠組みを構築すべきである。

各国の主張：
・EU・スイス・ノルウェーは企業によるサステナビリティ報告促進のための国際的プロセス
の立ち上げに賛成している

・韓国・アメリカ・カナダ・G77＋中国・ニュージーランド等はサステナビリティ報告の義
務付けを含む国際枠組みに反対している。

34 「共通の目標、共有の原則、差異ある約束」は、2011年11月29日から12月1日にかけて、韓国釜山において開催された第
4回援助効果向上に関するハイレベル・フォーラムの成果文書・パラグラフ1において記載された文言。ハイレベル・フォー
ラムの成果文書では、「共有の原則、共通の目標、差異ある約束」となっている。http://www.mofa.go.jp/mofaj/annai/
honsho/seimu/nakano/hlf4.html

35 民間企業の報告サイクルに持続可能性情報を盛り込むことを義務付ける世界的な政策枠組みを推進するマルチステークホ
ルダーの取り組みとして、2011年12月にステークホルダーフォーラムとVitae Civilisが、Dialogue on a Convention 
on Corporate Social Responsibility and Accountabilityというイニシアティブを開始した。本イニシアティブの
Advisory Boardには、国連環境計画ファイナンスイニシアティブ（UNEP-FI）、Global Reporting Initiative （GRI）、ISO 
26000、Carbon Disclosure Projectなどの事務局の他、Friends of the Earth UKやCivicusなどのNGO、HSBCや
Aviva Investorsなどの金融機関の担当者が参加している。http://www.csradialogue2012.org/
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◆持続可能な開発委員会（CSD）の強化／改組について
成果文書ゼロドラフトの内容：

パラグラフ49. 我々は、国連システムにおける持続可能な開発に関する高級レベル委員会と
しての持続可能な開発委員会（CSD）の役割を再確認する。我々は、より限定された一連の
諸課題に対するより集中度が高く、均衡が取れ、応答性の高い関与及びその決定の実施強化
を確保する措置を含めて、持続可能な開発の実施をより良く推進、促進及び調整するために
委員会の仕事の方法、アジェンダ及び仕事のプログラムを改善するための選択肢を検討する
ことに合意する。我々はまた、自主的レビュー・プロセスを含む委員会のレビュー機能を強
化する手段を検討することに合意する。

パラグラフ49. （代替案）我々は、CSDを持続可能な開発の3つの側面の統合に関連した事項
を検討する権威あるハイレベルな組織として機能する持続可能な開発理事会に改組すること
を決議する。

各国の主張：
・ノルウェー、スイス、韓国は、持続可能な開発委員会（CSD）の持続可能な開発理事会への
改組を支持している。

・日本、メキシコは、持続可能な開発委員会（CSD）の持続可能な開発理事会への改組に反対
している。

・G77＋中国は、どちらのオプションを選択するかを留保している。EUは、加盟国内で検討
中であることを表明している。

◆国連環境計画（UNEP）の能力強化／環境のための国連専門機関の創設について
成果文書ゼロドラフトの内容：

パラグラフ51. 我々は、管理委員会における普遍的メンバーシップを創設することによりそ
のマンデートを達成するために国連環境計画（UNEP）の能力を強化することで合意し、政策
調整を深化させ、実施手段を強化するためにその資金基盤の大幅増加を求める。

パラグラフ51. （代替案）我々は、UNEPに基づき、その管理委員会が普遍的メンバーシップ
を有し、安定的、適切かつ予測可能な資金拠出によって支えられる改定・強化されたマン
デートを持ち、他の国連専門機関と対等に活動する環境のための国連専門機関の創設を決議
する。ナイロビに本拠を置くこの専門機関は他の専門機関を緊密に協力するものとする。

各国の主張：
・EU、韓国は、環境のための国連専門機関の創設を支持している。
・アメリカ、カナダ、日本、ロシアは、環境のための国連専門機関の創設に反対している。
・カナダ、日本は、国連環境計画（UNEP）の能力強化を支持しつつも、資金基盤の大幅増加に
反対している。
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◆国際金融機関・国際貿易機関等のプログラム戦略の見直しについて
成果文書ゼロドラフトの内容：

パラグラフ54. 我々は、世界銀行と国際通貨基金（IMF）を中心とする国際金融機関、地域開
発銀行、国連貿易開発会議（UNCTAD）及び世界貿易機関（WTO）が世界貿易規制において持
続可能な開発に相応の考慮を払うべきであると認識する。この点に関して、我々は、国際金
融機関に対して持続可能な開発の実施のために発展途上国に対するより良い支援の提供を確
保するためにそのプログラム戦略の見直しを要請する。

各国の主張：
・国際金融機関の戦略見直しは先進国の間では概ね支持されている。アメリカは多国間開発銀
行（MDBs）の環境・社会セーフガード政策36の見直しを含めることを提案している。ニュー
ジーランド、日本は、国連貿易開発会議（UNCTAD）及び世界貿易機関（WTO）を戦略見直し
の対象に含めることに反対している。

・G77とメキシコは、国際金融機関における途上国の投票権・発言権の強化を求める提案を
行っている。この提案は、EU、アメリカ、日本、カナダ、ニュージーランド、韓国がリオ
+20で議論するべき議題ではないとして反対している。

◆オンブズパースン 37 ないし将来世代のための高等弁務官の設置について
成果文書ゼロドラフトの内容：

パラグラフ57. 我々は、持続可能な開発を促進するために、オンブズパースン
（Ombudsperson＝行政監督官）ないし将来世代のための高等弁務官の設置をさらに検討す
ることで合意する。

各国の主張：
・カナダ、ノルウェーは、オンブズパースンないし将来世代のための高等弁務官の設置を支持
している。EUは、高等弁務官の設置を支持している。

・G77＋中国、日本、ロシア、ニュージーランドは、オンブズパースンないし将来世代のた
めの高等弁務官の設置に反対している。

36 開発の過程における人々や環境への不当な悪影響を防止・軽減することを目的として世界銀行において定められた政策。環
境アセスメント、自然生息地、森林、病害虫管理、有形文化資源、非自発的住民移転、先住民族、ダムの安全性、国際水路、
紛争地域、借入国システムの試験的活用の11政策から成り立っている。

 http://go.worldbank.org/7LW3X1OBX0
37 行政機関等に対する市民の苦情を受け付け、その権利・利益を護るため、中立的立場から調査したり、救済の勧告を図る制度。
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◆食料に対する権利について
成果文書ゼロドラフトの内容：

パラグラフ64. 我々は、食料に対する権利を再確認し、全ての諸国に自国内の食料生産、国
内及び世界の農業食品市場へのアクセス改善及びサプライ・チェーン全体における廃棄物削
減への投資増大を通じて食料生産の持続可能な強化の重点化とともに、女性、小自作農、青
少年及び先住民の農業者に対する特段の配慮を求める。 我々は、国民の適切な栄養を確保
することにコミットしている。

各国の主張：
・EU、ノルウェー、リヒテンシュタインは、食料に対する権利を支持している。
・G77＋中国、アメリカ、日本は、文言として食料に対する権利を記載することに消極的である。

◆食料価格の安定について
成果文書ゼロドラフトの内容：

65. 我々はより透明性が高く開放されている貿易システム、さらに、必要に応じて、食料価
格と国内市場の安定に寄与し、土地、水及びその他の資源へのアクセスを確保し、社会的保
護プログラムを支援するプラクティスを求める。

各国の主張：
・G77＋中国は、投機による食料価格の変動対策として、適切な規制の導入と監視制度の導
入による市場の透明性向上を提案している。

・ニュージーランド、アメリカはG77＋中国の投機による食料価格の変動対策に関する提案
に反対している。

◆水について
成果文書ゼロドラフトの内容：

パラグラフ67. 我々は、人生の全面的喜び及びあらゆる人権にとって不可欠な人権として安
全で清潔な飲料水及び公衆衛生の権利の重要性を強調する。さらに、我々は、貧困と飢餓の
撲滅、公衆衛生、食料安全保障、電力、農業及び農村開発を含む持続可能な開発にとっての
水資源の死活的重要性を強調する。

各国の主張：
・G77＋中国は、「安全で清潔な飲料水及び公衆衛生の権利」を含めることを支持している。
・カナダ、アメリカ、イスラエルは、「安全で清潔な飲料水及び公衆衛生の権利」を「不可欠な人
権」として記載することに反対している。EUは当該記載について留保している。
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◆エネルギーについて
成果文書ゼロドラフトの内容：

パラグラフ70. 我々は、2030年までに消費及び生産の双方で拡張するための現代的エネル
ギー・サービスの基本的最小限レベルへの普遍的アクセスの提供及び全ての諸国において再
生可能エネルギー源及び技術の開発及び活用の推進を通じて世界的エネルギー・ミックスに
おける再生可能エネルギーのシェアを2030年までに倍増させることを目標とする、国連事
務総長が開始した「全人類のための持続可能なエネルギー」イニシアティブ38をさらに前進さ
せことを提案する。我々は、エネルギー源の効率的でより広範な活用を提供するために、発
展途上国に対する十分な質を有し、時宜を得た形で届けられる適切な資金源の影響を求める。

各国の主張：
・EU、アイスランド、韓国は、国連事務総長が開始した「全人類のための持続可能なエネル
ギー」イニシアティブをより強いコミットメントにするよう求めている。

・カナダは、このイニシアティブに含まれている「再生可能エネルギーのシェア」を「ゼロまた
は低炭素排出エネルギー」に変更するよう求めている。この変更はEUが反対している。

・G77＋中国は、「全人類のための持続可能なエネルギー」イニシアティブに関するパラグラフ
の削除を求めており、エネルギーアクセスの改善に重点を置いたテキストにするよう求めて
いる。

◆社会的保護について
成果文書ゼロドラフトの内容：

パラグラフ77．我々は、正規経済に雇用されていない者を含め、社会の成員全てに社会的
保護を提供する必要性を強調する。この点に関して、我々は、全ての市民に最低限の社会
的保護を提供することを目的とする国及び地方政府のイニシアティブを強く奨励する。

各国の主張：
・G77＋中国は、国連総会の下でグローバルな社会的保護プログラムの立ち上げを検討する
よう求めている。

・EU、アメリカ、日本は、G77＋中国の上記提案を削除するよう求めている。

◆持続可能な消費と生産に関する計画10年枠組みについて
成果文書ゼロドラフトの内容：

パラグラフ97. 我々は、国連持続可能な開発委員会第19回会合交渉において詳述された文
書に基づき、持続可能な消費と生産（SCP）に関する国際協定の一貫として、持続可能な消
費と生産に関する計画10年枠組みを構築することに合意する。

38 2011年11月に潘基文（バン・ギムン）国連事務総長が打ち出した国際的イニシアティブ。2030年までに、近代的なエネ
ルギーサービスのユニバーサルアクセスの保証、エネルギー効率改善割合の倍増、全世界のエネルギーミックスにおける再
生可能エネルギーの割合の倍増を実現することを目的としている。

 http://www.sustainableenergyforall.org/
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各国の主張：
・アメリカ、オーストラリア、カナダ、ニュージーランド、スイスは、持続可能な消費と生産
に関する計画10年枠組みを「国際協定の一環」とすることに反対している。

・G77＋中国は、非持続可能な消費と生産のパターンの改革を先進国が優先的に取り組むこ
とを求めている。

◆リオ第7原則（共通だが差異ある責任の原則 39）について
成果文書ゼロドラフトの内容：

パラグラフ9. 我々は、共通だが差異ある責任の原則及び天然資源に対する各国の主権の原
則に従い、我々の集団的及び各国の独自の取り組みを通じて世界的に持続可能な開発を強化
する必要性を認識する。

各国の主張：
・G77＋中国は、合意文書の各所において「共通だが差異ある責任の原則」を記載するよう提
案している。上記パラグラフについては、「共通だが差異ある責任の原則」を含むリオ原則に
基づいて、気候変動枠組み条約、生物多様性条約、砂漠化対処条約のコミットメントの完全
実施を記載するよう求めている。

・先進国各国は、リオ原則における個別の原則を抜き出して言及すべきではないとして、上記
のパラグラフを含め、合意文書の各所において「共通だが差異ある責任の原則」を記載するこ
とに反対している。

◆リオ第10原則（情報へのアクセスや市民参加等）40 について
成果文書ゼロドラフトの内容：

パラグラフ17. 我々は、持続可能な開発の達成の基本的要件は意思決定への広範な国民参加
であることを強調する。持続可能な開発には主要グループ、すなわち、女性、子供と青少年、
先住民、非政府組織（NGO）、地方政府、労働者と労働組合、企業と産業、科学界と技術界
及び農業者、があらゆるレベルで意味ある役割を果たすことを求める。市民社会の全てのメ
ンバーの特定の知識及び実際的ノウハウを国及び地方の政策立案に取り込むことによって全
メンバーが持続可能な開発に積極的に関与できるようにすることが重要である。この点に関
して、我々はまた、持続可能な開発の促進における国レベルの議会の役割も認める。

39 環境と開発に関するリオ宣言の第7原則に定められたもの。「各国は、地球の生態系の健全性及び完全性を、保全、保護及
び修復するグローバル・パートナーシップの精神に則り、協力しなければならない。地球環境の悪化への異なった寄与とい
う観点から、各国は共通のしかし差異のある責任を有する。先進諸国は、彼等の社会が地球環境へかけている圧力及び彼等
の支配している技術及び財源の観点から、持続可能な開発の国際的な追及において有している義務を認識する。」と規定され
ている。

 http://www.env.go.jp/council/21kankyo-k/y210-02/ref_05_1.pdf
40 リオ第10原則の内容は次の通り：環境問題は、それぞれのレベルで、関心のある全ての市民が参加することにより最も適

切に扱われる。国内レベルでは、各個人が、有害物質や地域社会における活動の情報を含め、公共機関が有している環境関
連情報を適切に入手し、そして、意志決定過程に参加する機会を有しなくてはならない。各国は、情報を広く行き渡らせる
ことにより、国民の啓発と参加を促進しかつ奨励しなくてはならない。賠償、救済を含む司法及び行政手続きへの効果的な
アクセスが与えられなければならない。

 http://www.env.go.jp/council/21kankyo-k/y210-02/ref_05_1.pdf
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〈持続可能な開発の実現に向けた日本国政府の提案〉
●リオ+20では、経済・社会・環境の３要素全てをバランス良く満たす世界の構築に向け
た新たな政治的コミットメントの表明を図る。

●成果文書は、グリーン経済への移行と持続可能な開発のガバナンス強化に向けた世界の
力強いメッセージが伝わる簡潔かつ明瞭なものとする。

●成果文書は、「１．総論」「２．持続可能な開発及び貧困削減の文脈におけるグリーン経済」
「３．持続可能な開発のための制度的枠組み」の３部構成とする。

Ⅰ. 持続可能な開発のためのゴールの設定に向けて地球の限界や格差の拡大等、国際社会
が直面する諸課題に対応するためには、人間一人ひとりがその能力を最大限発揮し、
より良い社会づくりに参画することが不可欠。

パラグラフ18．我々は、市民社会の参画改善は情報アクセスの権利の強化及びこの権利を
行使する市民社会の能力を構築することにかかっていることを認識する。技術は政府が国民
と情報を共有し、国民が政策決定者に説明責任を課すことを容易にしている。この点に関し
て、情報及び通信技術への普遍的アクセスに向けて努力することが肝要である。

パラグラフ58．我々は、必要に応じて世界、地域及び各国レベルにおいて「リオ原則10」に
一段の効力を付与する措置を講じることに合意する。

各国の主張：
・スイス、EU、アメリカは、公的な情報に対する知る権利の保証、意思決定への市民参加拡大、
司法への公平なアクセスの保証などの文言強化を求めている。

・G77＋中国は、市民参加の拡大を支持しつつも、知る権利の保証や司法への公平なアクセ
スを含めることには反対している。

・EU、カナダ、ニュージーランド、ノルウェー、日本は、リオ原則における個別の原則を抜
き出して言及すべきではないとして、リオ第10原則を示したパラグラフの削除を要求して
いる。

２－４．成果文書に関する日本政府・その他ステークホルダーの見解
（１）日本政府

日本政府は2011年10月31日、国連事務局に対しリオ+20成果文書への日本政府インプッ
トを提出した。日本政府インプットでは、グリーン経済への移行に向けての道程を提案している
ほか、日本として深い知見を有する9つの主要セクターに関する提案を行っている。制度的枠組
みに関しては、組織の改編を前提とすることなく、現在の問題点を明確にした上で対応策を検討
することを強調している。
以下概要を示す。本文詳細については、資料編Ｐ73を参照。
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（１）グリーン経済
●持続可能な開発実現のための重要なツールとしてグリーン経済への移行を提案。
－グリーン経済の意義を「自然界からの資源や生態系から得られる便益を適切に保全・活用し
つつ、経済成長と環境を両立することで、人類の福祉を改善しながら、持続可能な成長を
推進する経済システム」とする。

－国際社会の主体の多様化を踏まえ、すべてのステークホルダーが参加しその能力に応じた
役割を担う。特に、新興国、民間セクターの役割により焦点をあてる。

－グリーン経済の実現のため、グリーン・イノベーションをはじめとする様々な手法や経験
を各国が共有することを提案する。また、各国が各々の発展段階に応じたグリーン経済戦
略を作成するための仕組みを構築することに合意する。

（２）新しい国際開発戦略と目標
●ポストMDGs策定を念頭に新しい国際開発戦略を策定する。
－持続可能な開発を達成するため、人間の安全保障を新しい国際開発戦略の指導理念と位置
づける。

－GDP以外の豊かさの基準として「幸福度」を提案する。
●持続可能な開発を実現するため、包括的な国際開発目標（ポストMDGs）の策定に向け、様々
なステークホルダーの関与を得つつ、プロセスを本格化し、最終的に国連の場で合意する
ことを提案。

－2015年以降の包括的なポストMDGsの策定に向けて、リオ+20で開始される議論をポ
ストMDGsに向けたビルディング・ブロックとする。

－ポストMDGsは国際社会の新しい現状を踏まえた取組とする。
Ⅱ. 持続可能な開発実現に向けた９つの日本提案
（１） 防災 ✿ポスト「兵庫行動枠組」の策定と開発政策への統合

2015年に開催される第3回国連防災世界会議を日本に招致し、東日本大震災等の災
害で得られた知見・教訓を国際社会と共有。開発政策に防災を統合するため、2005
年に策定された「兵庫行動枠組」に代わる新たな国際合意を策定。

（２） エネルギー ✿大胆なエネルギーシフトに向けて✿

各国が、低炭素社会の実現に向けて、省エネルギー、再生可能エネルギー、クリーン
エネルギーを推進し低炭素社会を実現するために、作業を開始することに合意。

（３） 食料安全保障 ✿持続可能な農業を通じた食料安全保障の実現✿

食料増産に向けた農業分野への投資拡大、責任ある農業投資の前進、途上国での集約
的・効率的な取組などの包括的な取組に国際社会が合意。

（４） 水 ✿持続可能な発展の鍵：総合水資源管理✿

水と衛生の問題解決に向けた重点的分野を提示した「橋本行動計画Ⅱ」に代わる総合的
な水資源管理に関する目標につき検討を開始。
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（２）その他ステークホルダーの見解
成果文書案に対しては様々な団体が意見を表明している。本稿でそのすべてを紹介することは

難しいが、いくつかピックアップして紹介する。

◆リオ+20国内準備委員会からの意見
リオ+20国内準備委員会41は、2011年10月31日にリオ+20成果文書に対するインプット

「持続可能な開発の推進に向けた日本のステークホルダーからの提案---世界最大規模の震災の経
験を踏まえた持続可能な21世紀国際社会の構築へ向けた提案---」をリオ+２０事務局に提出した。
キーメッセージとして、持続可能な開発の4本目の柱として「文化」を加え重層的な取り組みを

進めること、持続可能な開発は「社会」的公平性の下、確固たる原理・原則の下で進めること、持
続可能な開発に必要な「経済」基盤を一刻も早く安定化させること、自然「環境」保全と自然資本の
持続可能な利用に向けた仕組みを国際的に構築すること、多様な価値観を認識してすべての人が
平等に参画し、連携できる仕組みを構築すること、などが提起された。
以下骨子を示す。本文詳細については、資料編Ｐ93を参照。

（５） 環境未来都市 ✿誰もが暮らしたい街✿

低炭素型まちづくり、少子高齢化対応等の取組を通じ、経済・社会・環境価値を創造
し続ける「環境未来都市」のモデルを世界に提供。また、国際的な都市間協力を活用。
更に我が国の3Rの取組を共有することで循環型都市を広める。

（６） 持続可能な開発のための教育 ✿“持続可能な市民”育成イニシアティブ✿

一人ひとりが持続的な社会の担い手として主体的な役割を果たすための持続可能な開
発のための教育の重要性を強調。各国内および国際社会全体で、持続可能な開発のた
めの教育に係る取組の促進・共有を行い、持続可能な市民の育成に取り組むことに合
意。

（７） 地球観測システム（GEOSS） ✿“地球観測ネットワーク”の強化✿

気候変動、大規模災害等地球規模課題に適切に対処するために、GEOSSを通じた地
球観測体制ネットワークを一層強化。

（８） 技術革新とグリーン・イノベーション ✿快適な次世代環境の実現✿

各国が技術革新とグリーン・イノベーションの重要性を再認識し、成長段階に応じた
取組を開始することに合意。

（９） 生物多様性 ✿自然と共生する世界に向けた愛知目標の実現✿

各国が、愛知目標の重要性を再確認し、そのための国際的取組への参加を促進し、愛
知目標の実現に向けた取組を強化することに合意。

41 リオ+20国内準備委員会とは、リオ+20に向けて日本国内のステークホルダー間の対話を進めるため、リオ+20に関心を
有するステークホルダーが集まり、2011年7月13日に設置されたもの。
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持続可能な21世紀国際社会の構築へ向けた政治的決意に対する、日本のステークホルダー
からのキーメッセージ（骨子）
東日本大震災の経験を踏まえて
「リオ+20」の成果として採択を期待する政治的決意
　・ 持続可能な開発の４つ目の柱として「文化」を加え重層的な取組を進めること
　　※持続可能な開発の従来の３つの柱：環境、経済、社会
　・持続可能な開発は「社会」的公平性の下、確固たる原理・原則にしたがって進めること
　・持続可能な開発に必要な「経済」基盤を一刻も早く安定化させること
　・自然「環境」保全と自然資本の持続可能な利用に向けた仕組みを国際的に構築する
　・多様な価値観を認識してすべての人が平等に参画し、連携できる仕組みづくりを

持続可能な地球社会構築のための政策手段の採用
　・21世紀に必要な新たなエネルギービジョンとそれを担保するメカニズム
　・地域の特性とイニシアティブに基づいた、低炭素・循環型かつ生物多様性に配慮した
　　都市・まちづくりの促進
　・安定した経済基盤の確立に向けた経済安定・雇用を確保するメカニズム
　・「国連生物多様性の10年」の推進、生物多様性の主流化の達成と農山漁村地域の活性化
　・「国連持続可能な開発のための教育の10年」の継続的実施と消費者の責任ある主体的
　　な行動を促すメカニズムの担保
　・持続可能な開発に関する新たな考え方を支える指標等のツールの開発・導入
　・必要な資金を必要な者に提供する革新的な資金メカニズムの導入
　・環境配慮型の技術・製品の世界への普及

◆世界自然保護基金（WWF）
成果文書ゼロドラフトが2012年1月10日に公表された後、1月19日には世界自然保護基金

（WWF）が『「リオ+20」の成果文書素案（ゼロドラフト）への懸念』と題する記者発表42を実施。以
下の5点の懸念を表明した。
1.　国ごとの「自主的な国ごとのコミットメント」では法的拘束力がない。そのため、各国が目 

　　　標を設定することや期間内に行動することは困難となることが予想される。各国政府は、
　　　目標・実施期間・資金についての合意が必要。
2.　グリーン経済の発展に関する文章には、国民経済計算、税制度、認証制度に社会的・環境

　　　的コストを計算にいれることが必要。
3.　食糧、水、エネルギー安全保障への取り組みに対する提案では、一定の目標と確固たる実

　　　施策、資金提供の合意が必要。
4.　食糧、水、エネルギーの供給を下支えしている生態系サービスと、それらに非常に大きな

　　　影響を及ぼす気候変動を文書案は考慮していない。

42 世界自然保護基金（WWF）記者発表『「リオ+20」の成果文書素案（ゼロドラフト）への懸念』は、以下を参照。
 http://www.wwf.or.jp/activities/2012/01/1040923.html

32



5.　森林消失抑止の目標や、効果的な水管理目標など、提案の多くに明確な目標と期限が記載
　　　されていない。

◆第三世界ネットワーク（The Third World Network）
第1回成果文書交渉会合中の2012年3月22日には、第三世界ネットワーク（The Third 

World Network）が、以下の提案を含むブリーフィングペーパー43を発表した。
1.　共通だが差異ある責任を含むリオ原則を再確認するべきである。
2.　過去20年の経験に基づいて、政治的コミットメントを更新するべきである。
3.　企業の説明責任に関する国際枠組みにおける国連の役割を復権させるべきである。
4.　企業と政府のパートナーシップにおいて、公共政策とガバナンスの独立性を確保するべき

　　　である。
5.　技術移転や技術革新の促進と技術アセスメントの能力開発に関する政府間機関を設立する

　　　べきである。

◆持続可能な開発のための世界経済人会議（WBCSD）及び国際自然保護連合（IUCN）
同じく第1回成果文書交渉会合中の2012年3月22日には、持続可能な開発のための世界経

済人会議（WBCSD）と国際自然保護連合（IUCN）が、以下の4項目の共同提言44を発表した。
1.　切迫感を持った交渉をすること。経済的苦境に対処することは、持続可能性を促進するため

　　　の緊急的課題のひとつであり、何もしないこと、または後退することはあってはならない。
2.　1992年以来のコミットメントの実施を確保すること。リオ+20における追加のコミッ

　　　トメントは、以前のコミットメント履行がなくては無意味になる。
3.　持続可能性のある解決策を促すビジネスを支援する予測可能で、安定的な政策を設定する

　　　こと。より社会的責任がありインクルーシブなビジネス慣行にインセンティブを与える明
　　　確で長期的な政策や制度と、非持続可能なビジネスに対する規制が必要である。
4.　基準やルールに基づいたサステナビリティ・レポーティングを企業の明確な義務とするこ

　　　とを含むようゼロドラフト文書のパラグラフ24を強化すること。

43 第三世界ネットワーク（The Third World Network）のブリーフィングペーパーは、以下を参照。
 http://www.twnside.org.sg/title2/sdc2012/sdc2012.120303/twn_briefi ng_paper_1_Rio+20fMR.pdf
44 持続可能な開発のための世界経済人会議（WBCSD）と国際自然保護連合（IUCN）の共同提案は、以下を参照。
 http://www.wbcsd.org/Pages/eNews/eNewsDetails.aspx?ID=14461&NoSearchContextKey=true
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◆ステークホルダーフォーラム等
第3回非公式会合中の3月27日には、イボン・インターナショナル、Vitae Civilis、アクセス・

イニシアティブ、ステークホルダーフォーラム、カナダ人評議会（Council of Canadians）、
国際消費者機構（Consumers International）、Sustain Labor、国際自由労働組合連合
（International Trade Union Confederation）、CIVICUS、Women in Europe for a Common 
Futureの9団体が事務総長への公開書簡45を提出し、合同市民記者会見46を実施した。以下は
その概要である。
1.　食料および適切な栄養に対する権利、安全で清潔な飲料水と衛生に対する権利、開発の権

　　　利などの権利を弱体化させようとしていること、1992年にリオ宣言で合意された汚染者
　　　負担の原則、予防原則、共通だが差異ある責任原則でさえも一部の国が留保していること
　　　に危惧する。これら人権や原則について、後退するべきではない。
2.　成果文書案の交渉においてメジャーグループの発言の機会が与えられていないこと、成果

　　　文書ゼロドラフトに対するメジャーグループの修正提案が公式の交渉テキストに反映され
　　　ていないことを懸念する。以降の交渉においては、メジャーグループの発言の機会を確保
　　　するべきである。

以上のように、リオ+20に関心を持つ各ステークホルダーは、成果文書案とその交渉プロセ
スについて更なる改善を求めていることが理解できる。

最後に　リオ+20成果文書の意義と展望
地球サミットから20年、持続可能な開発に関する国際交渉では、個々の環境条約・議定書・

イニシアティブにおける交渉の比重が増している。各環境条約・議定書・イニシアティブにおけ
る交渉の進展が必要とされている中、未だに取り組まれていない課題や新たに生じている課題、
包括的な課題には、リオ+20のような会議で取り組まれるべきである。
個別の論点の差異を細かく見ていくと、中身に関し様々な懸念や異なる立場とその背景が、

様々に推測できるのではなかろうか。このような多様な意見が交錯する中で、グリーン経済の推
進は世界の潮流となりつつあり、リオ+20における前向きな合意がそれなりに進むと思われる。
また、今回を機にSDGs・ポストMDGsに関する合意や、生産と消費・防災・エネルギー・食料・
水・都市・教育・海洋等に関する何らかの合意が進展するものと思われる。これらは、人類の持
続可能性を担保するにはまだ不十分なものであるとしても、そのための確かな一歩のための布石
としなければならない。今後とも、前向きな合意が得られるよう各国政府・各ステークホルダー
が努力することを期待したい。

45 事務総長に対する公開書簡は下記を参照。
 http://www.stakeholderforum.org/sf/index.php/news/440-open-letter-to-uncsd-secretary-general
46 合同市民記者会見の様子は下記で視聴可能である。
 http://www.unmultimedia.org/tv/webcast/2012/03/press-conference-civil-society-organizations-on-negotiations-for-rio20.html
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Ⅱ．リオ+20・グリーンエコノミー
論考編

なお、以下の論考は個々人の見解であり、グリーンエコノミーフォーラム全体の見解ではない。



論考1　グリーンエコノミーは世界を救えるか？
～自然資本・生態系サービスにもとづく生命産業の育成を！～

古沢　広祐

地球サミットから20年、再びリオで国連会議が開催される。国際環境条約をめぐる動きや昨
今の経済危機的状況をふまえ、グリーンエコノミーの展開について、自然・生命産業としての新
たな展開の可能性について考える。

1　地球サミットから20年二つの国際環境条約の文明的意味
1992年６月にブラジルで開催された地球サミット（国連環境開発会議）は、人類の歴史におい

て一里塚を刻む重要な出来事であった。それから20年目となる2012年６月、再びブラジルの
リオデジャネイロ（以下、リオと省略）にて国連持続可能な開発会議（通称リオ＋20）が開催され
る。混迷を深める現代社会にとって、「リオ＋20」国連会議が再びリオで開催されることは、地球
サミットが切り開いた新しい時代の幕開けの意味をあらためて再認識するうえで意義深いことで
ある。
今ふり返ると、20年前の地球サミットを契機に生まれた二つの国際環境条約（気候変動枠組み

条約、生物多様性条約）は、破局に向かいつつある現代文明の転換をリードすべく生み出された
双子の条約と位置づけられる。すなわち、これまでの20世紀型文明とでも呼ぶべき発展様式は、
化石燃料（非再生枯渇資源）の大量消費に依拠した文明であった。この“化石燃料文明”（非循環的
な使い捨て社会）が、気候変動枠組み条約によって終止符ないし転換を促されたのである。条約
成立後、温室効果ガス削減については十分な効果をあげているとはいいがたいが、世界は低炭素
社会へ向けた舵取りを迫られていることは確かである。
他方、生物多様性条約（以下、多様性条約と略）はというと、他の生物種を絶滅に追いやって人

類だけが繁栄する状況の脆さに警告を発し、生命循環と相互依存の原点に立ち戻っての“生命文
明”の再構築（多様性と永続的な再生産を尊重する社会）への道筋をリードすべく生まれた条約と
して位置づけることができる。現実の多様性条約の中身は、不十分きわまりないものだが、そこ
に隠れている潜在的な可能性にこそ目を向けていく必要がある。このように文明史的転換の文脈
で、この２つの条約のもつ潜在的可能性と歴史的な意義を明らかにしていくことは、現在進行中
の条約の中身（内実）と今後の動向を検討するうえで欠かせない重要な視点である。
とくに後者の生命文明の新たな胎動という視点については、これまで遅れた古い産業と見られ

がちであった第一次産業の可能性について、再評価、再認識する契機となりうるものである。化
石燃料依存型の旧来の工業的産業構造が、自然循環にもとづく自然・生命産業構造として新たに
再編成しなおされる時代がはじまりつつあるといってよかろう。

２　遅れたものが先端に躍り出る時代　～生物多様性条約の意義
生物多様性条約をめぐっては、生物多様性条約第10回締約国会議（COP10名古屋、2010年）

において、愛知ターゲットという保全へ向けた具体的な20ほどの目標（陸域17％と海域10％
を保護区とし、生物多様性の価値の再認識や制度・政策の推進など具体化すべき目標）が取り決
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められた。これまでは抽象的に生物多様性の破壊を大幅にくい止めるとの標語だけが示されてい
たものが、具体的な数値目標が設定されたことで大きく前進した。多様性条約の内実が今後どう
具体的に進むのかについては、各国での法的整備と運用状況にかかっており、日本でいえば生物
多様性国家戦略2010の改訂と具体的な政策展開でその実効性が問われていくことになる。
生物資源利用と利益配分の取り決めごとを定める名古屋議定書に関しては、利益配分のルール

作りとして論議が長年紛糾してきたもので、COP10会合で決着が付くかどうかは予断を許さな
い状況であった。それに関しては、たんなる利益配分以上の意味合いがあり、大きな思い入れが
込められていた。途上国サイドとしては、植民地時代から生物資源を収奪されてきたという被害
者意識を背景に、持ち去られ失ってきたものの存在の大きさを再認識する目覚めの契機となって
いたからである。アフリカ諸国が、利益配分の対象を植民地時代までさかのぼるべきだと強く主
張したことにそれは現れていた（議定書では主張は盛り込まれなかった）。
また先住民サイドからも、多様性条約には深い思いが込められていた。自然に依拠した生活と

して先住民族が長年引き継いできた伝統的知識や知恵は、かつては無意味で捨て去るべき対象と
されてきたものだった。それが、多様性条約を契機に重要性が再認識されたのである。多様性条
約は、自分たちの立場（失いかけていた威信）の復権につながる、まさに文明を反転させる契機と
なるほどの意味を内在させていたのである。こうした思いが、実際の条約や議定書にどこまで反
映したかは今後に待つところだが、原産国や先住民の権利を確定し、具体的なルール作りを明確
化する国際的なルールが産み出された意義は大きい。多様性条約をめぐっては、とくに名古屋議
定書では利益配分など経済的な利害調整の側面ばかりに注目が集まったが、その奥に秘められた
より深い意味内容を読みとっていくことが重要である。
日本からは、「里山（SATOYAMA）イニシアティブ」が提起されたが、原生的自然の保全ととも

に人の手が加わった二次的自然や農山漁村の維持についても、多様性条約は新たな地平を切り開
く可能性を秘めている。自然を人間と切り離してとらえがちな西欧的な自然観に対して、「里山」
に象徴される人間と自然が折り合いつつ安定的な関係を形成してきた領域の保全は、人口稠密な
アジア的風土においてはとくに重要性をもつ。地域が衰退し、伝統的文化や生活が失われかけて
いるなかで、里山の存在意義と復権、そこに育まれてきた在来種や小農民たちの営みこそが、生
物多様性をも育てていたことの再認識の意味は大きい。その延長線上には、生物多様性と文化的
多様性との緊密な関係性というさらなる課題が連なっている。以上のような視点に立つならば、
“遅れたものが最先端に躍り出る”という、多様性条約に内在するもう一つの可能性について文明
転換的な方向性が示唆されてくると思われる（1）。

（1）國學院大學研究開発推進センター編（古沢広祐責任編集）
 『共存学：文化・社会の多様性』弘文堂、2012年。
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３　グリーンニューディールからグリーンエコノミーへ
こうした環境サイドからの新たな枠組み形成が徐々に進む一方で、経済的には冷戦終結後、市

場経済が世界を覆い尽くす勢いで広がる局面を迎えたのだった。経済のグローバリゼーションの
進展により、とくに途上国においても発展の機会が拡大し、とりわけ中国、インド、ブラジルな
どの新興国において急速な台頭がみられた。そうした経済の活発化をうけて、各国で大小のバブ
ル経済的膨張が生じる事態が起きるなかで、ついに百年に一度といわれた金融危機（2008年リー
マンショック）に直面したのだった（図１）。

（図１）国際状況の変遷

こうした危機的事態に対して、「グリーンニューディール」や「グリーンエコノミー」という提起
が救世主のごとく語られ始めることになる。グリーンニューディールは、もとはといえば、米
国に端を発した経済危機への対応策として、1929年恐慌の時期に打ち出された経済活性化の
ニューディール政策との対比で、オバマ新政権が環境投資を大きな柱にすえた政策を掲げたこと
で通称グリーンニューディール政策が注目された経緯がある。世界的には、英国の新経済財団
（New Economic Foundation）がいち早くレポート（A Green New Deal）を発表し（2008年
７月）、国連環境計画（UNEP）もグローバル・グリーン・ニューディールを提唱（2008年10月）、
報告書を公表（A Global Green New Deal, Feb.2009）しており、環境面への経済的テコ入れ
にとどまらない経済システムの改善や世界的な貧困削減などより大きな視野に立った政策が提示
されるようになった。
そうした一環として同年、国連環境計画（UNEP）はグリーンエコノミー・イニシアティブを開

始した。グリーンエコノミー・イニシアティブとは、グリーンエコノミーに関するレポート及び

国際状況（環境・社会・経済）の変遷
1980年代　　　　　　　　1992年　　　　　　　　　　　2002年　　　　　　(2012)

オイルショック（1973）　　　　　　　湾岸戦争（1991）

「人道主義」
「相互依存関係の認識」

環境案件の浮上
ODA中期政策（1999）

GEFへの拠出（1994）

JICA開発調査環境ガイドライン(1994)

OECFガイドライン改定(1995)

JBIC ガイドライン策定(2002)

情報公開法の施行(2001)

制度の改善

ODA大綱（1992）

→冷戦構造の終焉！ ★グローバル市場経済の拡大→
世界金融危機→

同時多発テロ（9.11）と

イラク・アフガン攻撃(2001)
ODA批判
理念の模索

★地球サミット開催
理念の提示

★双子の環境条約
*** 理念のゆらぎ*** ？
★ヨハネスブルク・サミット
＊国連MDGs目標
　　　　　　　　　★リオ±20
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関連文書の作成、グリーンエコノミー実現を目指す国に対するアドバイサリーサービスの提供、
NGO・企業・他の国連機関によるグリーンエコノミー実現のための実施をサポートするために
開始した行動である。この流れが、今回のリオ＋20へと引き継がれてきたのである。
グリーンエコノミーには様々な定義がある。国連環境計画（UNEP）では、「経済のグリーン化と

は、自然・人的・経済的資本投資に対するより良いリターンを得るために、ビジネスやインフラ
を再構築するプロセスであり、同時に温室効果ガスの排出抑制や天然資源の低利用、廃棄物の排
出削減や社会的分裂の減少を促すものである」と定義している。こうした抽象的な内容にとどめ
て、リオ+20準備プロセスにおいては明確な定義を採用することはせずに、環境と経済に資す
る多種多様な取り組みの推進ということを成果文書の中に盛り込むことで交渉が行われている。
グリーンエコノミーの枕詞に「持続可能な開発及び貧困根絶の文脈における」という文言が加わっ
た背景には、開発や貧困削減を重視したい途上国への配慮があったと推察される。
グリーンエコノミーに関して、いろいろな思惑が包摂されているわけだが、共通するのは経済

危機の認識をより深い構造問題としてとらえ、環境面における経済的テコ入れ策という狭義の政
策対応では、経済危機のみならず今日的諸矛盾の解決にはなりえないとの認識が根底にあるので
はないかと思われる。本当のところは、現代社会を成り立たせている経済発展様式とともに政治
的枠組みをも視野に入れた構造転換ないし変革を視野に入れた、いわばサステイナビリティに基
づく対応を検討する方向性を模索したいとの意図があるはずなのだが、残念がら実際の交渉では
手に余る課題として脇に置かれているというのが実態のようである。
ここであらためて確認したいことは、サステイナビリティを実現する持続可能な発展の姿と

は、無限成長・拡大型システムではなく定常・安定型システムへの移行であり、偏在的な富や消
費拡大ではなく社会的な平等や公正の重視、価値の単純化と切り捨てではなく多様性と共存を目
指す社会の実現といってよかろう。それは、持続可能性の３つの基本的構成要素、「経済」「環境」
「社会」の関係において表現するならば、経済的発展を２つの調整軸によって軌道修正する、すな
わち無限拡大的な生産パターンから脱却して「環境的適正」を達成するとともに、不当な格差や差
別を生まないように多様な価値を共存させる「社会的公正」の実現を目指すということである。サ
ステイナビリティの視点から今日の世界経済危機をとらえるならば、環境的適正の枠組みを考慮
しつつ経済発展を微調整していく道筋の模索という狭義のグリーンエコノミー政策では納まりき
れない奥深い問題をはらんでいる。 

４　進行中の世界経済危機の本質とは
ここで今日の経済危機をどう位置づけるかについて考えてみたい。20世紀の百年間に世界人

口は約4倍に増加したが（15.6億人から60億人）、世界のGDP（国内総生産）総額は約18倍にま
で拡大した（2兆ドル規模から38兆ドル規模、1990年基準値、Angus Maddisonデータ）。経済
規模の急拡大の原動力になってきたのが様々な産品の生産増と交易の拡大であった。こうした産
業資本を拡充し経済を発展させてきた動きに対し、実体経済を支える金融や信用機能が実体経済
から乖離し各種大小のバブル経済の伸縮が起きてきた。
経済のバブル現象として見たとき、無謀な株式の高騰を契機に発生した1929年世界恐慌と対

比して、現在の金融危機の特徴は、サブプライムローンやCDO（債務担保証券）、CDS（クレジッ
ト・デフォルト・スワップ）など金融商品の過度な展開として暴走状況が引き起こされたと位置
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づけられる。経済活動がモノの売買の範疇を逸脱して、信用膨張と投機（マネーゲーム）が広がり、
それがグローバル化して金融経済が実体経済を大きく侵食する事態が伸展したのだった。
世界経済が金融資本と結びついて投機的マネーに揺さぶられる状況は、世界の金融資産規模

（証券・債権・公債・銀行預金の総計）が総額167兆ドルとなり実体経済の約3.5倍に達したこと
に示されている（2006年度）。なかでも世界のデリバティブ（金融派生商品）の市場規模は12兆
ドルと2000年の約3倍に拡大し（2006年度）、その想定元本は516兆ドルと実体経済の約10
倍規模に達したのだった（通商白書2008年版）。実体経済がマネーゲームにより大きく翻弄され
る危うい世界経済構造が創り出されたのである。 
ここで注意したい点は、各産業の個別生産活動で産み出される富の動向（諸資本が産出する富）

を把握し、高度な情報の集積・管理・運用によって儲かる投資を操ることで巨額の利益を手にす
る金融資本主義的拡大が、昨今の資源高騰や金融バブルを生じさせる大きな要因となったことで
ある。富の肥大化（諸資本の拡大・膨張）の高度展開様式（金融資本主義的発展）をどう制御するの
か、当面の金融秩序の回復が優先的に議論されているが、より本質的な経済・社会制度の変革に
まではたして本当に踏み込んで行くのかどうか、各国レベル、世界レベルの動向が気になるとこ
ろである。
他方、経済活動と環境の関係をみたとき、経済の急拡大を下支えしてきたのがエネルギーと資

源消費であり、その結果として環境問題とりわけ地球温暖化といった地球規模の環境異変を引き
起こすまでに至った。20世紀の百年ほどの間に化石燃料使用量は十数倍、工業生産量は20数倍
に膨れ上がり幾何級数的成長の道を歩んできた。この傾向が将来的に続けば、環境問題の深刻化、
生物多様性の崩壊（種の絶滅）、資源枯渇など、どの面をとっても深刻な状況が予想されている。
それは、人間社会のみならず生命・生態系への不可逆的なダメージを引き起こしつつあり、取り
返しのつかない破局的事態が懸念されるに至り、冒頭でふれたように地球サミットでの２つの国
際環境条約が成立したわけである。
「環境」「経済」「社会」の調和のとれたバランス形成こそが求められる目標なのであるが、その意
味で、グリーンエコノミーに何が期待されているのかについて、以下、考えていく。
  
５　産業ピラミッドの再編成を促す
リオ＋20会合での基本テーマは、地球サミット以降の持続可能な発展をめぐる課題明示と制

度強化のために、大きく２つの柱で構成されている。一つは、持続可能な発展と貧困解消につな
がるグリーンエコノミーの形成であり、他方は国連組織改革を含む国際的な制度枠組みの検討で
ある。とくにグリーンエコノミーに関しては、リオ＋20に至るプロセスでは各国の思惑もあっ
て自然エネルギーや環境ビジネスの振興など個別の技術革新や産業振興など比較的狭い考え方の
議論に傾いていた。だが、冒頭の文明的転換の視点に立つならばグリーンエコノミーは、より革
新的な意味を帯びたものとなると考えられる。
すなわち、これまでの産業革命以降の産業発展パターンが見直され再編成されるとの見通しの

中で考えるべきだということである。これまでの経済発展の道筋は、大きくは自然密着型の第１
次産業（自然資本依存型産業）から第２次産業（人工資本・化石資源依存型産業）、そして第３次産
業（商業・各種サービス・金融・情報等）へ移行するなかで拡大・発展をとげると考えられてき
た。いわゆる「一次産業→二次産業→三次産業」を経済・産業発展パターンとする見方（ペティ・
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クラークの法則）である。これをピラミッド的に示したものが図２だが、こうした人間界での展
開に対しては、自然界でのいわゆる生態系ピラミッドの図と対比してみるとその矛盾が見えやす
くなる。

（図２）人間・社会経済系の展開

人間の社会経済システムは、これまで自然環境の限界や生態系システムとは切り離された存在
として発展してきた。しかし現代の時代状況が示すように、巨大化した人間の生産力は環境の限
界を突破し、生態系の相互関係性（循環の網の目）を破壊するまでに至ったのである。現在求めら
れている課題とは、巨大化した生産力を自然生態系と調和するものへと再編成し直すことであ
り、グリーンエコノミーは工業的な人工資本依存よりも自然生態系の保全にもとづく、自然資本
を土台とする産業育成と社会経済システムを実現するものと考えることが重要だと思われる。
それを概念的に簡潔に描けば、次のようになるだろう。かつて自然の制約下にあった近代以前

の社会産業構造（自然依存型の生産力段階）が解き放たれて、地下資源とりわけ化石燃料（過去の
エネルギーの長期集約・蓄積物）の利用による大規模工業生産が産業革命によって実現され、こ
の巨大生産力と分業ネットワークの形成が促した市場経済の発展によって、大量生産・大量消
費・大量廃棄の20世紀型産業社会が産み出された。日本の動向にあてはめれば、近代以前の農
耕中心社会（就業人口構成の大半が第一次産業に従事）から、近代化と工業化による高度経済成長
期（第二次・三次産業の隆盛）を経て、今日のポスト工業化・情報サービス化社会（第一次産業は
数％、３割弱が第二次産業、約７割が第三次産業に従事）が形成されてきたのであった。
国の生産力の規模は、経済指標としては国内総生産（GDP）で評価されてきたが、今後は結果

としてのGDPに注目する以上に、その土台となるエネルギーや資源利用の質的違いが問題とさ
れる。すなわち持続可能な発展の原則に立つならば、使えば無くなる枯渇性資源（過去の遺産的
ストック）や生態系に悪影響を与えるものの消費を縮小し、永続的に利用可能な自然資源（再生エ
ネルギーやバイオマスなどの更新的フロー）や生態系循環をベースとしたものへの依存度を高め
ていく政策誘導が図られることになる。その関連ではグリーンGDPや持続可能性指標などの新
しい評価手法の開発もはじまっている。
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さらに先述した産業構造にあてはめれば、これまでのような逆三角形として示された産業構造
を自然生態系の循環（生態系ピラミッド）に適合させる内容に構造変革することが求められる。そ
れは最近一般化してきた農業の六次産業化とも通じる方向性だが（一次・二次・三次産業を複合
化する考え方）、たんなる六次化ではなく生命循環にもとづいた展開が重要性を帯びて進むもの
となる。すなわち、来るべき自然・生命産業の時代においては、第一次産業を経済の土台構造と
して位置づけ直し、自然素材を大切にする有機的生産といった質的意味が評価される仕組みの上
に、同様の加工・流通・消費（サービス・情報のグリーン化を含む）の高度化・高次化が図られて
いくグリーンエコノミー的展開が求められているのである。

６　風土産業論、立体農業論にみる生態系産業化
グリーンエコノミーの展開に関しては、ここで先人の問題提起に注目しておきたい。その一つ

に三澤勝衛（1885年長野県生まれ）の風土産業論がある。長野県諏訪中学（現諏訪清陵高校）の地
理の教師として教壇に立ちながら、独自の視点で地域の個性を風土としてとらえ、風土を活かし
た人びとの暮らしや生活、農業や産業形成のあり方を考察し、風土産業という概念を提唱した人
物である。詳細は著作『風土産業』にゆずるが、大地・自然の多様性に人間が寄り添ってそこに秘
められている潜在的な可能性を見出し、地域の産業や生活に活かしていく試みは、将来の自然・
生命産業の発展にとって重要な示唆を与える。まさに来るべき時代の哲学、生活論、産業経営論
を先取りしたものとして、注目に値するものである（2）。
一例をあげれば、風土を活かした各地の人びとの暮らしに着目するとともに、地場産業的な発

展事例の土台に風土性を見出している。その具体的な循環型の産業形成の典型として「連環式経
営」が提唱されている。たとえば長野の地での昔からの特産品に凍豆腐があるが、豆腐のおから
が豚の餌となり、豚糞が肥料として桑畑や野菜の生産に活かされ、そこに各種加工産業が組み立
てられていく連環的な展開を連関式として描き出している。それはまさしく廃棄物ゼロの循環産
業形成として国連大学が提唱するゼロ・エミッション構想にも通じるものである。
同様の問題提起として注目したいものに立体農業論がある。戦前から戦後にかけて活躍した社

会活動家の賀川豊彦が紹介した翻訳書『立体農業の研究』（1953年、恒星社）において、傾聴に値
する問題提起がなされている。それは、平場のモノカルチャー（単一耕作）的な農業の限界を示唆
し、多様な自然環境に則した複合的で立体的な農業の展開方向を提起したものだった。原書は、
ラッセル・スミスによる「TeeCrops」（樹木作物）という本で、米国での穀物（一年性作物）の過剰
耕作による土壌侵食を克服する手だてとして樹木作物（永年性作物）の効用を著したものであっ
た。本書は、今日的にはアグロフォレストリー（農林複合）の先駆けとして評価される内容であり、
有機農業的な展開の中ではパーマカルチャーの思想にも通じるものである（3）。
賀川は当時、貧窮にあえぐ農村と農業の再建の道を見出すべく、本書の重要性をより深く読み

込んで、以下のように解説している（以下は序論より引用）。

（2）三澤勝衛、著作集第３巻『風土産業』農文協、2008年。
（3）ビル・モリソン、レニー・ミアスレイ著、田口恒夫・小祝慶子訳『パーマカルチャー―農的暮らしの永久デザイン』農文協、

1993年。古沢広祐「日本の有機農業運動」玉野井芳郎・坂本慶一・中村尚司編『いのちと農の論理』学陽書房、1984年。古
沢広祐「自然エネルギーを基礎とする農業の姿」『八郷町のエネルギー需要構造と自然エネルギー利用（Ⅱ）』未来工学研究所、
1983年。
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「然し立体農業は、立体的作物だけを意味しない。地面を立体的に使うという野心が含まれて
いる。われわれは、樹木作物の間に蜂を飼い、豚を飼い、山羊を飼うことは容易であり、その傍
らを流れる小川に鯉を飼うことはそう困難ではないと思っている。その他、土地を有効に、多角
的にまた立体的に組合わせて日本の土地を利用すれば、今まで棄ててあつた日本の原野が充分に
生き返ると私は思っている（4）」
ここでの賀川の主張は、第一次産業というあり方を自然の恵みを活かす産業として、より多面

的、総合的、立体的に組み立てていく可能性とその重要性について提起したものとして読むこと
ができる。戦前から戦後間もなくの当時の状況を考えてみると、世界経済の不安定化（世界恐慌）
や資源的な限界に対応を迫られるといった逼迫した事態が背景にあった。一方で外への拡大・膨
張路線へと傾く方向性が生じた反面で、逆に内への見直しないしは足下の豊かさの再発見・再構
築という方向性が模索された時代でもあったと思われる。その意味では、三澤や賀川の提起は現
在の時代背景とも相通じるところがあり、あらためて温故知新という意味合いからも興味深いも
のである。

７　自然資本・生態系サービスのもとづく多次元産業形成
過去から学ぶ視点とともに、現代的諸矛盾への批判的認識と対応についても考えておきたい。

近年の富の偏在・集中度（格差）から経済発展のパターンをみたとき、すでにふれたが第１次産
業（自然資本依存型産業）から第２次産業（人工資本・化石資源依存型産業）へ、そして第３次産業
（商業・各種サービス・金融・情報等）へ移行・拡大し、今や富の源泉が金融・マネー経済へとシ
フトし集中化してきた。それは今日の大富豪が、情報や金融分野で巨額の富を築きあげているこ
とに現れている。とくに経済発展と社会システムの関係をみたとき、20世紀の発展パターンの特
徴は、世界人口の２割にすぎない先進工業国が、全体の資源・エネルギーの８割近くを独占的に
消費する偏在状況に象徴されるように、経済的豊かさが地球規模で一種の階級的社会を形成して
きたことである。そこでは、産業の高度化とともにグローバルに多国籍展開する投資やマネー経
済（金融の運用による利益）が、富の極端な集中化や格差の歪みを生み出し、各国レベルとともに
グローバル経済においても世界規模のピラミッド的格差構造を創り出したとみることができる。
第三次産業化とくに金融・情報関連産業自体が資源・エネルギー多消費というわけではない

が、それらは旧来の諸産業の土台の上に築かれて産業の高度化・高次化の一角として現れてお
り、全体として旧来の環境負荷拡大の構造の中に位置づけられる点に注意したい。その意味では、
一人あたりのCO2排出量の格差とは富の偏在・集中度を示しており、これまでの経済発展の矛
盾の現れでもある。近年、先進諸国の環境負荷の改善が指摘されているが、矛盾を内包している。
グローバルな社会経済の構成形態としてみた場合、途上国サイドへの製造業の移転などは、世界
の工場として発展をとげた中国をみるように、先進諸国の資源・エネルギー多消費構造が外部へ
と置き換えられているからである。経済発展と環境負荷の相関性を脱却するプロセスとは、個別
技術（省エネ等）や産業構造の転換のみならず、個々人の消費とサプライチェーンのつながり状
況、各国の経済的基盤がグローバルにどう組み立てられているか等、その入り組んだ構造まで詳
細に分析し検討していく必要がある。

（4） ラッセル・スミス著、賀川豊彦・内山俊雄訳『立体農業の研究』恒星社、1953年。
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このような状況認識に立ち、今日のグローバル経済の危機的状況を直視するならば、画一的（モ
ノカルチャー）で貨幣経済一辺倒（価格づけ）に傾きがちな市場経済のグローバル統合過程とは一
線を画した、地域の資源循環を重視する産業形成と地域経済のあり方、社会形成こそがめざすべ
き方向となる。すなわち、ローカル性や多様な価値を重視する多元的な市場形成や、非貨幣的経
済（コミュニティでの互酬・相互扶助、ボランタリー経済、NPO活動等）の発展を促すような展開
こそが重要なのである。
基本となる自然資本ないし生態系サービスに関しては、大きく４つの役割を持つとされてい

る。すなわち、基盤サービス（酸素供給、土壌形成、栄養循環、水循環など）、調整サービス（気
候緩和、洪水調節、水質浄化、環境調整など）、供給サービス（食料、燃料、木材、繊維、薬品、
水などの供給）、文化的サービス（精神的充足、美的楽しみ、宗教・社会制度の基盤、レクリエー
ションなど）である（ミレニアム生態系評価 2005）。その価値に関しては、大きくは利用価値（直
接的・間接的効用、経済的価値等）と非利用価値（将来利用的価値、存在価値）に区分されるが、
今まで無視されてきた価値の可視化として貨幣評価する試みなどもさかんにおこなわれるように
なってきた。各種生態系サービスの貨幣換算評価をみると、人間の生産活動をはるかに超える規
模を持つことがわかる（TEEB 2010）。こうした試みや研究ははじまったばかりの段階だが、来
るべき自然・生命産業の社会を展望するうえでは重要な第一歩となる。具体的にイメージしにく
いことから、ここでは不十分ながら参考として図３を示しておこう。自然・生態系サービスを起
点に各種産業や事業活動が広がり、そこにさまざまな主体が多様に関与する様子を多少とも想像
できると思われる。

（図３）事業者の活動等と生物多様性の俯瞰図（『環境白書』H.23年版より）
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８　脱成長・多様性・地域循環にもとづく社会
危機的状況を転機とするという意味で、今日の資本主義的な競争・成長型経済がこのまま永続

すると考えるよりは、内外とも行き詰まりを迎えているととらえる視点に立つことは重要ではな
かろうか。近年の世界経済の不安定化とバブル経済の動向については、金融資本主義的な膨張を
起因としており、いわゆる生活に密着した実体経済（生活経済）と金融を操って富（儲け）の拡大を
めざすマネー経済の離反現象として特徴づけることができる。端的にいって、より利益を生み出
すことに駆り立てられ、経済（市場）規模を拡大せざるをえない仕組みの中で、この成長・拡大の
連鎖的活動が、外には資源や環境の限界にぶつかっていく。そして、内には格差と不平等、生活・
精神面での質的な歪み（ストレス過多、いじめ、自閉、暴力、生き甲斐の喪失等）を生じさせてき
たと考えられる。
すなわちサステイナビリティ（持続可能性）を実現する持続可能な社会の姿とは、競争一辺倒の

経済や無限成長・拡大型システムではなく、相互安定型のシステムへの移行によってこそ軌道修
正されると考えられる。偏在化する富と個人的な物的消費による拡大・膨張経済は適正規模を逸
脱して調整局面を迎えており、利己的な自己実現社会から社会性を重視する公正や利他的価値の
実現（ソーシャルビジネス等）へとシフトがはじまりつつある。従来のような価値の単純化と切り
捨て（モノカルチャー社会）ではなく、多様性と共存を尊重する脱成長型の社会形成が新たな目標
として浮上しつつあるのではなかろうか（5）。
文明パラダイム的視点からきわめて単純化して表現するならば、以下のようにいってもよかろ

う。かつての自然資源の限界性の中で循環・持続型社会が存続していたが、非循環的な収奪と自
然破壊を加速化する現代文明に置き換えられて今日の世界に至った。それが、地球規模で再び持
続可能性の壁を前にすることとなり、新たな循環・持続型文明の形成を迫られている。人間存在
を支えるために築かれてきた巨大システム構造は大きな調整局面にさしかかっており、それは自
然・生態系に依拠する社会経済システムの組み直しというレベルにまで至らざるをえないと考え
られる。

９　環境と社会の持続性を実現するために
2000年の国連会議で、世界の貧困撲滅を達成させるミレニアム開発目標（MDGs）が採択され、

2002年のヨハネスブルグ環境開発サミットを経て、20年目の節目としてのリオ＋20が到来して
いる。しかし、この20年の歩みをふり返ると、深刻な事態は改善どころか危機的状況をより深め
ている。地球温暖化、生物多様性、森林保全などの地球環境問題の悪化は止まらず、南北間格差の
みならず各国内でも貧富格差など社会的な歪みが顕在化し、昨今のウォール街占拠に象徴される事
態（1％に富の99％が集中する格差への批判）を生じている。
不況の克服や経済成長が叫ばれているが、現実はどうかというと、数千人規模のリストラ・解雇

（合理化）が報道されるやその企業の株価が上昇することに象徴されるように、人々の貧困化を梃子
にグローバル競争に勝ち残る弱肉強食の経済が出現しているかにみえる。産業革命以来の工業生産
による大量消費で豊かになった経済は、すでにみたとおり今日では「実体経済」を離れて、お金をど
う投資し増幅するかを先読み（先取り）して利益を生じさせる「金融経済」へと移行した。実体経済に

（5） 広井良典『コミュニティを問い直す』筑摩書房、2009年。古沢広祐『地球文明ビジョン』日本放送出版協会、1995年。
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対して金融経済を急拡大させた結果の破綻が世界金融危機であった。そして金融部門を救うための
国家による巨額の財政投入が、今や各国の財政破綻を招く事態を引き起こしている。先進諸国の苦
境の一方で、中国、インド、ブラジルなどの新興国の経済発展への期待が高まっているが、従来型
の発展を遂げた場合は、資源や環境面での限界のリスクに直面することが懸念される。
社会的歪みの根元には、市場経済の無制限なグローバル競争がある。歪みの一例をあげると、

経済拡大を最優先するあまり、法人税の引き下げや所得税最高税率の引き下げ競争が各国で同時
進行し、企業サイドの経営力強化がはかられた。その一方では、コスト削減と合理化によって働
く人々の賃金低下やストレス増大が広がったのだった。
また、世界中で石油・地下資源などの確保、食料や生物遺伝資源の囲い込みなど、経済的な利

害が優先され、それを陰に陽に政治的圧力ときには軍事的圧力が後押しする旧態依然の時代状況
が再現しつつあるかにみえる。軋轢という点では、イラクやアフガニスタン、イスラエルなどに
おいて、テロリズムや民族対立の温床に火をつけるかのような様相さえ出現させている。今後の
世界情勢として、有事や戦争を想定するような事態への移行は、人類が築きあげた「民主主義と
人権」や「環境と平和」を、内にも外にも消滅させてしまう恐れを私たちに感じさせている。極端
な言い方をすれば、人を殺すための軍事費は、冷戦体制の消滅後に一時は減少したものが再び増
加し始めて、年額約１兆ドル規模となっている。本来は人々の命と生活を支援するための政府開
発援助（ODA：実際の内容の評価には検討の余地がある）の世界総額に対して、10倍近い規模の
軍事費への支出拡大という現実を私たちは真摯に受けとめなければならない。

10　現状を打破するために～４つの提案～
最後に、リオ＋20に期待する優先すべき課題と提案を列記して本稿を締めくくりたい。

第１の提案は、1992年地球サミットを契機に築き上げてきた重要な展開を、包括的かつ統合
的に再構築する必要がある。双子の条約として理解されるべき2つの国際環境条約や、貧困撲滅
をめざすMDGs等の動きなどが、個別ばらばらな取り組みになりがちな状況を打開すべきであ
る。環境・社会・経済の調和的な関係形成を基礎に、環境的適正と社会的公正を実現する「持続
可能な発展」の理念を統合的に明示化し、SDGs目標として提示することが望まれる。とくに日本
からの提起としては、従来からの「人間の安全保障」：Human Securityをより拡張、深化させる
概念として、SDGs目標とリンクする「持続可能性の保障」：Sustainable Securityの考え方を世
界に提示し、広く連携強化をはかっていくことが重要である。
第２の提案は、グローバルな持続可能性を実現するための統合的な政策枠組みとして、各国で

ばらばらな税・財政の仕組みを徐々にグリーン化していく政策展開と目標の提示が求められてい
る。環境的適正の実現のためには、持続可能性の３原則（再生可能資源を再生可能な速度内で利
用する、枯渇資源利用の再生可能化ないし置き換えを計っていく、汚染物の放出を浄化範囲内に
収める）を尊重することが重要である。たとえば地球の贈り物（悠久の時が産み出した賜物）とで
も言うべき資源の利用や、環境汚染・負荷物の排出には、永続性や公平性に配慮した課税制度な
どを組み込んでいくことが必要である。社会的公正では、国連人権宣言・国連人権規約を尊重し
て、人々の自由権とともに生活・雇用・福祉などを満たす社会的権利の充実のための目標ないし
指標を共有していくことが重要である。
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第３の提案は、持続可能な発展を実現させる財政的な基盤として、92年地球サミット当時に期
待されていた「平和の配当」という構造転換路線を再来させる必要がある。当時、冷戦終結による
軍事費の削減が「平和の配当」として注目され、多額の軍事費を人類の福祉や南北問題、貧困の撲
滅、環境問題などにあてる地球市民的な理念と政策展開が期待された。この理念と理想を再び復
活させるメッセージを世界に発せられるのは、リオ＋20の場において他は無い。年額1兆ドル
とは、温暖化対策に必要な途上国への資金（コペンハーゲン合意）の10倍規模、MDGs（国連ミレ
ニアム開発目標）達成に必要な追加資金の20倍規模の金額である。裏を返せば、1／10、1／20
で賄えるということである。
とくに国際社会における日本は、戦後の発展を非軍事に基礎をおいて進め（憲法９条）、それな

りの成功を収めた経験を持つことから、世界に対して「平和の配当」を率先して提起すべき位置に
ある。
第４の提案としては、将来をみすえた巨視的・長期的な視野に立って、社会経済システムの枠

組みを調整していく必要がある。すなわち、資源・環境・公正の制約下で持続可能性が確保され
るためには、新たな社会経済システムの再編が「３つのセクター」のバランス形成、「公」「共」「私」
の３つの社会経済システム（セクター）の混合的・相互共創的な発展形態として展望できると思わ
れる（図４）。
過度な成長に頼らない持続可能な社会が安定的に実現するためには、利潤動機に基づく市場経

済（私）や政治権力的な統制（公）だけでは十分に展開せず、市民参加型の自治的な協同社会の形成
（共）が加わってこそ可能になる。地域（ローカル）レベルの共有財管理やコミュニティの維持・強
化、地域再生と福祉基盤の充実、農山漁村と都市の交流などの地域間連携、世界レベルでの環境
に関わる国境調整、大気、海洋、生物多様性などグローバルコモンズの共有管理に至るまで、市
民参加や各種パートナーシップ形成こそが重要な役割を果たすからである。新たな「共」の形成・
発展を、各国レベルそして世界的にも促進・強化していくべきである。

【図４】

時代は変化しつつある。昨今の世界経済の揺らぎに対し、金融・財政的な調整だけで対応する
のか、根本的な経済・社会制度の変革にまで踏み込んで対応するのかが問われている。企業の社
会的責任の自覚と普及、通貨取引税や資産課税などの諸規制・政策の強化、社会的・環境的制度
見直しなど、各国、世界レベルでの勇気ある取り組みに期待したい。

三つの社会経済システム
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論考2　グリーンエコノミーと開発援助・資金
田辺　有輝

2000年、国連ミレニアム・サミットにて国連ミレニアム宣言が採択された。同宣言は、ミレ
ニアム開発目標（Millennium Development Goals: MDGs）1として取りまとめられ、2015年ま
でに世界の収入が1日1ドル以下の人々の割合、飢餓で苦しむ人々の割合を1990年比で半減さ
せるなど、貧困削減に取り組む際の代表的な目標の一つとして広く認識されるようになった。
ミレニアム開発目標のうち目標1～7については、北アフリカ、東アジア、東南アジアにおい

ては概ね達成できる見込みであるが、サブサハラ、南アジア、西アジア、ラテンアメリカでは達
成が不可能との見込み2が示されている。目標8は、「開発のためのグローバルなパートナーシッ
プの推進」と題して、主に貧困撲滅のための資金問題の改善を扱っている。世界全体のODA額は、
増加傾向にありつつも、GNI比0.7％の目標を達成した国は、わずか5カ国であった。
国連持続可能な開発会議（リオ＋20）の成果文書交渉における大きな論点の一つがこの資金問

題である。途上国は、先進国に対しODAに関する目標の達成と新たな資金の拡大、技術移転の
促進などを求めているが、先進国は金融危機による財政逼迫などもあり、資金拠出増額が難しい
状況にある。資金拠出増額が難しい中で重要なことは、現在の資金を効果的で適切に活用するこ
とであろう。つまり、援助の質の向上が求められている。
これまで日本は多額の公的資金を使って、途上国における開発事業を支援してきた。しかし、

開発事業実施地域の住民からは、環境破壊や人権侵害・貧困化に対する懸念の声、改善を求め
る声がたびたび上がっている。このような問題に対処するために、日本の援助機関である国際協
力機構（JICA）や企業の海外進出を支援する公的金融機関である国際協力銀行（JBIC）などは、援
助・支援に際して環境アセスメントの実施や情報公開などを定めたガイドラインを整備してき
た。
しかし、実際にガイドライン施行後の開発事業を見ても、環境破壊や人権侵害・貧困化に対す

る住民の懸念の声、改善を求める声は少なくない。また、気候変動対策資金をはじめとした新た
な資金スキームや中国やインドなど新興ドナーにおいて、環境社会影響を適切にチェックするた
めの制度の導入が課題となっている。
このような中で、新たな資金スキームや新興ドナーに対応した環境社会配慮制度を導入すると

ともに、環境社会配慮の徹底を持続的に行っていくための運用体制の強化が不可欠である。具体
的には、各機関内部におけるチェック体制を整えることはもちろんのこと、環境社会影響を確認
するための独立した審査・評価機能の強化が必要であろう。

1 ミレニアム開発目標（Millennium Development Goals: MDGs）は、開発分野における国際社会共通の目標で、2000年9月
にニューヨークで開催された国連ミレニアム・サミットで採択された国連ミレニアム宣言を基にまとめられたもの。2015
年までに達成すべき8つの目標（目標1：極度の貧困と飢餓の撲滅、目標2：初等教育の完全普及の達成、目標3：ジェンダー
平等推進と女性の地位向上、目標4：乳幼児死亡率の削減、目標5：妊産婦の健康の改善、目標6：HIV／エイズ、マラリア、
その他の疾病の蔓延の防止、目標7：環境の持続可能性確保、目標8：開発のためのグローバルなパートナーシップの推進）
が設定されている。

 http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/doukou/mdgs.html
2 MDGsの達成状況については、以下の外務省ウェブサイトを参照。
 http://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/doukou/mdgs/about.html
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本稿では、日本の開発援助・開発金融における環境社会配慮の現状を概観し、途上国の貧困削
減・途上国のグリーンエコノミーへの移行を実現するために、日本の開発援助・資金が果たすべ
き役割と課題について考えたい。

日本の開発援助・開発金融における環境社会配慮
日本は、毎年1兆円規模の政府開発援助（ODA）3を使って発展途上国の開発を支援している。

二国間のODAは、1）途上国に利子を付けて貸し出す有償資金協力（円借款）、2）途上国に資金贈与
する無償資金協力、3）人材育成や調査などを支援する技術協力、に分類され、有償資金協力、プ
ロジェクト型の無償資金協力、技術協力の一部をJICAが実施、外交政策に関連する無償資金協
力や技術協力の一部を外務省など各省庁が実施している。
また、多国間のODAとして、世界銀行やアジア開発銀行（ADB）などの多国間開発銀行（MDBs）

に対しても多額の出資・拠出を行なっており、日本は、ADBに対してはアメリカと並んで最大出
資国、世界銀行に対してはアメリカに次いで第2位の出資国で、これら MDBsの投融資活動に
ついて大きな責任を負っている。さらに、ODA以外にも、JBIC4による日本企業への投融資など、
多額の公的資金が海外での開発事業に向けられている。これら公的資金を使った開発は、ダム、
発電所、道路建設、資源採掘などの大規模開発事業を支援しているが、大気汚染や水質汚濁など
の環境破壊や強制立ち退きなどの人権侵害・貧困化が生じることも少なくない。
日本の援助機関・融資機関の環境社会配慮の制度・基準については、1999年に日本企業の海

外進出を支援する日本輸出入銀行と円借款を担っていた海外経済協力基金（OECF）が統合して
JBICが誕生し、2003年には「環境社会配慮確認のための国際協力銀行ガイドライン」が施行され
た。2004年にはJICAが「環境社会配慮ガイドライン」を大幅に改訂した。JBICのガイドライン
及びJICAのガイドラインは、それぞれ国際的に見ても遜色ない水準へ引き上げられた。具体的
には、代替案検討5、環境アセスメントの実施及び報告書の公開、住民協議の実施6、補償・生計
回復策の策定7などが案件実施の際の要件となり、異議申し立て制度も設置された。JICAでは、

3 DAC（Development Assistance Committee）は、ODAを1）政府ないし政府の実施機関によって供与されること、2）開発
途上国の経済開発や福祉の向上に役立つことを主な目的とすること、3）資金協力については供与条件が緩やかであること（グ
ラント・エレメントが25％以上のもの）の3要件を満たす資金として定義している。

4 JBICは、資源開発や日本産業の国際競争の強化、国際金融への対処といった分野において融資・出資・保証を行う日本政
策金融金庫の国際部門。

5 代替案検討とは、プロジェクトによって引き起こされる望ましくない影響を、回避あるいは最小限に抑えるために、環境関
連費用・便益をできるだけ定量的に評価し、プロジェクトの経済的、財務的、制度的、社会的及び技術的分析との密接な調
和を図るような案を検討することである。代替案検討の際には、複数の代替案が検討されていることが望ましく、それが環
境社会配慮上よりよい案を選択することにつながる。

6 プロジェクトが計画されている国、地域において社会的に適切な方法で合意が得られるよう、地域住民等のステークホル
ダーとの協議を持つことをいう。特に環境に与える影響が大きいと考えられるプロジェクトについては、プロジェクト計画
の代替案を検討するような早期の段階から情報公開をした上で、住民協議の実施をし、その結果をプロジェクト内容に反映
することが必要となる。

7 非自発的住民移転及び生計手段の喪失は、あらゆる方法を検討して回避に努めねばならないが、回避することが不可能な場
合には、プロジェクト実施主体者は、移転住民が以前の生活水準や収入機会、生産水準において改善または少なくとも回避
できるように、補償・生計回復策を策定しなければならない。補償・生計回復策には、土地や金銭による（土地や資産の損
失に対する）損失補償、持続可能な代替生計手段等の支援、移転に要する費用等の支援、移転先でのコミュニティ再建のた
めの支援等が含まれる。
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JICAが行う調査案件の環境社会配慮について、独立した専門家が助言を行なう環境社会配慮審
査会8が設置された。
2003年に施行されたJBICガイドラインには、「ガイドラインが施行されて5年以内に包括的

な検討を行なって、その結果、必要に応じて改訂を行う」との規定が定められていた。そのため、
JBICの国際金融部門は、日本貿易保険と共同で、JBICの海外経済協力部門はJICAと共同で、
それぞれガイドラインの見直し作業を2007年にスタートした9。改訂の初期段階では、ガイド
ラインの実施状況に関する評価が行なわれたが、個々の案件におけるガイドラインの遵守や課題
が明らかではなかったために、NGOは追加調査を要請。JBICとJICAは、それぞれ現地調査を
含めた個別の案件の評価を実施した。行政機関が自ら実施した案件に対して批判的な課題を示す
ことが難しい中で、不十分ではあるものの自ら課題を示したことは意義深いことである。
JBICは、14回のパブリックコンサルテーションを経て、2009年10月1日に改訂ガイドライン

を施行した。住民移転計画書10や先住民族計画書11の公開、住民移転に伴う補償の支払い基準の
改善、自然生態系の保護対象の拡大などが新たに規定された。JICAは、33回の有識者委員会を経
て、2010年4月1日に新ガイドラインを公布した。JICAのガイドラインにおいてもJBICと同様
の規定が含まれており、加えてJICAが実施する各種調査業務の報告書の公開も規定された。
環境社会配慮を適切に実施することは、開発事業そのものを成功に導く上でも必要不可欠だ。

まず、公的資金の透明性を高めることによって、資金の問題ある使われ方を減らすことができる。
民主党政権は、公的資金のムダをなくすことを強く掲げているが、これを実現する上で環境社会
配慮を徹底させることは不可欠だ。また、プロジェクトを実施する前の早期段階から適切な調査
を行い、環境社会影響を回避・最小化することによって、開発事業そのものの成功率を高め、貧
困撲滅・途上国のグリーンエコノミー化への効果が期待できる。事業の着工後に問題が生じた場
合、着工前に取り組むよりも多額のコストを要することも少なくない。あらかじめ予防的な措置
を講じることによって、プロジェクトの経済性の向上にも有効だろう。

開発事業の環境社会配慮における課題
環境社会配慮に対する意識は高まり進展してきたものの、課題は少なくない。特に以下の3点

を今後の課題として上げたい。

8 環境社会配慮審査会はJICAの協力事業における環境社会配慮の支援と確認に関する助言を得るために、必要な知見を有す
る外部の専門家からなる審査諮問機関。第三者的な機関として常設された。JICA からの諮問に対応して支援の是非につい
て答申するほか、個々の協力事業における環境社会配慮の面での助言を行う。2010年4月からは環境社会配慮助言委員会
に改組された。

9 2008年10月に一連の政策金融改革の一環として、JBICの国際金融等業務（旧日本輸出入銀行、海外に進出する日本企業支
援のための開発金融などを行う部門）は日本政策金融公庫の国際部門として存続し、JBICの海外経済協力業務（旧OECF、有
償資金協力を行う部門）は、JICAと統合することになった。また、無償資金協力のうち、主にプロジェクト関連の無償は外
務省からJICAに引き継がれることになった。その後、JBICは2012年4月に日本政策金融公庫から分離され、再び独立す
ることになった。

10 住民移転が行われる際に、その手順や実施スケジュール、補償・支援の対象者やその内容などを詳しく規定したものである。
11 先住民族計画書とは、先住民族が開発プロセス進行中に悪影響を受けることがないよう、そして彼らが文化的に矛盾するこ

とのない社会・経済的利益を受けることを保証するために、必要な条件や開発計画のプロセスなどを定めたものである。
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（１）独立性の高い審査・評価体制づくり
開発事業におけるNGOと政府・援助機関・融資機関との協議や環境社会配慮ガイドラインは

整備されつつある。しかし、実際のガイドラインの運用では、まだまだ課題が多いのが現実だ。
例えば、旧JBICが有償資金協力を実施したインドの「オリッサ州森林セクター開発事業」では森
林資源に依存する地元の住民やNGOが植林事業によって生計に影響を受けることの懸念を表明
していたが、案件形成段階でそれらの懸念を汲み取れるほどのステークホルダー協議や情報公開
は十分に行なわれなかった。また、JICAが行なった開発調査「インド国幹線貨物鉄道輸送力増強
計画調査」では、約3000キロの新軌道敷設の計画にもかかわらず、わずか3ヵ月半の環境アセ
スメント調査で終了し、生物種、騒音、振動、水質、土壌の調査が不十分であった。
ガイドラインが適切に実施されない背景には、環境社会配慮に関する途上国政府の認識が低

く、実施体制が整っていないことの他、資金を拠出する援助機関・融資機関側の認識も十分では
ないことがあげられる。援助機関・融資機関側は、環境社会被害・貧困化を生じさせないという
認識を常に持つべきである。現時点でその認識は広く浸透していないようで、実際に、環境社会
配慮について厳しい注文をつける世界銀行よりも、注文の少ない日本から援助を受けたい、との
インドの政府関係者の談話が現地の新聞に掲載されたこともある。
2008年に世界最大の援助機関12となったJICAは、職員1人当たりの事業規模が世界銀行や

USAIDなど他の援助機関の2倍～3倍となっており、これまで以上に1事業あたりの対応が手薄
になるのではないかという懸念があがっている。今後、特に環境審査部門など内部チェック機能
のキャパシティについては、さらなる拡充を図るべきである。
加えて、環境社会影響を確認するために独立性の高い審査・評価機能の強化も必要であろう。

例えば、世界銀行やADBの評価局は事業実施部局から予算・人事とも独立しており、たびたび
世界銀行やADB自身に厳しい評価結果を発表している13。一方、JICAの開発事業の評価は、コ
ンサルティング会社等への委託で行なわれており、予算・人事の独立性は低い。ガイドラインを
適切に運用するための独立性の高い審査・評価体制づくりが次なる課題だ。

（２）新興ドナーによる南南協力及び民間開発資金における環境社会配慮
近年、これまで援助を受けてきた中国などの途上国が経済成長を遂げたことにより、逆に援助

を供与するドナーとしての立場に立つようになった。こうした国々は新興ドナーと呼ばれてい
る。また、財政逼迫で先進国の公的ドナーによる追加的な資金拠出が困難になる中、民間開発資
金への期待が高まっている。リオ＋20の成果文書交渉においても、南南協力と民間開発資金を
強調する動きが見られる。
ただ、新興ドナーの台頭を巡って大きな懸念としてあげられているのは、これら新興ドナーの

環境社会配慮が不十分な点である。例えば、中国は、スーダンやビルマなど深刻な人権被害を起
こして国際社会から孤立しているような国々に対して援助を行ったことで問題となった。また重

12 2008年10月1日の新JICA発足に伴い、JICAは年間1兆円を超える予算規模と約100カ国にわたる海外ネットワークを
持つ世界最大規模の二国間援助の実施機関となった。

13 例えば、ADBの評価局が1994年～2005年の非自発的住民移転を伴う案件を調査したところ、案件実施後に実際に影響を
受けた住民の数は、実施前に見積もった数よりも65％も多かったとのことである。ADBは、被影響住民の見積もりを極度
に過小評価していることが明らかとなった。
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大な環境社会影響が懸念される採掘事業やダム建設といった案件に次々と投資している。また、
民間資金においても赤道原則など環境社会配慮に関するルールは設けられているが、巨大インフ
ラ事業等のプロジェクトファイナンスに限定されているため、民間資金の流れが適切にカバーさ
れている状態ではない。
このような中で、新興ドナー・民間資金の環境社会配慮基準を高めることが早急に求められて

いる。今後は、国際機関・日本政府が他国とも協力して、新興ドナー・民間資金に関する環境社
会配慮基準の整備を促していくべきである。

（３）気候変動対策のための資金と環境社会配慮
気候変動が国境を越えた脅威として、協調に基づく問題解決への取り組みを国際社会に促して

いる。先進国の削減目標の設定に注目が集まる一方で、急増する新興国の排出量をどのように削
減するか、気候変動によってより大きな影響を受ける途上国がどのように対処するか、というこ
とも大きな課題となっている。
2009年9月に就任した鳩山首相は、国連気候変動サミット（2009年9月）において2020年

までに温室効果ガス排出量を1990年比で25％削減することを表明し、発展途上国に日本の省
エネ技術や資金を積極的に提供して温暖化対策を支援するという内容の鳩山イニシアティブを発
表した。さらに、2009年12月、COP15における政治合意の成立を前提として、2012年末まで
の3年間に官民合わせて1兆7500億円規模の支援を実施することを表明した。今後、気候変動
対策のために新たに資金を拠出する際には、既存のスキームを包括的に見直し、環境的適正と社
会的公正を確保できる案件のみを適用対象とすることが必要である。
日本政府は途上国の温室効果ガス排出量の削減取組みを促進する方針を見せているものの、

現行の支援内容との間には大きなギャップが生じている。米国環境NGOのEnvironmental 
Defense Fundの試算によると、1994年～2009年の15年間に石炭火力発電事業に世界で最も
多額の支援を行った国際金融機関はJBICであり、JBICが融資した石炭火力発電所によるCO2
の年間排出量は、日本国内の年間排出量の25％以上に及んでいることが明らかとなった14。こ
の事実を前に、果たして日本は途上国の排出削減に寄与していると言えるだろうか。途上国のグ
リーンエコノミーへの移行のために、公的資金をどのように供与するのかという方針について、
マクロな視点での見直しが求められている。
さらに、気候変動対策に伴って、国際的な資金源が新たに設けられようとしているが、十分な

環境社会配慮基準が適用されるかどうか定かでないという問題もある。EUは、必要な資金を賄
うために国際炭素市場や途上国自身による国内調達を提案している。しかし、国際炭素市場で調
達した資金を活用する際の環境社会配慮基準は明確でなく、途上国の中には、資金供与における
環境社会配慮基準が十分に整備されていない国も多い。環境社会影響を回避・最小化するため、
国際的に新たな資金源を設定する際は、適切な環境社会配慮基準が導入されていることを前提と
するべきだろう。

14 出典：Environmental Defense Fund「Foreclosing the Future」5～6ページ
 http://www.edf.org/climate/report-foreclosing-future
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15 本事業はネパール政府からの事業者への開発許可が2011年3月に期限切れとなり、事業者が撤退することとなった。

援助機関・融資機関にアカウンタビリティを求めるNGOの役割と課題
開発事業の環境社会配慮を強化するために政府やJBIC、JICAに提言活動を行なうNGOの意

義とは何であろうか。まず、問題をいち早く明らかにすることができるという意義がある。実際
に環境破壊が生じ、住民が反対運動を起こしていたとしても、援助機関・融資機関が問題を十分
に把握していないことも少なくない。NGOが現場に入り、住民やNGOに聞き取りすることで、
住民の視点に立って問題をいち早く明らかにすることが可能になる。
例えば、ADBがネパールで融資を検討していた西セティ水力発電事業15では、ダムによって水

没する土地に住む住民たちが、事業者による不適切な対話姿勢や不十分な補償方針に懸念を表明
しているにもかかわらず、ADBは水没予定地を訪問せず、現地で直接住民と対話していなかった。
また、住民が移転する予定地の地下水に砒素が含まれている問題についても調査していなかっ
た。NGOの働きかけの結果、ADBは現地を訪問。事業者は、地下水の砒素汚染の問題を調査す
ることを約束した。
また、政策の適切な改善を促すという意義もある。前述のようにJBICガイドラインとJICA

ガイドラインの改訂においても、JBIC、JICAが実施した評価では、ガイドライン実施における具
体的な課題は明らかになっておらず、NGOの働きかけで追加調査を行うことになった。行政機関
は、自らの課題を適切に評価しようとしない傾向が強く、政策や方針の策定においても、外部か
らの働きかけが重要である。
このように、開発事業の環境社会配慮の強化には欠かせない役割を果たす調査・提言型NGO

であるが、そのようなNGOの抱える悩みとして、安定した資金源が国内で確保できていないこ
とがあげられる。実際に、日本の助成財団の資金の多くが研究助成や案件実施型のNGOに向け
られており、提言活動で助成金を獲得することが困難な状況が続いている。また、専門的な内容
のため、幅広い市民からの寄付も集まりにくい。結果的に、活動資金の多くを欧米の民間財団に
依拠しているのが現実だ。
一方で、安定した財源がないことによって、人材を育成する機会が少ないことも課題だ。提言

活動には、幅広い知識や経験が問われるが、資金不足のため短期間で人が入れ替わってしまうこ
とも多く、欧米と比べ、人材の層が薄いことも課題である。資金を安定的に確保し、人材が育つ
基盤作りが必要である。

貧困撲滅と途上国のグリーンエコノミーへの移行を実現するために
2012年6月、ブラジルのリオデジャネイロで開催される国連持続可能な開発会議（リオ+20）

では、「持続可能な発展と貧困根絶の文脈におけるグリーンエコノミー」がテーマに掲げられてい
る。2015年以降のポスト・ミレニアム開発目標として、持続可能な開発目標（SDGs）の策定に
向けたスケジュールの合意も期待されている。貧困撲滅と途上国のグリーンエコノミーへの移行
を実現するためには、質の高い開発援助資金・開発金融資金の運用が不可欠であろう。今こそ、
開発援助・資金に関する審査・評価機能を再構築する絶好のチャンスではないだろうか。
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論考3　グリーンエコノミーと税財政改革
～持続可能で公正な経済社会の構築に向けて～

足立　治郎

＜はじめに＞
本論考は、一部、国際社会及び各国における短期的な合意形成という観点からは、大胆すぎる

のでは、と思われる提案も含んでいることを、最初にお断りしておきたい。こうした提案を敢え
て含めたのは、「『持続可能な社会が希求されている』＝『人類の持続性に疑問が呈されている』」今、
現実的でありつつも、思い切った改革が要請されている故である。本論考を、政策担当者・事業
者・生活者・NGOの方々等の今後の取組・政策議論のたたき台として活用いただければ、誠に
幸いである。

１．リオ＋20における「グリーンエコノミー」議論が問う、経済のあり方
１－１．環境・社会と共存する、「人類全体の経済の変革」が問われている
世界レベルでの持続可能な社会構築を目指して、今年６月ブラジル・リオデジャネイロで開催

される「国連持続可能な開発会議（リオ＋20）」の中で、「グリーンエコノミー」が大きなテーマとし
て取り上げられる。これは、「地球温暖化問題」「生物多様性の喪失」等の地球レベルの環境問題が、
私たちの経済のあり方に変化を求めており、「経済のグリーン化」が、世界的関心事となっている
ことを示している、といえよう。
注意しなければならないのは、リオ＋20でテーマとされるのが、厳密には「持続可能な開発と

貧困撲滅の文脈におけるグリーンエコノミー」である点だ。「グリーンエコノミー」に「持続可能な
開発と貧困撲滅の文脈における」との文言が付されているのは、多くの途上国・貧困層にとって
の最優先課題が貧困からの脱却であることと関係している。経済のグリーン化が進んでも、貧困
のまま、仕事がないという状態は望まれていない。
日本も、貧困層・失業者を多数抱えている。特に、東日本大震災被災地にて必要とされている

のは、早急な生活再建である。震災により被災地で10万人程度の雇用が失われた、との試算も
ある1。雇用対策強化が急務である。未曾有の円高が進む中、日本の製造業の海外移転検討も進
んでいる2。雇用者１千万人を超える製造業の海外移転が進めば、最初に仕事を失うのは、短期
契約の労働者等だ。海外移転がさらに進めば、失業者や自殺者のさらなる増大も懸念される。
リオ＋20で主要テーマに掲げられている「持続可能な開発と貧困撲滅の文脈におけるグリーン

エコノミー」が行きつくべき先は、単に「経済の中にすこしだけグリーン経済を入れ込む」という
ことではなく、「環境・社会と共存すべく、人類全体の経済を変革する」ことだ、といえよう。

1 BPnet復興ニッポン「「震災失業地獄」から被災地が抜け出す「いくつかの方策＋1」清家篤慶応義塾長に聞く（前編）」2011年
７月15日

2  日本経済新聞「３年内に海外移転４割」2011年７月15日朝刊など
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１－２．環境・社会と共存する経済への変革には、「持続不可能かつ不公正な生産消費形態の変
革」が要請される

そもそも、経済とは、「モノやサービス等を交換する仕組み」「モノ・サービス・お金の流れ」「モ
ノやサービスの生産・流通・消費にかかわる人間活動の全体」を指す。従って、経済を環境・社
会と共存するように変えることは、私たち人類の生産・消費のあり方全体を持続可能で公正なも
のに変革することを意味するといえる。
では、ここで、私たち人類の生産・消費の現状を少し考えてみたい。
人類は、生存し、その生活を楽しむため、食料をはじめとする様々なモノを生産し、消費して

きた。古くは、資源採取・生産・流通・消費・廃棄という一連の過程は、家族単位や村単位で完
結していただろう。やがて、モノの交換は、家族単位や村単位を超え、農業を営む者と漁業を営
む者等の分業が進展していった。分業化の進展は、資源採掘者・生産者・流通業者・廃棄物業
者・金融業者等の分業も生み出した。グローバル化（地球規模化）が進んだ現在、そうした分業は
世界レベルにまで広がっている。
こうした分業の拡大は、これまで消費したことのないモノやサービスを人々が享受することを

可能とした。知ることもなかった異国の地から運ばれてきた食材を得ることも、異国の地へ旅す
ることも可能となった。
それに伴い、エネルギー資源をはじめとする様々な資源の消費量は、拡大していった。一人あ

たり消費量の増大と人口増加により、特に20世紀に入ってから、資源消費量は幾何級数的に増
大した。21世紀に入ると、日本を含む先進国のみならず、中国をはじめとする新興国が台頭し、
人類の資源消費量はさらに拡大を続けている。こうした消費拡大は、様々な地球環境問題を生み
出し、人類の持続性を脅かすようになったのである。このような背景から、リオ＋20成果文書
ゼロドラフトにおいて、「持続可能な消費と生産に関する計画10年枠組みを構築することに合意
する」との記述がなされることとなった。
人類全体の消費拡大といっても、重要なことは、こうした資源消費には、大きな格差が存在す

ることである。途上国と先進国の一人当たり平均の資源消費には大きな格差があり、現在の地
球環境問題に対する責任の多くは、先進国にある。そのため、リオ＋20の交渉プロセスでも、
G77＋中国（いわゆる途上国グループ。現時点では約130カ国）は、先進国に対して持続不可能
な消費と生産パターンを変えていくことを求めている。ただし、G77＋中国には新興国が多数含
まれ、そうした国々には、すでに、先進国企業以上に大きな利益をあげている企業も多数存在し
ており、先進国・途上国の二分論にあまりに傾斜すべきではない。
また、各国間の格差のみならず、各国内の格差にも注目することが重要である。日本では、日

雇い・非正規雇用者が増え、自殺者が年間３万人と高水準となる等、社会格差が社会問題化して
いる。新興国・途上国には、貧困層が多数存在する一方で、先進国に住む平均的な人々をはるか
に超える消費を行う超富裕層もいる。貧困層が基本的なニーズの充足すら困難である状況を克服
するとともに、富裕層が過剰な消費を行っている現状を変えることが問われているのである。

１－３．持続可能な生産消費形態の中身・可能性
こうした人類の資源利用の急拡大は、日本での４大公害に象徴されるように、各国・各地域の
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水・大気・土壌汚染を引き起こし、人々の健康・生命および生態系の危機を生み出してきてい
る。そして、地球温暖化や生物多様性喪失に象徴されるように、世界レベルでの環境問題をも引
き起こし、人類全体の生活を脅かす危機をも生み出すに至っている。
人類の資源利用の急拡大は、こうした「環境問題・環境汚染」による人類の生活・健康・生存へ

の脅威を生み出しているだけでなない。増大する資源利用は、「資源枯渇」や「廃棄物処分場の不
足、不適切な廃棄物処理」の脅威も増大させており、これらも、人類の生産・消費の持続可能性
及び健康な生活を脅かす事態となっているのである。
以上を鑑みると、持続可能な生産・消費形態を実現するためには、「将来世代・地域住民・私た

ち自身の生活環境を脅かさないレベルまで資源採取・生産・流通・消費・廃棄各過程において発
生する環境汚染を制御すること」「資源枯渇を招かない持続可能なレベルまで資源採取を抑えるこ
と」「廃棄物処分能力の範囲内に廃棄物の発生を抑えること」が課題となる。（p59の図１も参照さ
れたい。）
こうした課題に対応するために、ファクター４、ファクター10という資源生産性（資源投入量

あたりの財・サービス生産量）を４倍ないし10倍にする、といった考え方が国際的に有名である。
これらによれば、資源の投入や廃棄物の発生を２分の１にするには、生産や消費、我々の享受す
る便利さを半分にしなければならないわけではない。以下のような方法で我々が得られるサービ
ス量を維持・増大させつつ資源投入と廃棄物発生を抑えられる可能性が見い出される、としてい
る。
•効率向上：資源利用効率を２倍にすることができれば、資源の投入や廃棄物の発生を２分の１
に抑えることができる。

•製品の長期使用：消費段階でメンテナンスやリフォームをしながら長期間大事に使っていく。
一つの製品を従来より２倍の期間利用すれば、資源の投入や廃棄物の発生が２分の１となる。

•レンタル進展：コピー機などのように、消費段階で物を共有・レンタルするシステムを進め
る。製品生産量と廃棄物発生量を抑制することができる。

•リユース促進：一人の消費者が消費を終えたものを別の消費者の利用に活かす（古着など）。製
品の生産のための資源利用を減らすことができる。

•リサイクル進展：消費を終えたものを廃棄せずに生産工程に戻す。これにより、資源採取量お
よび廃棄物発生量を減らすことができる。

リサイクルにともなう新たなエネルギー投入・廃棄物発生など、これらの方法を実社会へ適用
するには検討を要する課題もある。しかし、重要なことは、以上のような方法を適切に組み合わ
せれば、私たちは、得られるサービス量を必ずしも減らすことなく、生産消費活動における資源
投入および廃棄物排出を大きく減らせる可能性がある点である。

１－４．持続可能な生産消費形態の実現に向け、事業者や消費者に期待される役割
人類の持続可能性が脅かされている事態に対応するため、事業者や消費者には、自主的に生

産・消費形態を改善することが期待される。
例えば、モノの生産者には、次のような点が期待されよう。
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＜生産者に期待される事項の例＞
•生産工程での資源利用効率を高め、資源投入や廃棄物の発生を減少させる。
•消費過程や廃棄過程における有害物質の環境への放出の危険のより少ない生産品を作る。
•生産する製品の寿命を伸ばし、消費者の長期利用を可能にする。
•リサイクル（再生）可能な製品を生産する
•ある製品の「製造・販売」により利益を得る方法から、同じ製品を「製造・レンタル・メンテ
ナンス」することによって利益を得る方法へ切り替えていく

•環境汚染除去装置を生産する　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　等

こうした活動を行う生産者の増加は、環境にとって好ましい消費者の取り組みを容易にする。
また、消費者には、以下のような点が期待される。

＜消費者に期待される活動の例＞
•すぐに廃棄してしまうものは極力購入せず、長期間利用できる製品を購入する。
•生産・流通・消費段階での環境負荷が小さく、自分にとっても安全な製品を購入する。
•モノはできる限りレンタルし、リユースやリサイクルも進める。　　　　　　　　　　等

こうした消費者の行動の拡大は、適切な生産者・流通業者・サービス業者を支援・育成し、生
産消費システム全体を改善していくことにつながる。3

１－５．生産消費形態の持続可能性・公平性を阻む重要な要因－環境コスト・公平性を十分考慮
できない現状の経済社会システム

ただし、社会全体が持続可能な生産消費形態に移行するためには、大きな障害がある。それが、
「経済メカニズムに環境コストを組み込む仕組みの欠如」である。つまり、環境汚染のコストをモ
ノやサービスの価格に反映させる社会全体の仕組みが十分ではない点である。
現状では、環境を汚染しても、そのコストを社会から負担するように強制されるケースは決し

て多くない。わざわざ手間・コストをかけ環境に配慮して製品を生産しようとすると、多くの場
合、そうした手間・コストをかけない場合より、製品価格を高くせざるを得ない。環境を汚染す
るような生産方法が、価格競争上、有利となるケースが多い。その結果、環境負荷の大きな生産
や消費が拡大し、有限な自然資源が乱獲され、環境汚染・廃棄物が増大することとなる。
また、現状では、労働者を不当な低賃金で、あるいは、奴隷的4に働かせる方が、モノやサー

ビスの価格を安くすることができ、競争力を高めることが可能である。よって、公正でない生産
や消費が継続・強化され、不当な労働・生活環境を強いられている人々が世界全体にいまだに多
く存在している。

3 具体的に自分の生活のどこをどのようにすればよいのか、を考えたい方は、「環境・持続社会」研究センターウェブサイト
http://www.jacses.org/ecosp/index.htmlもご参照ください。

4  アフリカにおけるカカオ・チョコレート生産における事例や世界全般に広がる家事使用人の事例など、数多くの事例が存在
する。
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よって、資源採掘・生産・流通・消費・廃棄において、環境コストや社会的公平性を反映し、
自然資源や製品の価格が決定されるシステムを作っていくことが重要である。そうなれば、持続
可能で公正な生産消費形態を、「環境に良ければ、あるいは、社会的公正さが担保されれば、たと
え自分の金銭的な負担が増えてもいい」という意志、かつ、金銭的余裕を持った特定の生産者や
消費者の間から、より多くの生産者や消費者に拡大していくことが可能となる。
途上国・新興国に多大な貧困層が存在し、日本・欧州・米国ですら失業・貧困が広がっている

現代世界において、環境・社会に良いが高額なモノ・サービスの購入を多くの人々に期待してい
るだけでは、人類全体の生産消費形態を持続可能で公正なものにすることは、無理であろう。経
済社会システムに、環境コストや公平性を組み込むことが求められているのである。

２．グリーンエコノミーと税財政改革
２－１．環境コスト内部化・持続可能な生産消費形態のための税財政改革
環境コスト内部化・持続可能な生産消費形態実現のために、非常に有効と考えられる手段が、

政府の税財政の活用である5。その全体像を表１に示す6。

表１：持続可能な社会に向けた税財政改革

地球環境問題や資源枯渇・廃棄物問題が顕在化し、社会の持続可能性が脅かされ、経済の変革
が求められている今、そうした状況に対応するための、政府の税財政改革進展も急務となってい
る。
それは、「①持続可能な生産・消費形態を推進するための税の減免・補助金付与等の優遇措置実

施」と「②持続可能性の面から問題の大きい生産・消費形態に対する課税強化や補助金削減・撤
廃」の双方を含むものである。

5  持続可能な生産・消費形態実現のためには、税財政の活用のみならず、環境汚染や過度の資源採取・野放図な廃棄物排出に
対する時期を逸しない規制強化を、各自治体・各国・国際社会全体で行う必要もある。

6  なお、労働者を不当な低賃金、あるいは、奴隷的に働かせるような状況に対しては、政府の税財政を活用しインセンティブ
を与えるより、そうした状況を各国政府・国際社会全体で規制・禁止することが必要と考える。
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これまで日本では、環境関連の補助金や租税特別措置（税の減免等の優遇措置）、つまり、前段
落の①が積極的に実施されてきた。ただし、こうした政府の歳出拡大・歳入削減を伴う措置の強
化・拡大は、政府の財政破綻回避・財政赤字縮小が急務となっている現状において、容易でない
状況となっている。
一方、持続可能性の面から問題の大きい生産・消費形態に対する環境税導入や補助金撤廃、つ

まり、前段落の②は、これまで日本政府は積極的に進めてこなかった。しかし、政府財政がひっ
迫している今、こうした措置の導入・強化は、政府財政健全化の観点からも時代の要請にも沿う
ようになってきている。
以下、「環境税の導入」及び「環境に悪影響を及ぼす補助金の削減・撤廃」について、その可能性

及び課題を考察していく。

２－２．環境税の可能性と課題－国際社会全体の導入・調整も要検討
2012年3月、日本政府は2012年10月からの地球温暖化対策のため税（炭素税）の導入を決

定した。これは、地球温暖化を引き起こす主たる原因とされる二酸化炭素の排出に対し課税する
もので、これまで北欧諸国を中心として導入されてきている。日本では、環境税というと、この
炭素税のことを指すと考える方も少なくないが、炭素税は、数ある環境税の一例に過ぎない。炭
素税のみならず、「様々な環境汚染物質排出への税（窒素酸化物税・硫黄酸化物税等）」「資源利用へ
の税（砂利税・水税等）」「廃棄物への税（産業廃棄物税等）」といった環境税の導入が、各国・各地
域で様々な形で進められ始めている7。日本でも、都道府県レベルで、産業廃棄物税がすでに導
入されている。
これら環境税によって、資源利用効率の向上、製品の長期使用、レンタル・リユース・リサイ

クル進展等を図り、持続可能な生産消費システムの構築を進める事が期待される。

図１：持続可能な社会像と環境税

7  海外の環境税導入状況に関してご興味のある方は、OECDデータベース、「環境税」（築地書館）をご参照ください。
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環境税を盛んに導入している欧州諸国は、環境税導入により、環境汚染など社会的に悪影響を
及ぼす行為に対する課税を強化しつつ、同時に、労働など社会的に有益な行為に対する減税を行
う「バッズ（Bads）課税・グッズ（Goods）減税」を推進してきた。温暖化対処のための環境税を導
入する場合も、導入国8のほとんどは、その税収の多くを雇用対策や低所得者対策のための減税
に充ててきている（温暖化対策に充てる割合は税収の2割程度）。環境税を、環境問題対応に加え、
貧困・失業問題にも対応するために活用し、環境・経済・社会が鼎立する社会の構築を目指して
きたのである。日本では、税収の全てを温暖化対策に充てる制度としての導入を決定したが、経
済への悪影響を避けるため、その税率がかなり低率に抑えられている。
環境税導入国は、環境税が全世界で導入されていない現状で、各国毎に導入するにあたり、国

際競争にさらされている企業に対し減免措置を設けたり、極めて低税率にするなどの制度設計を
選択している。そのため、環境コストを十分に経済システムに内部化することに成功していると
は言い難く、持続可能な生産消費形態がそうでない生産消費形態よりもコスト的に不利を被らな
い状況を作り出すことに成功しているとは言い難い。日本で、震災後の景気低迷の中、地球温暖
化対策税導入に与野党が合意したことは画期的なことといえるが、導入される地球温暖化対策税
の税率は、きわめて低い税率であり、十分なものではない、といわざるをえない。
本来あるべき、環境コストを十分に内部化する環境税導入に向け、各国がさらに努力する必要

がある。ただし、そのためには、世界全体で導入するほうがより効果的である。そうなれば、国
際競争を考慮した税の減免の必要はなくなる。EUでは、EU全体での環境税導入がこれまでも追
求されてきている。その実施は、現実の政治状況を考えると容易ではないが、環境コスト内部化
のための国際的な管理・規制システムの強化、それをバックアップする国際経済システムの検討
は必須であり、国際社会全体の環境税の導入も、検討を開始・強化すべきである。

２－３．国際社会で検討が進む、環境に悪影響を及ぼす補助金の削減・撤廃―マイナス面も含め、
より詳細な検討が課題

リオ＋20準備会合で大きな焦点があたっているのが、「環境上有害な活動への補助金の削減・
撤廃」である。
昨今の各国の財政危機は、持続可能な生産・消費形態に対する補助金の拠出を困難にしてい

る。こうした状況で、持続不可能な生産・消費形態に対する補助金の削減・撤廃は、政府の財政
赤字縮小をももたらすものであり、そうした観点からも推し進めるべきである。
こうした補助金の削減・撤廃は、持続可能性確保の観点から、「環境への有害物質を排出する生

産消費に対する補助金の削減・撤廃」のみならず、「希少な自然資源の利用を促す補助金の削減・
撤廃」や「廃棄物の排出に対する補助金の削減・撤廃」も含むべきである。
また、「持続不可能な生産・消費活動への補助金の削減・撤廃」は、それにより新たな資金を捻

出でき、それを「持続可能な生産・消費活動への補助金・優遇措置の実施」へ振り向けることもで
きる。

8 北欧諸国・オランダ・英国・ドイツ・イタリア・スイス等
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ただし、このような補助金の削減・撤廃は、各国経済の過度の失速や社会不安等を生み出す可
能性がある9。現実に実施するには、多角的な側面からの検討を要する。
環境に有害な補助金の撤廃は、一国だけで実施しても、効果が薄く、環境に有害な産業の海外

移転・空洞化を招くだけの結果になる可能性もあり、各国それぞれの実施のみならず、国際社会
全体での実施の検討を加速することが重要である。ただし、こうした措置の実施は、環境上好ま
しい製品を生産・販売する産業の育成を促す一方で、環境負荷の大きな産業の衰退を促すことに
なるため、短期的に失業増大を促し、格差を拡大してしまう可能性がある。また、途上国の貧困
層の生活を圧迫してしまう可能性もある10。国際社会全体での実施検討にあたっては、雇用や格
差の観点からの検証も必要である。

２－４．環境・経済・社会鼎立のため、総合的な税財政改革が必要－法人税・所得税の改革・
国際的調整や革新的資金メカニズムの検討も課題

企業経営陣の多くは、海外移転の検討理由の一つに、日本の法人税率の高さをあげる。所得税
率の高さが有名なスウェーデンも、法人税率は比較的低く、それが産業の国際競争力・国の経済
力を強くし、福祉国家の基礎となっている、との考察もある11。新興国の多くも、日本より法人
税率が低い。
昨年末に少なからぬ日本企業トップが政府の地球温暖化対策税の導入方針に強く反対しなかっ

たのは、法人税減税の実施とセットであった点が大きい。震災後、政府は、復興財源確保のため
法人税の減税をとりやめ、その増税も検討し始めた。その一方で、地球温暖化対策税導入作業も
進めてきた。このような状況において、人件費や税率が低い他国への工場移転を考える経営者も
出てきている。
この状況を打開すべく、政府には、税財政改革を含む、総合的な雇用・空洞化対策実施が急務

となっている。
その際、他国の法人税率の低さに対抗して、他国への工場移転を抑制し、日本に投資を呼び込

むために、日本の法人税率を引き下げることも、とりうる選択肢となる。ただし、各国の法人税
の引き下げ競争が、各国の財政危機を生み、それが世界レベルの経済停滞・経済恐慌に結び付い
ている側面もある。従って、こうした状況の解消のためには、国際社会全体での法人税率の調整
に関する合意を追求することも、検討に値する。
また、各国の財政危機に対応しつつ、貧困削減・格差解消を進める観点からは、高額所得者の

所得税率を引き上げ、税の所得再分配機能を改めて強化することも重要である。しかし、もしこ
うした税制改革を行うと、高額所得者が税率の低い国に移り、かえって税収を失うことも懸念さ
れる。そこで、現実には、高額所得者を呼び込むため、各国の所得税最高税率の引き下げ競争も
起きている。格差解消・財政健全化の観点から、各国は、高額所得者の所得税率を引き上げる検
討を進めるとともに、それに関する何らかの国際社会全体の合意形成を目指すことも検討に値し
よう。

9 実際に、ナイジェリアでは2012年1月、燃料補助金廃止による暴動が起こり、それによる死者も出た。
10 例えば、途上国における化石燃料補助金の撤廃は、化石燃料に依拠して生活する貧困層の生活を圧迫することが懸念されて

いる。
11 湯元健治、佐藤吉宗『スウェーデン・パラドックス』日本経済出版社、 2010年11月など
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政治家にとって、増税は人気を落とす結果を招くことが危惧されるため、回避される傾向にあ
る。それが各国の財政危機の進展の一因となっている。こうした状況を鑑みれば、各国の財政危
機に対応するには、国際社会全体で共通する資金メカニズムの導入を検討すべきである。これは、
２－２で述べた国際環境税の検討のみならず、様々な税制・資金メカニズムの可能性がある。リ
オ＋20においても、革新的な資金メカニズムに関する議論が行われている（P21参照）。こうし
た資金メカニズムは、貧困・疫病・気候変動問題等に取り組むための新たな資金を創出・供給し
つつ、各国の財政危機の回避にも貢献しうる。これまでに国際社会で検討・提案されている様々
な革新的資金メカニズムのそれぞれには、制度設計における困難な点も伴う。しかし、各国の財
政危機は、世界全体の経済に暗い影を落としている。多くの場合、各国の経済停滞の最も強い影
響を受けるのは、貧困層である。各国の財政破綻は、貧困層のみならず、世界全体の多くの人々
の生活を破綻させてしまう可能性もある。こうした観点から、難しい課題ではあるが、国際的な
革新的資金メカニズムの検討を加速する必要がある。

＜おわりに＞
ここまで持続可能な開発と貧困撲滅の文脈におけるグリーンエコノミー実現に向けた、経済変

革の必要性と税財政改革について検討してきた。一言にグリーンエコノミーの推進といっても、
社会の多様な側面を考慮せずに実施されれば、別の問題を引き起こす可能性が小さくない。グ
リーンエコノミーは、政府の取組みのみで達成されるものではなく、企業・NGO・市民・研究
者などの積極的な取組みが求められるとともに、国際的な協調・連携も非常に重要となる。その
意味で、リオ＋20を機に、意義深い国際合意が形成されるかはもちろんのこと、いかに各セク
ターの取組・連携が広がるか、も問われている。
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国
連
人
間
環
境
会
議
は
、

19
72
年

6
月

5
日
か
ら

16
日
ま
で
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
で
開
催
さ
れ
、
人
間
環
境
の

保
全
と
向
上
に
関
し
、
世
界
の
人
々
を
励
ま
し
、
導
く
た
め
共
通
の
見
解
と
原
則
が
必
要
で
あ
る
と
考
え
、
以
下

の
と
お
り
宣
言
す
る
。

１
．
宣
 
言
 

（
１
）
人
は
環
境
の
創
造
物
で
あ
る
と
同
時
に
、
環
境
の
形
成
者
で
あ
る
。
環
境
は
人
間
の
生
存
を
支
え
る

と
と
も
に
、
知
的
、
道
徳
的
、
社
会
的
、
精
神
的
な
成
長
の
機
会
を
与
え
て
い
る
。
地
球
上
で
の
人
類

の
苦
難
に
満
ち
た
長
い
進
化
の
過
程
で
、
人
は
、
科
学
技
術
の
加
速
度
的
な
進
歩
に
よ
り
、
自
ら
の
環

境
を
無
数
の
方
法
と
前
例
の
な
い
規
模
で
変
革
す
る
力
を
得
る
段
階
に
達
し
た
。
自
然
の
ま
ま
の
環
境

と
人
に
よ
っ
て
作
ら
れ
た
環
境
は
、
共
に
人
間
の
福
祉
、
基
本
的
人
権
ひ
い
て
は
、
生
存
権
そ
の
も
の

の
享
受
の
た
め
基
本
的
に
重
要
で
あ
る
。

（
２
）
人
間
環
境
を
保
護
し
、
改
善
さ
せ
る
こ
と
は
、
世
界
中
の
人
々
の
福
祉
と
経
済
発
展
に
影
響
を
及
ぼ

す
主
要
な
課
題
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
全
世
界
の
人
々
が
緊
急
に
望
む
と
こ
ろ
で
あ
り
、
す
べ
て
の
政
府

の
義
務
で
あ
る
。

（
３
）
人
は
、
絶
え
ず
経
験
を
生
か
し
、
発
見
、
発
明
、
創
造
及
び
進
歩
を
続
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
今

日
四
囲
の
環
境
を
変
革
す
る
人
間
の
力
は
、
賢
明
に
用
い
る
な
ら
ば
、
す
べ
て
の
人
々
に
開
発
の
恩
恵

と
生
活
の
質
を
向
上
さ
せ
る
機
会
を
も
た
ら
す
こ
と
が
で
き
る
。
誤
っ
て
、
又
は
不
注
意
に
用
い
る
な

ら
ば
、
同
じ
力
は
、
人
間
と
人
間
環
境
に
対
し
は
か
り
知
れ
な
い
害
を
も
た
ら
す
こ
と
に
も
な
る
。
我
々

は
地
球
上
の
多
く
の
地
域
に
お
い
て
、
人
工
の
害
が
増
大
し
つ
つ
あ
る
こ
と
を
知
っ
て
い
る
。
そ
の
害

と
は
、
水
、
大
気
、
地
球
、
及
び
生
物
の
危
険
な
レ
ベ
ル
に
達
し
た
汚
染
、
生
物
圏
の
生
態
学
的
均
衡

に
対
す
る
大
き
な
、
か
つ
望
ま
し
く
な
い
か
く
乱
、
か
け
が
え
の
な
い
資
源
の
破
壊
と
枯
渇
及
び
人
工

の
環
境
、
特
に
生
活
環
境
、
労
働
環
境
に
お
け
る
人
間
の
肉
体
的
、
精
神
的
、
社
会
的
健
康
に
害
を
与

え
る
甚
だ
し
い
欠
陥
で
あ
る
。

（
４
）
開
発
途
上
国
で
は
、
環
境
問
題
の
大
部
分
が
低
開
発
か
ら
生
じ
て
い
る
。
何
百
万
の
人
々
が
十
分
な

食
物
、
衣
服
、
住
居
、
教
育
、
健
康
、
衛
生
を
欠
く
状
態
で
、
人
間
と
し
て
の
生
活
を
維
持
す
る
最
低

水
準
を
は
る
か
に
下
回
る
生
活
を
続
け
て
い
る
。
こ
の
た
め
開
発
途
上
国
は
、
開
発
の
優
先
順
位
と
環

境
の
保
全
、
改
善
の
必
要
性
を
念
頭
に
お
い
て
、
そ
の
努
力
を
開
発
に
向
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
同

国
連
人
間
環
境
会
議
（
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
会
議
：

19
72
年
）

人
間
環
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宣
言
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じ
目
的
の
た
め
先
進
工
業
国
は
、
自
ら
と
開
発
途
上
国
と
の
間
の
格
差
を
縮
め
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
先
進
工
業
国
で
は
、
環
境
問
題
は
一
般
に
工
業
化
及
び
技
術
開
発
に
関
連
し
て
い
る
。

（
５
）
人
口
の
自
然
増
加
は
、
絶
え
ず
環
境
の
保
全
に
対
し
問
題
を
提
起
し
て
お
り
、
こ
の
問
題
を
解
決
す

る
た
め
、
適
切
な
政
策
と
措
置
が
十
分
に
講
じ
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
万
物
の
中
で
、
人
間
は
最

も
貴
重
な
も
の
で
あ
る
。
社
会
の
進
歩
を
推
し
進
め
、
社
会
の
富
を
作
り
出
し
、
科
学
技
術
を
発
達
さ

せ
、
労
働
の
努
力
を
通
じ
て
人
間
環
境
を
常
に
変
え
て
ゆ
く
の
は
人
間
そ
の
も
の
で
あ
る
。
社
会
の
発

展
、
生
産
及
び
科
学
技
術
の
進
歩
と
と
も
に
、
環
境
を
改
善
す
る
人
間
の
能
力
は
日
に
日
に
向
上
す
る
。

（
６
）
我
々
は
歴
史
の
転
回
点
に
到
達
し
た
。
い
ま
や
我
々
は
世
界
中
で
、
環
境
へ
の
影
響
に
一
層
の
思
慮

深
い
注
意
を
払
い
な
が
ら
、
行
動
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
無
知
、
無
関
心
で
あ
る
な
ら
ば
、
我
々

は
、
我
々
の
生
命
と
福
祉
が
依
存
す
る
地
球
上
の
環
境
に
対
し
、
重
大
か
つ
取
り
返
し
の
つ
か
な
い
害

を
与
え
る
こ
と
に
な
る
。
逆
に
十
分
な
知
識
と
賢
明
な
行
動
を
も
っ
て
す
る
な
ら
ば
、
我
々
は
、
我
々

自
身
と
子
孫
の
た
め
、
人
類
の
必
要
と
希
望
に
そ
っ
た
環
境
で
、
よ
り
良
い
生
活
を
達
成
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
環
境
の
質
の
向
上
と
良
い
生
活
の
創
造
の
た
め
の
展
望
は
広
く
開
け
て
い
る
。
い
ま
必
要
な

も
の
は
、
熱
烈
で
は
あ
る
が
冷
静
な
精
神
と
、
強
烈
で
は
あ
る
が
秩
序
だ
っ
た
作
業
で
あ
る
。
自
然
の

世
界
で
自
由
を
確
保
す
る
た
め
に
は
、
自
然
と
協
調
し
て
、
よ
り
良
い
環
境
を
作
る
た
め
知
識
を
活
用

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
現
在
及
び
将
来
の
世
代
の
た
め
に
人
間
環
境
を
擁
護
し
向
上
さ
せ
る
こ
と
は
、

人
類
に
と
っ
て
至
上
の
目
標
、
す
な
わ
ち
平
和
と
、
世
界
的
な
経
済
社
会
発
展
の
基
本
的
か
つ
確
立
し

た
目
標
と
相
並
び
、
か
つ
調
和
を
保
っ
て
追
求
さ
れ
る
べ
き
目
標
と
な
っ
た
。

（
７
）
こ
の
環
境
上
の
目
標
を
達
成
す
る
た
め
に
は
、
市
民
及
び
社
会
、
企
業
及
び
団
体
が
、
す
べ
て
の
レ

ベ
ル
で
責
任
を
引
き
受
け
、
共
通
な
努
力
を
公
平
に
分
担
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
あ
ら
ゆ
る
身
分

の
個
人
も
、
す
べ
て
の
分
野
の
組
織
体
も
、
そ
れ
ぞ
れ
の
行
動
の
質
と
量
に
よ
っ
て
、
将
来
の
世
界
の

環
境
を
形
成
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。
地
方
自
治
体
及
び
国
の
政
府
は
、
そ
の
管
轄
の
範
囲
内
で
大
規
模

な
環
境
政
策
と
そ
の
実
施
に
関
し
最
大
の
責
任
を
負
う
。
こ
の
分
野
で
開
発
途
上
国
が
責
任
を
遂
行
す

る
の
を
助
け
る
た
め
、
財
源
調
達
の
国
際
協
力
も
必
要
と
さ
れ
る
。
環
境
問
題
は
一
層
複
雑
化
す
る
で

あ
ろ
う
が
、
そ
の
広
が
り
に
お
い
て
地
域
的
又
は
全
地
球
的
な
も
の
で
あ
り
、
ま
た
共
通
の
国
際
的
領

域
に
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
あ
る
の
で
、
共
通
の
利
益
の
た
め
国
家
間
の
広
範
囲
な
協
力
と
国
際
機
関

に
よ
る
行
動
が
必
要
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
国
連
人
間
環
境
会
議
は
、
各
国
政
府
と
国
民
に
対
し
、
人
類

と
そ
の
子
孫
の
た
め
、
人
間
環
境
の
保
全
と
改
善
を
目
指
し
て
、
共
通
の
努
力
を
す
る
こ
と
を
要
請
す

る
。

２
．
原
 
則

 
共
通
の
信
念
を
次
の
と
お
り
表
明
す
る
。

 
〔
環
境
に
関
す
る
権
利
と
義
務
〕

（
１
）
人
は
、
尊
厳
と
福
祉
を
保
つ
に
足
る
環
境
で
、
自
由
、
平
等
及
び
十
分
な
生
活
水
準
を
享
受
す
る
基

出
典
：
環
境
省
環
境
基
本
問
題
懇
談
会（
第
2回
）参
考
資
料
3「
人
間
環
境
宣
言（
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
人
間
環
境
会
議
の
宣
言
）」

ht
tp
://
w
w
w
.en
v.
go
.jp
/c
ou
nc
il/
21
ka
nk
yo
-k
/y
21
0-

64



参
考
資
料
３
 

- 3
 -

本
的
権
利
を
有
す
る
と
と
も
に
、
現
在
及
び
将
来
の
世
代
の
た
め
環
境
を
保
護
し
改
善
す
る
厳
粛
な
責

任
を
負
う
。
こ
れ
に
関
し
、
ア
パ
ル
ト
ヘ
イ
ト
（
人
種
隔
離
政
策
）、
人
種
差
別
、
差
別
的
取
扱
い
、
植

民
地
主
義
そ
の
他
の
圧
制
及
び
外
国
支
配
を
促
進
し
、
又
は
恒
久
化
す
る
政
策
は
非
難
さ
れ
、
排
除
さ

れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
〔
天
然
資
源
の
保
護
〕

（
２
）
大
気
、
水
、
大
地
、
動
植
物
及
び
特
に
自
然
の
生
態
系
の
代
表
的
な
も
の
を
含
む
地
球
上
の
天
然
資

源
は
、
現
在
及
び
将
来
の
世
代
の
た
め
に
、
注
意
深
い
計
画
と
管
理
に
よ
り
適
切
に
保
護
さ
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。

 

〔
再
生
可
能
な
資
源
〕

（
３
）
再
生
可
能
な
重
要
な
資
源
を
生
み
出
す
地
球
の
能
力
は
維
持
さ
れ
、
可
能
な
限
り
、
回
復
又
は
向
上

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
〔
野
生
生
物
の
保
護
〕

（
４
）
祖
先
か
ら
受
け
継
い
で
き
た
野
生
生
物
と
そ
の
生
息
地
は
、
今
日
種
々
の
有
害
な
要
因
に
よ
り
重
大

な
危
機
に
さ
ら
さ
れ
て
お
り
、
人
は
こ
れ
を
保
護
し
、
賢
明
に
管
理
す
る
特
別
な
責
任
を
負
う
。
野
生

生
物
を
含
む
自
然
の
保
護
は
、
経
済
開
発
の
計
画
立
案
に
お
い
て
重
視
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
〔
非
再
生
可
能
な
資
源
〕

（
５
）
地
球
上
の
再
生
で
き
な
い
資
源
は
将
来
の
枯
渇
の
危
険
に
備
え
、
か
つ
、
そ
の
使
用
か
ら
生
ず
る
成

果
が
す
べ
て
の
人
間
に
分
か
ち
与
え
ら
れ
る
よ
う
な
方
法
で
、
利
用
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
〔
有
害
物
質
の
排
出
規
制
〕

（
６
）
生
態
系
に
重
大
又
は
回
復
で
き
な
い
損
害
を
与
え
な
い
た
め
、
有
害
物
質
そ
の
他
の
物
質
の
排
出
及

び
熱
の
放
出
を
、
そ
れ
ら
を
無
害
に
す
る
環
境
の
能
力
を
超
え
る
よ
う
な
量
や
濃
度
で
行
う
こ
と
は
、

停
止
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
環
境
汚
染
に
反
対
す
る
す
べ
て
の
国
の
人
々
の
正
当
な
闘
争
は
支
持

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
〔
海
洋
汚
染
の
防
止
〕

（
７
）
各
国
は
、
人
間
の
健
康
に
危
険
を
も
た
ら
し
、
生
物
資
源
と
海
洋
生
物
に
害
を
与
え
、
海
洋
の
快
適

な
環
境
を
損
な
い
、
海
洋
の
正
当
な
利
用
を
妨
げ
る
よ
う
な
物
質
に
よ
る
海
洋
の
汚
染
を
防
止
す
る
た

め
、
あ
ら
ゆ
る
可
能
な
措
置
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
〔
経
済
社
会
開
発
〕

（
８
）
経
済
及
び
社
会
の
開
発
は
、
人
に
と
っ
て
好
ま
し
い
生
活
環
境
と
労
働
環
境
の
確
保
に
不
可
欠
な
も

の
で
あ
り
、
か
つ
、
生
活
の
質
の
向
上
に
必
要
な
条
件
を
地
球
上
に
作
り
だ
す
た
め
に
必
須
の
も
の
で

あ
る
。
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〔
開
発
の
促
進
と
援
助
〕

（
９
）
低
開
発
か
ら
起
こ
る
環
境
上
の
欠
陥
と
自
然
災
害
は
重
大
な
問
題
に
な
っ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
開
発

途
上
国
の
自
ら
の
努
力
を
補
う
た
め
の
相
当
量
の
資
金
援
助
及
び
技
術
援
助
の
提
供
と
、
必
要
が
生
じ

た
際
の
時
宜
を
得
た
援
助
で
促
進
さ
れ
た
開
発
に
よ
り
、
最
も
よ
く
救
済
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

 
〔
一
次
産
品
の
価
格
安
定
〕

（
10
）
開
発
途
上
国
に
と
っ
て
、
一
次
産
品
及
び
原
材
料
の
価
格
の
安
定
と
そ
れ
に
よ
る
十
分
な
収
益
は
環

境
の
管
理
に
不
可
欠
で
あ
る
。
生
態
学
的
な
プ
ロ
セ
ス
と
並
ん
で
経
済
的
な
要
素
を
考
慮
に
入
れ
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
。

 
〔
環
境
政
策
の
影
響
〕

（
11
）
す
べ
て
の
国
の
環
境
政
策
は
、
開
発
途
上
国
の
現
在
又
は
将
来
の
開
発
の
可
能
性
を
向
上
さ
せ
ね
ば

な
ら
ず
、
そ
の
可
能
性
に
対
し
て
悪
影
響
を
及
ぼ
す
も
の
で
あ
っ
て
は
な
ら
ず
、
す
べ
て
の
人
の
よ
り

良
い
生
活
条
件
の
達
成
を
妨
げ
て
は
な
ら
な
い
。
ま
た
、
環
境
上
の
措
置
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
国

内
及
び
国
際
的
な
経
済
的
帰
結
を
調
整
す
る
こ
と
の
合
意
に
達
す
る
た
め
、
各
国
及
び
国
際
機
関
は
適

当
な
措
置
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
〔
環
境
保
護
の
た
め
の
援
助
〕

（
12
）
開
発
途
上
国
の
状
態
と
そ
の
特
別
の
必
要
性
を
考
慮
し
、
開
発
計
画
に
環
境
保
護
を
組
み
入
れ
る
こ

と
か
ら
生
ず
る
費
用
を
考
慮
に
入
れ
、
さ
ら
に
要
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
こ
の
目
的
の
た
め
の
追
加
的

な
技
術
援
助
及
び
資
金
援
助
が
必
要
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
し
、
環
境
の
保
護
向
上
の
た
め
援
助
が
供
与

さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
〔
総
合
的
な
開
発
計
画
〕

（
13
）
合
理
的
な
資
源
管
理
を
行
い
、
環
境
を
改
善
す
る
た
め
、
各
国
は
、
そ
の
開
発
計
画
の
立
案
に
当
た

り
国
民
の
利
益
の
た
め
に
人
間
環
境
を
保
護
し
向
上
す
る
必
要
性
と
開
発
が
両
立
し
う
る
よ
う
、
総
合

性
を
保
ち
、
調
整
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
〔
合
理
的
計
画
〕

（
14
）
合
理
的
な
計
画
は
、
開
発
の
必
要
性
と
環
境
の
保
護
向
上
の
必
要
性
と
の
間
の
矛
盾
を
調
整
す
る
必

須
の
手
段
で
あ
る
。

 
〔
居
住
及
び
都
市
化
の
計
画
〕

（
15
）
居
住
及
び
都
市
化
の
計
画
は
、
環
境
に
及
ぼ
す
悪
影
響
を
回
避
し
、
す
べ
て
の
人
が
最
大
限
の
社
会

的
、
経
済
的
及
び
環
境
上
の
利
益
を
得
る
よ
う
、
立
案
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
関
し
、
植

民
地
主
義
者
及
び
人
種
差
別
主
義
者
に
よ
る
支
配
の
た
め
立
案
さ
れ
た
計
画
は
放
棄
さ
れ
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。

出
典
：
環
境
省
環
境
基
本
問
題
懇
談
会（
第
2回
）参
考
資
料
3「
人
間
環
境
宣
言（
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
人
間
環
境
会
議
の
宣
言
）」
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〔
人
口
政
策
〕

（
16
）
政
府
に
よ
っ
て
適
当
と
考
え
ら
れ
、
基
本
的
人
権
を
害
す
る
こ
と
の
な
い
人
口
政
策
は
、
人
口
増
加

率
若
し
く
は
過
度
の
人
口
集
中
が
環
境
上
若
し
く
は
開
発
上
悪
影
響
を
及
ぼ
す
よ
う
な
地
域
、
又
は
人

口
の
過
疎
が
人
間
環
境
の
向
上
と
開
発
を
妨
げ
る
よ
う
な
地
域
で
、
実
施
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
〔
環
境
所
轄
庁
〕

（
17
）
国
の
適
当
な
機
関
に
、
環
境
の
質
を
向
上
す
る
目
的
で
、
当
該
国
の
環
境
資
源
に
つ
き
計
画
し
、
管

理
し
、
又
は
規
制
す
る
任
務
が
委
ね
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
〔
科
学
技
術
〕

（
18
）
科
学
技
術
は
経
済
・
社
会
の
発
展
へ
の
寄
与
の
一
環
と
し
て
、
人
類
の
共
通
の
利
益
の
た
め
環
境
の

危
険
を
見
極
め
、
回
避
し
、
制
御
す
る
こ
と
、
及
び
環
境
問
題
を
解
決
す
る
こ
と
に
利
用
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

 
〔
教
育
〕

（
19
）
環
境
問
題
に
つ
い
て
の
若
い
世
代
と
成
人
に
対
す
る
教
育
は
―
恵
ま
れ
な
い
人
々
に
十
分
に
配
慮
し

て
行
う
も
の
と
し
―
個
人
、
企
業
及
び
地
域
社
会
が
環
境
を
保
護
向
上
す
る
よ
う
、
そ
の
考
え
方
を
啓

発
し
、
責
任
あ
る
行
動
を
取
る
た
め
の
基
盤
を
拡
げ
る
の
に
必
須
の
も
の
で
あ
る
。

 
 
 
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
は
、
環
境
悪
化
に
力
を
貸
し
て
は
な
ら
ず
、
す
べ
て
の
面
で
、
人
が
そ
の
資
質
を
伸

ば
す
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
環
境
を
保
護
改
善
す
る
必
要
性
に
関
し
、
教
育
的
な
情
報
を
広
く
提
供
す

る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。

 
〔
研
究
開
発
の
促
進
、
交
流
〕

（
20
）
国
内
及
び
国
際
的
な
環
境
問
題
に
関
連
し
た
科
学
的
研
究
開
発
は
、
す
べ
て
の
国
特
に
開
発
途
上
国

に
お
い
て
推
進
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
に
関
連
し
、
最
新
の
科
学
的
情
報
及
び
経
験
の
自
由

な
交
流
は
、
環
境
問
題
の
解
決
を
促
進
す
る
た
め
支
持
さ
れ
、
援
助
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
環
境

に
関
連
し
た
技
術
は
、
開
発
途
上
国
に
経
済
的
負
担
を
負
わ
せ
る
こ
と
な
し
に
、
広
く
普
及
さ
れ
る
こ

と
を
促
進
す
る
よ
う
な
条
件
で
提
供
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 
〔
環
境
に
対
す
る
国
の
権
利
と
責
任
〕

（
21
）
各
国
は
、
国
連
憲
章
及
び
国
際
法
の
原
則
に
従
い
、
自
国
の
資
源
を
そ
の
環
境
政
策
に
基
づ
い
て
開

発
す
る
主
権
を
有
す
る
。
各
国
は
ま
た
、
自
国
の
管
轄
権
内
又
は
支
配
下
の
活
動
が
他
国
の
環
境
又
は

国
家
の
管
轄
権
の
範
囲
を
越
え
た
地
域
の
環
境
に
損
害
を
与
え
な
い
よ
う
措
置
す
る
責
任
を
負
う
。

 
〔
補
償
に
関
す
る
国
際
法
の
発
展
〕

（
22
）
各
国
は
、
自
国
の
管
轄
権
内
又
は
支
配
下
の
活
動
が
、
自
国
の
管
轄
権
の
外
に
あ
る
地
域
に
及
ぼ
し

た
汚
染
そ
の
他
の
環
境
上
の
損
害
の
被
害
者
に
対
す
る
責
任
及
び
補
償
に
関
す
る
国
際
法
を
、
更
に
発

展
せ
し
め
る
よ
う
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
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〔
基
準
の
設
定
要
因
〕

（
23
）
国
際
社
会
に
お
い
て
合
意
さ
れ
る
ク
ラ
イ
テ
リ
ア
で
あ
れ
、
国
に
よ
っ
て
決
定
さ
れ
る
べ
き
基
準
で

あ
れ
、
そ
れ
ぞ
れ
の
国
の
価
値
体
系
を
考
慮
す
る
こ
と
が
す
べ
て
の
場
合
に
お
い
て
重
要
で
あ
る
。
最

も
進
ん
だ
先
進
国
に
と
っ
て
妥
当
な
基
準
で
も
開
発
途
上
国
に
と
っ
て
は
、
不
適
切
で
あ
り
、
か
つ
、

不
当
な
社
会
的
費
用
を
も
た
ら
す
こ
と
が
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
基
準
の
適
用
の
限
度
に
つ
い
て
も
考
慮

す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

 
〔
国
際
協
力
〕

（
24
）
環
境
の
保
護
と
改
善
に
関
す
る
国
際
問
題
は
、
国
の
大
小
を
問
わ
ず
、
平
等
の
立
場
で
、
協
調
的
な

精
神
に
よ
り
扱
わ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
多
国
間
取
り
決
め
、
二
国
間
取
り
決
め
そ
の
他
の
適
当
な

方
法
に
よ
る
協
力
は
、
す
べ
て
の
国
の
主
権
と
利
益
に
十
分
な
考
慮
を
払
い
な
が
ら
、
す
べ
て
の
分
野

に
お
け
る
活
動
か
ら
生
ず
る
環
境
に
対
す
る
悪
影
響
を
予
防
し
、
除
去
し
、
減
少
し
、
効
果
的
に
規
制

す
る
た
め
不
可
欠
で
あ
る
。

 
〔
国
際
機
関
の
役
割
〕

（
25
）
各
国
は
、
環
境
の
保
護
と
改
善
の
た
め
、
国
際
機
関
が
調
整
さ
れ
能
率
的
で
力
強
い
役
割
を
果
た
せ

る
よ
う
、
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

 

〔
核
兵
器
そ
の
他
の
大
量
破
壊
兵
器
〕

（
26
）
人
と
そ
の
環
境
は
、
核
兵
器
そ
の
他
す
べ
て
の
大
量
破
壊
の
手
段
の
影
響
か
ら
免
れ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
各
国
は
、
適
当
な
国
際
的
機
関
に
お
い
て
、
こ
の
よ
う
な
兵
器
の
除
去
と
完
全
な
破
棄
に
つ
い

て
、
す
み
や
か
に
合
意
に
達
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
19

72
年

6
月

16
日
）

 
 
 
（
注
）
宣
言
の
原
則
の
各
項
目
に
付
し
て
あ
る
〔
〕
書
き
の
見
出
し
は
、
項
目
の
内
容
を
一
目
で
つ

か
め
る
よ
う
、
環
境
省
担
当
者
が
付
し
た
も
の
で
あ
る
。

出
典
：
環
境
省
環
境
基
本
問
題
懇
談
会（
第
2回
）参
考
資
料
3「
人
間
環
境
宣
言（
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
人
間
環
境
会
議
の
宣
言
）」
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前
 
文

 
環
境
と
開
発
に
関
す
る
国
連
会
議
は
、

19
92
年

6
月

3
日
か
ら

14
日
ま
で
リ
オ
・
デ
・
ジ
ャ
ネ
イ
ロ
で

開
催
さ
れ
、
ス
ト
ッ
ク
ホ
ル
ム
宣
言
を
再
確
認
す
る
と
と
も
に
こ
れ
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
を
求
め
、
各
国
、

社
会
の
重
要
部
門
及
び
国
民
間
の
新
た
な
水
準
の
協
力
を
作
り
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
新
し
い
公
平
な
地
球
的

規
模
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
を
構
築
す
る
と
い
う
目
標
を
持
ち
、
全
て
の
者
の
た
め
の
利
益
を
尊
重
し
、
か

つ
地
球
的
規
模
の
環
境
及
び
開
発
の
シ
ス
テ
ム
の
一
体
性
を
保
持
す
る
国
際
的
合
意
に
向
け
て
作
業
し
、

我
々
の
家
庭
で
あ
る
地
球
の
不
可
分
性
、
相
互
依
存
性
を
認
識
し
、
以
下
の
と
お
り
宣
言
す
る
。

第
１
原
則
 

 
人
類
は
、
持
続
可
能
な
開
発
へ
の
関
心
の
中
心
に
あ
る
。
人
類
は
、
自
然
と
調
和
し
つ
つ
健
康
で
生
産
的

な
生
活
を
送
る
資
格
を
有
す
る
。

第
2
原
則
 

 
各
国
は
、
国
連
憲
章
及
び
国
際
法
の
原
則
に
則
り
、
自
国
の
環
境
及
び
開
発
政
策
に
従
っ
て
、
自
国
の
資

源
を
開
発
す
る
主
権
的
権
利
及
び
そ
の
管
轄
又
は
支
配
下
に
お
け
る
活
動
が
他
の
国
、
又
は
自
国
の
管
轄
権

の
限
界
を
超
え
た
地
域
の
環
境
に
損
害
を
与
え
な
い
よ
う
に
す
る
責
任
を
有
す
る
。

第
3
原
則
 

 
開
発
の
権
利
は
、
現
在
及
び
将
来
の
世
代
の
開
発
及
び
環
境
上
の
必
要
性
を
公
平
に
充
た
す
こ
と
が
で
き

る
よ
う
行
使
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
4
原
則
 

 
持
続
可
能
な
開
発
を
達
成
す
る
た
め
、
環
境
保
護
は
、
開
発
過
程
の
不
可
分
の
部
分
と
な
ら
な
け
れ
ば
な

ら
ず
、
そ
れ
か
ら
分
離
し
て
は
考
え
ら
れ
な
い
も
の
で
あ
る
。

第
5
原
則
 
 

 
す
べ
て
の
国
及
び
す
べ
て
の
国
民
は
、
生
活
水
準
の
格
差
を
減
少
し
、
世
界
の
大
部
分
の
人
々
の
必
要
性

を
よ
り
良
く
充
た
す
た
め
、
持
続
可
能
な
開
発
に
必
要
不
可
欠
な
も
の
と
し
て
、
貧
困
の
撲
滅
と
い
う
重
要

な
課
題
に
お
い
て
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
6
原
則
 

 
開
発
途
上
国
、
特
に
最
貧
国
及
び
環
境
の
影
響
を
最
も
受
け
易
い
国
の
特
別
な
状
況
及
び
必
要
性
に
対
し

国
連
環
境
開
発
会
議
（
地
球
サ
ミ
ッ
ト
：

19
92
年
、
リ
オ
・
デ
・
ジ
ャ
ネ
イ
ロ
）

環
境
と
開
発
に
関
す
る
リ
オ
宣
言
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て
、
特
別
の
優
先
度
が
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
環
境
と
開
発
に
お
け
る
国
際
的
行
動
は
、
全
て
の

国
の
利
益
と
必
要
性
に
も
取
り
組
む
べ
き
で
あ
る
。

第
7
原
則
 

 
各
国
は
、
地
球
の
生
態
系
の
健
全
性
及
び
完
全
性
を
、
保
全
、
保
護
及
び
修
復
す
る
グ
ロ
ー
バ
ル
・
パ
ー

ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の
精
神
に
則
り
、
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
地
球
環
境
の
悪
化
へ
の
異
な
っ
た
寄
与
と

い
う
観
点
か
ら
、
各
国
は
共
通
の
し
か
し
差
異
の
あ
る
責
任
を
有
す
る
。
先
進
諸
国
は
、
彼
等
の
社
会
が
地

球
環
境
へ
か
け
て
い
る
圧
力
及
び
彼
等
の
支
配
し
て
い
る
技
術
及
び
財
源
の
観
点
か
ら
、
持
続
可
能
な
開
発

の
国
際
的
な
追
及
に
お
い
て
有
し
て
い
る
義
務
を
認
識
す
る
。

第
8
原
則
 

 
各
国
は
、
す
べ
て
の
人
々
の
た
め
に
持
続
可
能
な
開
発
及
び
質
の
高
い
生
活
を
達
成
す
る
た
め
に
、
持
続

可
能
で
な
い
生
産
及
び
消
費
の
様
式
を
減
ら
し
、
取
り
除
き
、
そ
し
て
適
切
な
人
口
政
策
を
推
進
す
べ
き
で

あ
る
。

第
9
原
則
 

 
各
国
は
、
科
学
的
、
技
術
的
な
知
見
の
交
換
を
通
じ
た
科
学
的
な
理
解
を
改
善
さ
せ
、
そ
し
て
、
新
し
く

か
つ
革
新
的
な
も
の
を
含
む
技
術
の
開
発
、
適
用
、
普
及
及
び
移
転
を
強
化
す
る
こ
と
に
よ
り
、
持
続
可
能

な
開
発
の
た
め
の
各
国
内
の
対
応
能
力
の
強
化
の
た
め
に
協
力
す
べ
き
で
あ
る
。

第
10
原
則
 

 
環
境
問
題
は
、
そ
れ
ぞ
れ
の
レ
ベ
ル
で
、
関
心
の
あ
る
全
て
の
市
民
が
参
加
す
る
こ
と
に
よ
り
最
も
適
切

に
扱
わ
れ
る
。
国
内
レ
ベ
ル
で
は
、
各
個
人
が
、
有
害
物
質
や
地
域
社
会
に
お
け
る
活
動
の
情
報
を
含
め
、

公
共
機
関
が
有
し
て
い
る
環
境
関
連
情
報
を
適
切
に
入
手
し
、
そ
し
て
、
意
志
決
定
過
程
に
参
加
す
る
機
会

を
有
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
各
国
は
、
情
報
を
広
く
行
き
渡
ら
せ
る
こ
と
に
よ
り
、
国
民
の
啓
発
と
参
加

を
促
進
し
か
つ
奨
励
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
賠
償
、
救
済
を
含
む
司
法
及
び
行
政
手
続
き
へ
の
効
果
的
な

ア
ク
セ
ス
が
与
え
ら
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
11
原
則
 

各
国
は
、
効
果
的
な
環
境
法
を
制
定
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
環
境
基
準
、
管
理
目
的
及
び
優
先
度
は
、

適
用
さ
れ
る
環
境
と
開
発
の
状
況
を
反
映
す
る
も
の
と
す
べ
き
で
あ
る
。
一
部
の
国
が
適
用
し
た
基
準
は
、

他
の
国
、
特
に
発
展
途
上
国
に
と
っ
て
は
不
適
切
で
あ
り
、
不
当
な
経
済
的
及
び
社
会
的
な
費
用
を
も
た
ら

す
か
も
し
れ
な
い
。

第
12
原
則
 

 
各
国
は
、
環
境
の
悪
化
の
問
題
に
よ
り
適
切
に
対
処
す
る
た
め
、
す
べ
て
の
国
に
お
け
る
経
済
成
長
と
持

続
可
能
な
開
発
を
も
た
ら
す
よ
う
な
協
力
的
で
開
か
れ
た
国
際
経
済
シ
ス
テ
ム
を
促
進
す
る
た
め
、
協
力
す

べ
き
で
あ
る
。
環
境
の
目
的
の
た
め
の
貿
易
政
策
上
の
措
置
は
、
恣
意
的
な
、
あ
る
い
は
不
当
な
差
別
又
は

出
典
：
環
境
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環
境
基
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問
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国
際
貿
易
に
対
す
る
偽
装
さ
れ
た
規
制
手
段
と
さ
れ
る
べ
き
で
は
な
い
。
輸
入
国
の
管
轄
外
の
環
境
問
題
に

対
処
す
る
一
方
的
な
行
動
は
避
け
る
べ
き
で
あ
る
。
国
境
を
越
え
る
、
あ
る
い
は
地
球
規
模
の
環
境
問
題
に

対
処
す
る
環
境
対
策
は
、
可
能
な
限
り
、
国
際
的
な
合
意
に
基
づ
く
べ
き
で
あ
る
。

第
13
原
則
 

 
各
国
は
、
汚
染
及
び
そ
の
他
の
環
境
悪
化
の
被
害
者
へ
の
責
任
及
び
賠
償
に
関
す
る
国
内
法
を
策
定
し
な

く
て
は
な
ら
な
い
。
更
に
、
各
国
は
、
迅
速
か
つ
よ
り
確
固
と
し
た
方
法
で
、
自
国
の
管
轄
あ
る
い
は
支
配

下
に
お
け
る
活
動
に
よ
り
、
管
轄
外
の
地
域
に
及
ぼ
さ
れ
た
環
境
悪
化
の
影
響
に
対
す
る
責
任
及
び
賠
償
に

関
す
る
国
際
法
を
、
更
に
発
展
さ
せ
る
べ
く
協
力
し
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

第
14
原
則
 

 
各
国
は
、
深
刻
な
環
境
悪
化
を
引
き
起
こ
す
、
あ
る
い
は
人
間
の
健
康
に
有
害
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
い

か
な
る
活
動
及
び
物
質
も
、
他
の
国
へ
の
移
動
及
び
移
転
を
控
え
る
べ
く
、
あ
る
い
は
防
止
す
べ
く
効
果
的

に
協
力
す
べ
き
で
あ
る
。

第
15
原
則
 

 
環
境
を
保
護
す
る
た
め
、
予
防
的
方
策
は
、
各
国
に
よ
り
、
そ
の
能
力
に
応
じ
て
広
く
適
用
さ
れ
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。
深
刻
な
、
あ
る
い
は
不
可
逆
的
な
被
害
の
お
そ
れ
が
あ
る
場
合
に
は
、
完
全
な
科
学
的
確
実

性
の
欠
如
が
、
環
境
悪
化
を
防
止
す
る
た
め
の
費
用
対
効
果
の
大
き
い
対
策
を
延
期
す
る
理
由
と
し
て
使
わ

れ
て
は
な
ら
な
い
。

第
16
原
則
 

 
国
の
機
関
は
、
汚
染
者
が
原
則
と
し
て
汚
染
に
よ
る
費
用
を
負
担
す
る
と
の
方
策
を
考
慮
し
つ
つ
、
ま
た
、

公
益
に
適
切
に
配
慮
し
、
国
際
的
な
貿
易
及
び
投
資
を
歪
め
る
こ
と
な
く
、
環
境
費
用
の
内
部
化
と
経
済
的

手
段
の
使
用
の
促
進
に
努
め
る
べ
き
で
あ
る
。

第
17
原
則
 

 
環
境
影
響
評
価
は
、
国
の
手
段
と
し
て
環
境
に
重
大
な
悪
影
響
を
及
ぼ
す
か
も
し
れ
ず
、
か
つ
権
限
あ
る

国
家
機
関
の
決
定
に
服
す
活
動
に
対
し
て
実
施
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
18
原
則
 

 
各
国
は
、
突
発
の
有
害
な
効
果
を
他
国
に
も
た
ら
す
か
も
知
れ
な
い
自
然
災
害
、
あ
る
い
は
そ
の
他
の
緊

急
事
態
を
、
そ
れ
ら
の
国
に
直
ち
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
被
災
し
た
国
を
支
援
す
る
た
め
国
際
社

会
に
よ
る
あ
ら
ゆ
る
努
力
が
な
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
19
原
則
 

 
各
国
は
、
国
境
を
こ
え
る
環
境
へ
の
重
大
な
影
響
を
も
た
ら
し
う
る
活
動
に
つ
い
て
、
潜
在
的
に
影
響
を

被
る
か
も
知
れ
な
い
国
に
対
し
、
事
前
の
時
宜
に
か
な
っ
た
通
告
と
関
連
情
報
の
提
供
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
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ら
ず
、
ま
た
早
期
の
段
階
で
誠
意
を
持
っ
て
こ
れ
ら
の
国
と
協
議
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
20
原
則
 

 
女
性
は
、
環
境
管
理
と
開
発
に
お
い
て
重
要
な
役
割
を
有
す
る
。
そ
の
た
め
、
彼
女
ら
の
十
分
な
参
加
は
、

持
続
可
能
な
開
発
の
達
成
の
た
め
に
必
須
で
あ
る
。

第
21
原
則
 

 
持
続
可
能
な
開
発
を
達
成
し
、
す
べ
て
の
者
の
た
め
の
よ
り
良
い
将
来
を
確
保
す
る
た
め
、
世
界
の
若
者

の
創
造
力
、
理
想
及
び
勇
気
が
、
地
球
的
規
模
の
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
を
構
築
す
る
よ
う
結
集
さ
れ
る
べ
き

で
あ
る
。

第
22
原
則
 

 
先
住
民
と
そ
の
社
会
及
び
そ
の
他
の
地
域
社
会
は
、
そ
の
知
識
及
び
伝
統
に
鑑
み
、
環
境
管
理
と
開
発
に

お
い
て
重
要
な
役
割
を
有
す
る
。
各
国
は
彼
ら
の
同
一
性
、
文
化
及
び
利
益
を
認
め
、
十
分
に
支
持
し
、
持

続
可
能
な
開
発
の
達
成
へ
の
効
果
的
参
加
を
可
能
と
さ
せ
る
べ
き
で
あ
る
。

第
23
原
則
 

 
抑
圧
、
支
配
及
び
占
領
の
下
に
あ
る
人
々
の
環
境
及
び
天
然
資
源
は
、
保
護
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
24
原
則
 

 
戦
争
は
、
元
来
、
持
続
可
能
な
開
発
を
破
壊
す
る
性
格
を
有
す
る
。
そ
の
た
め
、
各
国
は
、
武
力
紛
争
時

に
お
け
る
環
境
保
護
に
関
す
る
国
際
法
を
尊
重
し
、
必
要
に
応
じ
、
そ
の
一
層
の
発
展
の
た
め
協
力
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

第
25
原
則
 

 
平
和
、
開
発
及
び
環
境
保
全
は
、
相
互
依
存
的
で
あ
り
、
切
り
離
す
こ
と
は
で
き
な
い
。

第
26
原
則
 

 
各
国
は
、
す
べ
て
の
環
境
に
関
す
る
紛
争
を
平
和
的
に
、
か
つ
、
国
連
憲
章
に
従
っ
て
適
切
な
手
段
に
よ

り
解
決
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
27
原
則
 

 
各
国
及
び
国
民
は
、
こ
の
宣
言
に
表
明
さ
れ
た
原
則
の
実
施
及
び
持
続
可
能
な
開
発
の
分
野
に
お
け
る
国

際
法
の
一
層
の
発
展
の
た
め
、
誠
実
に
、
か
つ
、
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の
精
神
で
協
力
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 出
典
：
環
境
省
環
境
基
本
問
題
懇
談
会（
第
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資
料
5－
1「
環
境
と
開
発
に
関
す
る
リ
オ
宣
言
」

ht
tp
://
w
w
w
.en
v.
go
.jp
/c
ou
nc
il/
21
ka
nk
yo
-k
/y
21
0-
02
/r
ef
_0
5_
1.p
df

68



ミ
レ
ニ
ア
ム
宣
言
（
仮
訳
）

ト
ッ
プ
ペ
ー
ジ
 ＞
 会
談
・
訪
問
 ＞
 過
去
の
記
録
 

  
 

ミ
レ
ニ
ア
ム
宣
言
 

（
仮
訳
）
 

平
成
12
年
9月
8日

 
I. 
価
値
と
原
則

1.
  我
々
、
元
首
及
び
政
府
首
脳
は
、
新
た
な
千
年
期
の
黎
明
に
際
し
て
、
20
00
年
9月
6－
8日
に

NY
の
国
連
本
部
に
参
集
し
、
よ
り
平
和
で
繁
栄
し
公
正
な
世
界
の
不
可
欠
の
基
礎
と
し
て
の
国

連
及
び
国
連
憲
章
に
対
す
る
信
頼
を
再
確
認
し
た
。
 

2.
  我
々
は
、
各
々
の
社
会
に
対
す
る
個
別
の
責
任
に
加
え
、
全
世
界
に
わ
た
り
人
間
の
尊
厳
、
平
等

及
び
衡
平
を
支
持
す
る
集
団
的
責
任
を
有
し
て
い
る
こ
と
を
認
識
す
る
。
し
た
が
っ
て
、
我
々
は

指
導
者
と
し
て
世
界
の
全
て
の
人
々
、
特
に
、
最
も
弱
い
人
々
、
就
中
未
来
を
担
う
世
界
の
子
供

達
に
対
し
て
責
任
を
負
っ
て
い
る
。
 

3.
  我
々
は
、
時
を
越
え
普
遍
的
な
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
な
国
連
憲
章
の
目
的
と
原
則
に
対
す

る
コ
ミ
ッ
ト
メ
ン
ト
を
再
確
認
す
る
。
国
家
と
人
民
が
ま
す
ま
す
相
互
に
関
連
し
依
存
す
る
よ
う

に
な
っ
て
き
た
こ
と
か
ら
、
国
連
憲
章
の
目
的
と
原
則
の
重
要
性
と
示
唆
力
は
大
き
く
な
っ
て
き

た
。
 

4.
  我
々
は
、
憲
章
の
目
的
と
原
則
に
し
た
が
い
、
世
界
中
に
公
正
で
持
続
的
な
平
和
を
う
ち
立
て
る

こ
と
を
決
意
す
る
。
我
々
は
、
全
て
の
国
家
の
主
権
的
平
等
、
全
て
の
国
家
の
領
土
保
全
と
政
治

的
独
立
性
の
尊
重
、
平
和
的
手
段
に
よ
る
公
正
の
原
則
と
国
際
法
に
則
っ
た
紛
争
の
解
決
、
依
然

と
し
て
植
民
地
支
配
や
外
国
に
よ
る
占
領
下
に
あ
る
人
民
の
自
決
権
、
国
家
の
内
政
へ
の
不
干

渉
、
人
権
及
び
基
本
的
自
由
の
尊
重
、
人
種
・
性
別
・
言
語
・
宗
教
の
違
い
に
よ
ら
な
い
万
人
の

平
等
な
権
利
の
尊
重
、
及
び
経
済
的
・
社
会
的
・
文
化
的
或
い
は
人
道
的
性
格
の
国
際
問
題
の
解

決
の
た
め
の
国
際
協
力
を
支
持
す
る
あ
ら
ゆ
る
努
力
を
支
援
す
る
こ
と
に
改
め
て
献
身
す
る
。
 

5.
  今
日
我
々
が
直
面
す
る
主
た
る
課
題
は
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
が
世
界
の
全
て
の
人
々
に
と

り
前
向
き
の
力
と
な
る
こ
と
を
確
保
す
る
こ
と
で
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ

ン
は
大
き
な
機
会
を
提
供
す
る
一
方
、
現
時
点
で
は
そ
の
恩
恵
は
極
め
て
不
均
等
に
配
分
さ
れ
、

そ
の
コ
ス
ト
は
不
均
等
に
配
分
さ
れ
て
い
る
。
我
々
は
開
発
途
上
国
及
び
経
済
が
移
行
期
に
あ
る

諸
国
が
こ
の
主
た
る
課
題
に
対
応
す
る
上
で
特
別
の
困
難
に
直
面
し
て
い
る
こ
と
を
認
識
す
る
。

し
た
が
っ
て
、
我
々
に
共
通
な
多
様
な
人
間
性
に
基
づ
く
、
共
通
の
未
来
を
創
る
た
め
の
広
範
か

つ
持
続
的
な
努
力
を
通
じ
て
の
み
、
グ
ロ
ー
バ
リ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
は
包
括
的
か
つ
衡
平
な
も
の
と
な

り
う
る
。
こ
れ
ら
の
努
力
は
、
開
発
途
上
国
及
び
移
行
期
に
あ
る
経
済
の
ニ
ー
ズ
に
対
応
し
、
こ

れ
ら
諸
国
の
効
果
的
な
参
加
に
よ
り
形
成
さ
れ
実
施
さ
れ
る
、
世
界
レ
ベ
ル
の
政
策
や
手
段
を
含

ま
ね
ば
な
ら
な
い
。
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6.
  我
々
は
、
い
く
つ
か
の
基
本
的
価
値
が
、
21
世
紀
に
お
け
る
国
際
関
係
に
と
り
不
可
欠
で
あ
る
と

考
え
る
。
そ
れ
ら
の
価
値
に
は
以
下
が
含
ま
れ
る
。
 

●
    
 自
由
：
男
性
も
女
性
も
、
尊
厳
を
有
し
、
飢
餓
か
ら
解
放
さ
れ
、
暴
力
・
抑
圧
・
不
公
平

の
恐
怖
か
ら
解
放
さ
れ
て
、
生
活
を
営
み
子
供
を
育
て
る
権
利
を
有
す
る
。
民
意
に
基
づ

く
民
主
的
で
参
加
型
の
統
治
が
こ
れ
ら
の
諸
権
利
を
最
大
限
に
保
障
す
る
。
 

●
    
 平
等
：
い
か
な
る
個
人
、
い
か
な
る
国
家
も
、
開
発
か
ら
恩
恵
を
得
る
機
会
を
否
定
さ
れ

て
は
な
ら
な
い
。
女
性
と
男
性
の
権
利
と
機
会
の
平
等
は
保
障
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
 

●
    
 団
結
：
グ
ロ
ー
バ
ル
な
課
題
に
は
、
衡
平
と
社
会
正
義
と
い
う
基
本
的
な
原
則
に
し
た

が
っ
て
、
コ
ス
ト
と
負
担
が
公
正
に
分
担
さ
れ
る
よ
う
な
方
法
で
、
取
り
組
ま
ね
ば
な
ら

な
い
。
苦
し
ん
で
い
る
者
、
恩
恵
を
受
け
る
こ
と
の
最
も
少
な
い
者
は
、
最
も
恩
恵
を
受

け
る
者
か
ら
支
援
を
受
け
る
資
格
が
あ
る
。
 

●
    
 寛
容
：
人
類
は
、
信
仰
、
文
化
及
び
言
語
の
全
て
の
多
様
性
に
お
い
て
相
互
を
尊
重
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。
社
会
の
中
の
差
異
、
及
び
社
会
同
士
の
差
異
を
畏
れ
て
は
な
ら
ず
、

抑
圧
し
て
は
な
ら
ず
、
人
間
性
の
貴
重
な
資
産
と
し
て
大
切
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

平
和
の
文
化
と
全
て
の
文
明
間
の
対
話
は
積
極
的
に
推
進
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
 

●
    
 自
然
の
尊
重
：
全
て
の
生
物
及
び
天
然
資
源
の
管
理
に
お
い
て
は
、
持
続
可
能
な
開
発
と

い
う
指
針
に
し
た
が
っ
て
、
慎
重
さ
が
示
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
そ
れ
に
よ
っ
て
の
み
、

我
々
が
自
然
か
ら
享
受
し
て
い
る
計
り
知
れ
な
い
富
を
保
全
し
、
我
々
の
子
孫
に
伝
え
る

こ
と
が
で
き
る
。
現
在
の
持
続
不
可
能
な
製
造
・
消
費
様
式
は
、
将
来
の
我
々
の
福
利
及

び
我
々
の
子
孫
の
福
利
の
た
め
に
、
変
更
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
 

●
    
 責
任
の
共
有
：
世
界
の
経
済
・
社
会
開
発
並
び
に
国
際
の
平
和
と
安
全
に
対
す
る
脅
威
へ

の
取
組
の
責
任
は
、
世
界
の
国
々
に
よ
っ
て
分
か
ち
合
わ
れ
、
多
角
的
に
果
た
さ
れ
な
く

て
は
な
ら
な
い
。
世
界
で
最
も
普
遍
的
で
最
も
代
表
的
な
機
関
と
し
て
、
国
連
は
中
心
的

な
役
割
を
果
た
さ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
 

7.
  こ
れ
ら
の
共
有
さ
れ
る
価
値
を
行
動
に
変
え
る
た
め
に
、
我
々
が
特
に
重
要
と
考
え
る
主
要
な
目

標
を
確
認
し
た
。
 

II.
 平
和
、
安
全
お
よ
び
軍
縮
 

8.
  我
々
は
、
過
去
10
年
間
に
50
0万
人
以
上
の
命
を
奪
っ
た
、
国
内
或
い
は
国
家
間
の
戦
禍
か
ら

人
々
を
解
放
す
る
た
め
、
い
か
な
る
努
力
も
惜
し
ま
な
い
。
我
々
は
ま
た
、
大
量
破
壊
兵
器
が
も

た
ら
す
危
険
を
根
絶
す
る
こ
と
を
追
求
す
る
。
 

9.
  そ
れ
ゆ
え
我
々
は
、
 

●
    
 国
内
問
題
と
同
様
に
国
際
問
題
に
お
い
て
も
、
法
の
支
配
の
尊
重
を
強
化
し
、
特
に
、
加

盟
国
が
当
事
者
で
あ
る
場
合
に
、
国
連
憲
章
に
則
り
、
国
際
司
法
裁
判
所
の
決
定
の
遵
守

を
確
保
す
る
こ
と
を
決
意
す
る
 

●
    
 国
連
に
紛
争
予
防
、
紛
争
の
平
和
的
解
決
、
平
和
維
持
、
紛
争
後
の
平
和
構
築
・
復
興
の

た
め
に
必
要
な
資
源
と
手
段
を
与
え
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
平
和
と
安
全
の
維
持
に
関
し
て

国
連
を
よ
り
効
果
的
な
も
の
と
す
る
こ
と
を
決
意
す
る
。
こ
の
関
連
で
、
国
連
平
和
活
動

検
討
パ
ネ
ル
の
報
告
に
留
意
し
、
総
会
に
対
し
て
、
速
や
か
に
そ
の
勧
告
を
検
討
す
る
よ

う
要
請
す
る
。
 

●
    
 国
連
憲
章
第
8章
の
規
定
に
し
た
が
い
、
国
連
と
地
域
機
関
の
協
力
を
強
化
す
る
こ
と
を

決
意
す
る
。
 

●
    
 加
盟
国
に
よ
る
、
軍
備
管
理
・
軍
縮
分
野
の
条
約
及
び
国
際
人
道
法
・
人
権
法
の
履
行
を

確
保
す
る
こ
と
を
決
意
し
、
全
て
の
国
に
対
し
、
国
際
刑
事
裁
判
所
ロ
ー
マ
規
程
に
署
名

し
批
准
す
る
こ
と
を
検
討
す
る
よ
う
呼
び
か
け
る
。
 

●
    
 国
際
テ
ロ
に
対
し
て
協
調
し
た
行
動
を
と
る
こ
と
、
及
び
全
て
の
関
連
国
際
条
約
に
可
能

な
限
り
早
期
に
加
入
す
る
こ
と
を
決
意
す
る
。
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 世
界
の
薬
物
問
題
に
対
処
す
る
た
め
の
我
々
の
公
約
を
実
施
す
る
た
め
の
努
力
を
倍
加
す

る
こ
と
を
決
意
す
る
。
 

●
    
 人
の
密
輸
及
び
不
法
移
民
、
資
金
洗
浄
を
含
む
、
国
際
犯
罪
の
あ
ら
ゆ
る
面
に
対
処
す
る

た
め
の
努
力
を
強
化
す
る
。
 

●
    
 国
連
の
経
済
制
裁
の
、
罪
の
な
い
人
々
に
対
す
る
負
の
効
果
を
最
小
限
に
と
ど
め
、
か
か

る
制
裁
体
制
を
定
期
的
に
再
検
討
し
、
制
裁
の
第
三
者
に
対
す
る
負
の
効
果
を
な
く
す
る

こ
と
を
決
意
す
る
。
 

●
    
 大
量
破
壊
兵
器
と
り
わ
け
核
兵
器
の
廃
絶
に
向
け
て
努
力
し
、
核
兵
器
の
危
険
根
絶
の
た

め
の
方
策
を
検
討
す
る
国
際
会
議
を
開
催
す
る
可
能
性
を
含
め
、
こ
の
目
標
の
達
成
に
向

け
全
て
の
選
択
肢
を
残
し
た
ま
ま
に
し
て
お
く
こ
と
を
決
意
す
る
。
 

●
    
 来
る
国
連
小
型
武
器
会
議
の
全
て
の
勧
告
を
考
慮
し
、
特
に
兵
器
取
引
を
よ
り
透
明
に
す

る
こ
と
及
び
地
域
的
軍
縮
措
置
を
支
援
す
る
こ
と
に
よ
り
、
小
型
武
器
と
軽
兵
器
の
不
正

取
引
を
終
結
さ
せ
る
た
め
に
、
協
調
し
た
行
動
を
と
る
こ
と
を
決
意
す
る
。
 

●
    
 全
て
の
国
家
に
対
し
、
対
人
地
雷
禁
止
条
約
及
び
特
定
通
常
兵
器
使
用
禁
止
制
限
条
約
の

改
正
さ
れ
た
地
雷
議
定
書
へ
の
加
入
を
呼
び
か
け
る
こ
と
を
決
意
す
る
。
 

10
.  我
々
は
、
加
盟
国
に
対
し
、
個
々
に
ま
た
集
団
的
に
、
現
在
お
よ
び
将
来
に
お
い
て
、
オ
リ
ン

ピ
ッ
ク
停
戦
を
遵
守
す
る
よ
う
、
ま
た
、
ス
ポ
ー
ツ
と
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
の
理
念
を
通
じ
て
平
和
と

人
類
の
理
解
を
促
進
す
る
国
際
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
委
員
会
の
努
力
を
支
持
す
る
よ
う
促
す
。
 

III
. 開
発
お
よ
び
貧
困
撲
滅
 

11
.  我
々
は
、
我
々
の
同
胞
た
る
男
性
、
女
性
そ
し
て
児
童
を
、
現
在
十
億
人
以
上
が
直
面
し
て
い

る
、
悲
惨
で
非
人
道
的
な
極
度
の
貧
困
状
態
か
ら
解
放
す
る
の
た
め
、
い
か
な
る
努
力
も
惜
し
ま

な
い
。
我
々
は
、
全
て
の
人
々
が
開
発
の
権
利
を
現
実
の
も
の
と
す
る
こ
と
、
並
び
に
全
人
類
を

欠
乏
か
ら
解
放
す
る
こ
と
に
コ
ミ
ッ
ト
す
る
。
 

12
.  そ
れ
ゆ
え
我
々
は
、
開
発
及
び
貧
困
撲
滅
に
資
す
る
環
境
を
、
各
国
及
び
世
界
レ
ベ
ル
で
同
様
に

創
出
す
る
こ
と
を
決
意
す
る
。
 

13
.  こ
れ
ら
の
目
標
の
達
成
の
成
功
如
何
は
、
と
り
わ
け
国
内
の
よ
い
統
治
に
か
か
っ
て
お
り
、
ま

た
、
国
際
レ
ベ
ル
で
の
よ
い
統
治
、
及
び
金
融
・
通
貨
・
貿
易
体
制
に
お
け
る
透
明
性
に
も
か

か
っ
て
い
る
。
我
々
は
、
開
か
れ
、
衡
平
で
、
ル
ー
ル
に
則
り
、
予
見
可
能
で
、
無
差
別
な
多
角

的
貿
易
・
金
融
体
制
に
コ
ミ
ッ
ト
し
て
い
る
。
 

14
.  我
々
は
、
開
発
途
上
国
が
持
続
的
開
発
に
必
要
な
資
金
を
調
達
す
る
た
め
に
必
要
な
資
源
を
動
員

す
る
上
で
直
面
し
て
い
る
障
害
を
懸
念
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
我
々
は
、
20
01
年
に
開
催
さ
れ
る

開
発
資
金
会
議
の
成
功
を
確
保
す
る
た
め
、
あ
ら
ゆ
る
努
力
を
行
う
。
 

15
.  我
々
は
ま
た
、
後
発
開
発
途
上
国
の
特
別
な
ニ
ー
ズ
に
対
処
す
る
こ
と
を
企
図
す
る
。
こ
の
関
連

で
、
20
01
年
5月
の
第
三
回
国
連
LD
C会
議
を
歓
迎
し
、
そ
の
成
功
を
確
保
す
る
た
め
努
力
す

る
。
我
々
は
先
進
国
に
対
し
、
 

●
    
 望
ま
し
く
は
第
三
回
国
連
LD
C会
議
ま
で
に
、
後
発
開
発
途
上
国
か
ら
の
実
質
的
に
全
て

の
輸
出
品
に
対
し
、
無
税
・
無
枠
の
ア
ク
セ
ス
の
政
策
を
採
用
す
る
よ
う
求
め
る
。
 

●
    
 重
債
務
貧
困
国
が
貧
困
削
減
へ
の
決
意
を
目
に
見
え
る
形
で
示
す
こ
と
と
引
き
替
え
に
、

重
債
務
貧
困
国
に
対
す
る
拡
充
さ
れ
た
債
務
救
済
プ
ロ
グ
ラ
ム
を
こ
れ
以
上
の
遅
滞
な
く

実
施
す
る
よ
う
、
ま
た
、
こ
れ
ら
諸
国
の
全
て
の
二
国
間
公
的
債
務
の
帳
消
し
に
同
意
す

る
よ
う
求
め
る
。
 

●
    
 よ
り
寛
大
な
無
償
開
発
援
助
を
、
特
に
自
国
の
資
源
を
専
ら
貧
困
削
減
の
た
め
に
活
用
す

る
努
力
を
し
て
い
る
諸
国
に
提
供
す
る
よ
う
求
め
る
。
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16
.  我
々
は
、
ま
た
、
低
・
中
所
得
開
発
途
上
国
の
債
務
問
題
に
、
こ
れ
ら
諸
国
の
債
務
を
長
期
的
に

持
続
可
能
な
も
の
と
す
る
よ
う
な
様
々
な
国
内
的
及
び
国
際
的
措
置
を
通
じ
て
、
包
括
的
か
つ
効

果
的
に
取
り
組
む
こ
と
を
決
意
す
る
。
 

17
.  我
々
は
、
ま
た
、
バ
ル
バ
ド
ス
行
動
計
画
お
よ
び
第
22
回
特
別
総
会
の
成
果
の
迅
速
か
つ
完
全
な

実
施
に
よ
り
、
小
島
嶼
開
発
途
上
国
の
特
別
な
ニ
ー
ズ
に
対
処
す
る
こ
と
を
決
意
す
る
。
我
々

は
、
国
際
社
会
に
対
し
、
脆
弱
性
指
標
の
改
善
に
お
い
て
小
島
嶼
開
発
途
上
国
の
特
別
な
ニ
ー
ズ

が
考
慮
さ
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
よ
う
促
す
。
 

18
.  我
々
は
内
陸
開
発
途
上
国
の
特
別
の
ニ
ー
ズ
と
問
題
を
認
識
す
る
。
我
々
は
、
二
国
間
及
び
多
国

間
の
援
助
国
に
対
し
、
こ
れ
ら
の
諸
国
の
特
別
な
開
発
上
の
ニ
ー
ズ
に
沿
う
よ
う
資
金
協
力
お
よ

び
技
術
協
力
を
増
加
さ
せ
、
交
通
・
輸
送
体
制
の
改
善
に
よ
り
地
理
的
障
害
の
克
服
を
支
援
す
る

よ
う
促
す
。
 

19
.  我
々
は
、
更
に
 

●
    
 20
15
年
ま
で
に
、
一
日
の
所
得
が
1ド
ル
以
下
の
人
口
の
比
率
、
及
び
飢
餓
に
苦
し
む
人

口
比
率
を
半
減
す
る
こ
と
、
ま
た
同
期
日
ま
で
に
、
安
全
な
飲
料
水
を
入
手
で
き
ず
、
ま

た
は
そ
の
余
裕
が
な
い
人
口
比
率
を
半
減
す
る
こ
と
を
決
意
す
る
。
 

●
    
 同
期
日
ま
で
に
、
全
て
の
地
域
の
児
童
が
、
男
子
も
女
子
も
同
様
に
、
初
等
教
育
課
程
を

完
全
に
修
了
で
き
る
よ
う
に
す
る
こ
と
、
ま
た
、
全
て
の
段
階
の
教
育
に
つ
い
て
の
男
子

と
女
子
の
均
等
な
機
会
を
確
保
す
る
こ
と
を
決
意
す
る
。
 

●
    
 同
期
日
ま
で
に
、
出
産
死
亡
率
を
4分
の
3、
ま
た
5歳
以
下
の
乳
幼
児
死
亡
率
を
3分
の

2、
そ
れ
ぞ
れ
現
在
の
数
値
か
ら
削
減
し
て
い
る
こ
と
を
決
意
す
る
。
 

●
    
 同
期
日
ま
で
に
、
HI
V/
AI
DS
感
染
、
マ
ラ
リ
ア
や
人
類
を
苦
し
め
る
そ
の
他
の
主
要
疾
病

の
災
禍
の
蔓
延
を
止
め
、
減
少
さ
せ
始
め
て
い
る
こ
と
を
決
意
す
る
。
 

●
    
 H
IV
/A
ID
Sに
よ
る
孤
児
に
対
し
て
特
別
な
支
援
を
行
う
こ
と
を
決
意
す
る
。
 

●
    
 20
20
年
ま
で
に
、
「
ス
ラ
ム
街
な
き
都
市
」
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ヴ
の
提
案
の
通
り
、
少
な
く

と
も
1億
人
の
ス
ラ
ム
居
住
者
の
生
活
の
顕
著
な
改
善
を
達
成
し
て
い
る
こ
と
を
決
意
す

る
。
 

20
.  我
々
は
、
ま
た
、
 

●
    
 貧
困
、
飢
餓
や
疾
病
に
取
り
組
み
、
ま
た
真
に
持
続
可
能
な
開
発
を
促
進
す
る
効
果
的
な

方
途
と
し
て
、
男
女
平
等
と
女
性
の
エ
ン
パ
ワ
メ
ン
ト
を
促
進
す
る
こ
と
を
決
意
す
る
。
 

●
    
 全
て
の
地
域
の
若
者
に
適
切
か
つ
生
産
的
な
仕
事
を
得
る
真
の
機
会
を
与
え
る
よ
う
な
戦

略
を
策
定
し
実
施
す
る
こ
と
を
決
意
す
る
。
 

●
    
 基
本
的
薬
品
を
、
開
発
途
上
国
で
そ
れ
を
必
要
と
す
る
全
て
の
人
々
が
よ
り
広
く
入
手
で

き
、
購
入
可
能
な
も
の
と
す
る
よ
う
、
製
薬
産
業
を
奨
励
す
る
こ
と
を
決
意
す
る
。
 

●
    
 開
発
と
貧
困
撲
滅
の
推
進
の
追
求
に
お
い
て
、
民
間
部
門
、
市
民
社
会
団
体
と
強
力
な

パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
を
発
展
さ
せ
る
こ
と
を
決
意
す
る
。
 

●
    
 最
新
技
術
、
と
り
わ
け
情
報
通
信
技
術
の
恩
恵
が
、
経
済
社
会
理
事
会
20
00
の
閣
僚
宣
言

に
含
ま
れ
る
勧
告
に
し
た
が
い
、
全
て
の
人
々
に
行
き
渡
る
よ
う
確
保
す
る
こ
と
を
決
意

す
る
。
 

IV
. 共
有
の
環
境
の
保
護
 

21
.  我
々
は
、
全
て
の
人
類
、
就
中
、
我
々
の
子
供
達
や
孫
達
を
、
人
間
の
諸
活
動
に
よ
っ
て
回
復
不

能
な
ま
で
に
損
な
わ
れ
、
必
要
な
資
源
が
十
分
で
な
く
な
っ
た
地
球
に
暮
ら
す
脅
威
か
ら
解
放
す

る
た
め
、
い
か
な
る
努
力
も
惜
し
ま
な
い
。
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ミ
レ
ニ
ア
ム
宣
言
（
仮
訳
）

22
.  我
々
は
、
国
連
環
境
開
発
会
議
（
UN
CE
D）
で
合
意
さ
れ
た
ア
ジ
ェ
ン
ダ
21
に
盛
り
込
ま
れ
た

原
則
も
含
め
、
持
続
可
能
な
開
発
の
原
則
に
対
す
る
支
持
を
再
確
認
す
る
。
 

23
.  そ
れ
ゆ
え
我
々
は
、
我
々
の
全
て
の
環
境
関
連
の
行
動
に
お
い
て
、
保
全
と
管
理
の
新
し
い
倫
理

を
採
用
す
る
こ
と
を
決
意
し
、
そ
の
第
一
歩
と
し
て
、
 

●
    
 望
ま
し
く
は
20
02
年
の
国
連
環
境
開
発
会
議
十
周
年
ま
で
に
京
都
議
定
書
の
発
効
を
確
保

す
べ
く
、
あ
ら
ゆ
る
努
力
を
行
う
こ
と
、
ま
た
、
必
要
と
さ
れ
る
温
室
効
果
ガ
ス
排
出
の

削
減
に
乗
り
出
す
こ
と
を
決
意
す
る
。
 

●
    
 全
て
の
種
類
の
森
林
の
管
理
、
保
全
及
び
持
続
可
能
な
開
発
の
た
め
の
集
団
的
努
力
を
強

化
す
る
。
 

●
    
 生
物
多
様
性
条
約
、
及
び
、
深
刻
な
干
ば
つ
又
は
砂
漠
化
に
直
面
す
る
国
、
特
に
ア
フ
リ

カ
に
お
い
て
砂
漠
化
に
対
処
す
る
た
め
の
条
約
の
完
全
実
施
を
急
ぐ
こ
と
を
決
意
す
る
。
 

●
    
 地
域
、
国
家
、
地
方
レ
ベ
ル
で
、
衡
平
な
ア
ク
セ
ス
及
び
適
正
な
供
給
の
双
方
を
促
進
す

る
水
管
理
戦
略
を
策
定
す
る
こ
と
に
よ
り
、
持
続
不
可
能
な
水
資
源
の
利
用
を
停
止
す
る

こ
と
を
決
意
す
る
。
 

●
    
 自
然
災
害
お
よ
び
人
に
よ
っ
て
も
た
ら
さ
れ
る
災
害
の
数
と
こ
れ
に
よ
る
被
害
を
削
減
す

る
た
め
の
協
力
を
強
化
す
る
こ
と
を
決
意
す
る
。
 

●
    
 ヒ
ト
・
ゲ
ノ
ム
塩
基
配
列
に
関
す
る
情
報
へ
の
自
由
な
ア
ク
セ
ス
を
確
保
す
る
こ
と
を
決

意
す
る
。
 

V.
 人
権
、
民
主
主
義
お
よ
び
良
い
統
治
 

24
.  我
々
は
、
民
主
主
義
を
推
進
し
、
法
の
支
配
並
び
に
発
展
の
権
利
を
含
む
、
国
際
的
に
認
め
ら
れ

た
全
て
の
人
権
お
よ
び
基
本
的
自
由
の
尊
重
を
強
化
す
る
た
め
、
い
か
な
る
努
力
も
惜
し
ま
な

い
。
 

25
.  そ
れ
ゆ
え
我
々
は
、
 

●
    
 世
界
人
権
宣
言
を
完
全
に
尊
重
し
支
持
す
る
こ
と
を
決
意
す
る
。
 

●
    
 全
て
の
国
に
お
い
て
、
万
人
の
市
民
的
、
政
治
的
、
経
済
的
、
社
会
的
及
び
文
化
的
権
利

の
完
全
な
保
護
と
促
進
の
た
め
に
努
力
す
る
こ
と
を
決
意
す
る
。
 

●
    
 民
主
主
義
、
及
び
少
数
者
の
権
利
を
含
む
人
権
の
尊
重
の
原
則
と
実
践
を
実
施
す
る
全
て

の
国
の
能
力
を
強
化
す
る
こ
と
を
決
意
す
る
。
 

●
    
 女
性
に
対
す
る
あ
ら
ゆ
る
形
態
の
暴
力
に
対
抗
し
、
女
子
差
別
撤
廃
条
約
を
実
施
す
る
こ

と
を
決
意
す
る
。
 

●
    
 移
民
、
移
住
労
働
者
、
及
び
そ
の
家
族
の
人
権
の
尊
重
と
保
護
を
確
保
し
、
多
く
の
社
会

で
増
加
し
つ
つ
あ
る
人
種
主
義
や
外
国
人
排
斥
の
行
動
を
撲
滅
し
、
及
び
、
全
て
の
社
会

に
お
い
て
よ
り
一
層
の
協
調
と
寛
容
を
促
進
す
る
た
め
の
措
置
を
と
る
こ
と
を
決
意
す

る
。
 

●
    
 全
て
の
国
で
全
て
の
市
民
の
真
正
な
参
加
を
可
能
に
す
る
、
よ
り
包
括
的
な
政
治
プ
ロ
セ

ス
の
た
め
に
協
力
し
て
取
り
組
む
こ
と
を
決
意
す
る
。
 

●
    
 メ
デ
ィ
ア
が
そ
の
本
質
的
役
割
を
果
た
す
自
由
と
、
大
衆
の
情
報
ア
ク
セ
ス
の
自
由
を
確

保
す
る
こ
と
を
決
意
す
る
。
 

VI
. 弱
者
の
保
護
 

26
.  我
々
は
、
自
然
災
害
、
ジ
ェ
ノ
サ
イ
ド
、
武
力
紛
争
、
そ
の
他
の
人
道
的
緊
急
事
態
の
影
響
を
を

不
釣
り
合
い
に
被
る
、
児
童
や
全
て
の
市
民
が
、
で
き
る
限
り
早
期
に
通
常
生
活
を
再
開
で
き
る

よ
う
に
、
あ
ら
ゆ
る
支
援
と
保
護
が
与
え
ら
れ
る
こ
と
を
確
保
す
る
た
め
、
い
か
な
る
努
力
も
惜

し
ま
な
い
。
 

　
そ
れ
ゆ
え
我
々
は
、
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 国
際
人
道
法
に
則
り
、
複
雑
な
緊
急
事
態
に
お
け
る
市
民
の
保
護
を
強
化
し
拡
大
す
る
こ

と
を
決
意
す
る
。
 

●
    
 難
民
の
受
入
国
に
対
す
る
人
道
支
援
の
負
担
分
担
と
調
整
を
含
む
国
際
協
力
を
強
化
す
る

こ
と
、
及
び
全
て
の
難
民
と
避
難
民
が
安
全
か
つ
尊
厳
を
も
っ
て
自
発
的
に
帰
還
し
、
社

会
に
円
滑
に
再
統
合
で
き
る
よ
う
援
助
す
る
こ
と
を
決
意
す
る
。
 

●
    
 児
童
の
権
利
に
関
す
る
条
約
、
児
童
の
武
力
紛
争
へ
の
参
加
に
関
す
る
選
択
議
定
書
、
並

び
に
児
童
売
買
、
児
童
買
春
、
及
び
児
童
ポ
ル
ノ
に
関
す
る
選
択
議
定
書
の
批
准
お
よ
び

完
全
な
実
施
を
奨
励
す
る
こ
と
を
決
意
す
る
。
 

VI
I. 
ア
フ
リ
カ
の
特
別
な
ニ
ー
ズ
へ
の
対
応
 

27
.  我
々
は
、
ア
フ
リ
カ
に
お
け
る
民
主
主
義
の
強
化
を
支
持
し
、
持
続
的
平
和
、
貧
困
撲
滅
及
び
持

続
可
能
な
開
発
に
お
け
る
ア
フ
リ
カ
の
人
々
の
努
力
を
支
援
し
、
そ
れ
に
よ
り
世
界
経
済
の
主
潮

流
に
ア
フ
リ
カ
を
統
合
し
て
い
く
。
 

28
.  そ
れ
ゆ
え
我
々
は
、
 

●
    
 ア
フ
リ
カ
に
お
け
る
振
興
民
主
主
義
国
の
政
治
組
織
及
び
組
織
構
造
に
対
し
て
完
全
な
支

持
を
与
え
る
こ
と
を
決
意
す
る
。
 

●
    
 紛
争
予
防
、
政
治
的
安
定
促
進
の
た
め
の
地
域
的
及
び
準
地
域
的
メ
カ
ニ
ズ
ム
を
奨
励
、

支
持
す
る
こ
と
、
ア
フ
リ
カ
大
陸
に
お
け
る
平
和
維
持
活
動
の
た
め
の
確
か
な
資
源
の
流

れ
を
確
保
す
る
こ
と
を
決
意
す
る
。
 

●
    
 債
務
帳
消
し
、
市
場
ア
ク
セ
ス
の
改
善
、
政
府
開
発
援
助
(O
DA
)の
拡
大
や
外
国
直
接
投

資
（
FD
I）
の
流
入
増
加
、
並
び
に
技
術
移
転
を
含
む
、
ア
フ
リ
カ
に
お
け
る
貧
困
撲
滅

と
持
続
可
能
な
開
発
の
諸
課
題
に
対
処
す
る
た
め
の
特
別
な
措
置
を
と
る
こ
と
を
決
意
す

る
。
 

●
    
 H
IV
/A
ID
S及
び
そ
の
他
の
感
染
症
の
蔓
延
に
対
す
る
ア
フ
リ
カ
の
対
処
能
力
の
向
上
を
支

援
す
る
こ
と
を
決
意
す
る
。
 

VI
II.
 国
連
の
強
化
 

29
.  我
々
は
、
国
連
を
、
全
世
界
の
人
民
の
開
発
の
た
め
の
闘
い
、
貧
困
・
無
知
・
疾
病
と
の
闘
い
、

不
公
正
と
の
闘
い
、
暴
力
・
恐
怖
・
犯
罪
と
の
闘
い
、
及
び
我
々
共
通
の
住
ま
い
の
劣
化
・
破
壊

と
の
闘
い
と
い
う
全
て
の
優
先
課
題
の
追
求
の
た
め
の
よ
り
効
果
的
な
機
関
に
す
る
た
め
、
い
か

な
る
努
力
も
惜
し
ま
な
い
。
 

30
.  そ
れ
ゆ
え
我
々
は
、
 

●
    
 国
連
の
主
た
る
審
議
機
関
、
政
策
形
成
機
関
、
代
表
的
機
関
と
し
て
、
総
会
の
中
心
的
地

位
を
再
確
認
し
、
そ
の
役
割
を
効
果
的
に
果
た
す
こ
と
を
可
能
に
す
る
こ
と
を
決
意
す

る
。
 

●
    
 全
て
の
面
に
お
け
る
安
保
理
の
包
括
的
な
改
革
の
実
現
の
た
め
の
努
力
を
強
化
す
る
こ
と

を
決
意
す
る
。
 

●
    
 近
年
の
成
果
の
上
に
、
経
社
理
が
憲
章
で
付
与
さ
れ
た
役
割
を
遂
行
す
る
こ
と
を
支
援
す

る
た
め
、
こ
れ
を
一
層
強
化
す
る
こ
と
を
決
意
す
る
。
 

●
    
 国
際
問
題
に
お
け
る
公
正
と
法
の
支
配
を
確
保
す
る
た
め
に
、
国
際
司
法
裁
判
所
を
強
化

す
る
こ
と
を
決
意
す
る
。
 

●
    
 国
連
の
主
要
機
関
が
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
を
遂
行
す
る
中
で
、
そ
れ
ら
の
間
で
、
定
期
的
な

協
議
・
調
整
を
奨
励
す
る
こ
と
を
決
意
す
る
。
 

●
    
 国
連
が
、
任
務
遂
行
に
必
要
な
資
源
を
時
宜
を
得
、
か
つ
予
見
可
能
な
方
途
で
供
給
さ
れ

る
こ
と
を
確
保
す
る
こ
と
を
決
意
す
る
。
 

●
    
 事
務
局
に
対
し
、
総
会
で
合
意
さ
れ
た
明
確
な
規
則
と
方
法
に
従
い
、
全
て
の
加
盟
国
の
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ミ
レ
ニ
ア
ム
宣
言
（
仮
訳
）

利
益
の
た
め
に
、
得
ら
れ
る
最
良
の
管
理
実
践
と
技
術
を
採
用
し
、
加
盟
国
の
合
意
さ
れ

た
優
先
課
題
を
反
映
す
る
任
務
に
専
念
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
資
源
を
最
も
よ
く

利
用
す
る
よ
う
促
す
こ
と
を
決
意
す
る
。
 

●
    
 国
連
要
員
及
び
関
連
要
員
の
安
全
に
関
す
る
条
約
へ
の
遵
守
を
促
進
す
る
こ
と
を
決
意
す

る
。
 

●
    
 平
和
と
開
発
の
課
題
へ
の
完
全
に
調
整
さ
れ
た
取
組
を
達
成
す
る
た
め
に
、
政
策
の
よ
り

大
き
な
一
貫
性
を
確
保
し
、
国
連
、
国
連
機
関
、
ブ
レ
ト
ン
・
ウ
ッ
ズ
機
関
、
W
TO
並
び

に
そ
の
他
の
多
国
間
機
関
と
の
間
の
協
力
を
一
層
拡
大
す
る
こ
と
を
決
意
す
る
。
 

●
    
 平
和
と
安
全
、
経
済
・
社
会
開
発
、
国
際
法
と
人
権
、
民
主
主
義
及
び
女
性
問
題
等
の

様
々
な
分
野
に
お
け
る
、
各
国
議
会
の
世
界
機
関
で
あ
る
列
国
議
会
同
盟
を
通
じ
た
、
国

連
と
各
国
議
会
の
協
力
を
更
に
強
化
す
る
こ
と
を
決
意
す
る
。
 

●
    
 民
間
部
門
、
NG
O、
及
び
市
民
社
会
一
般
に
対
し
、
国
連
の
目
標
と
計
画
の
実
現
に
貢
献

す
る
、
よ
り
大
き
な
機
会
を
提
供
す
る
こ
と
を
決
意
す
る
。
 

31
.  我
々
は
総
会
に
対
し
、
こ
の
宣
言
の
規
定
の
実
施
の
進
展
を
定
期
的
に
再
検
討
す
る
よ
う
要
請

し
、
事
務
総
長
に
対
し
、
総
会
に
お
け
る
検
討
の
た
め
及
び
更
な
る
行
動
の
基
礎
と
し
て
定
期
的

な
報
告
を
発
行
す
る
よ
う
要
請
す
る
。
 

32
.  我
々
は
、
こ
の
歴
史
的
な
機
会
に
際
し
、
国
連
が
人
類
全
体
と
い
う
家
族
の
共
通
の
不
可
欠
な
家

で
あ
り
、
こ
れ
を
通
じ
て
平
和
、
協
力
、
及
び
開
発
の
た
め
の
普
遍
的
な
目
標
の
実
現
を
追
求
す

る
こ
と
を
厳
か
に
再
確
認
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
我
々
は
、
こ
れ
ら
共
通
の
目
標
に
対
す
る
惜
し
み
な

い
支
持
と
、
そ
の
実
現
の
決
意
を
誓
う
。
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ー
ゴ
ス
ラ
ビ
ア
国
際
刑
事
裁
判
所（
IC
TY
）

ル
ワ
ン
ダ
国
際
刑
事
裁
判
所（
IC
T
R
）

平
和
維
持
活
動
・
ミ
ッ
シ
ョ
ン

テ
ロ
対
策
委
員
会

補
助
機
関

主
要
委
員
会

人
権
理
事
会

会
期
委
員
会

常
設
委
員
会
及
び
ア
ド
ホ
ッ
ク
組
織

そ
の
他
の
補
助
機
関

諮
問
的
補
助
機
関

国
連
平
和
構
築
委
員
会（
P
B
C
）

計
画
と
基
金

国
連
貿
易
開
発
会
議

（
U
N
C
TA
D
）

　
国
際
貿
易
セ
ン
タ
ー（
IT
C
）

　（
U
N
C
TA
D
/W
TO
）

国
連
薬
物
統
制
計
画（
U
N
D
C
P）
*1

国
連
環
境
計
画（
U
N
E
P
）

国
連
児
童
基
金（
U
N
IC
E
F）

国
連
開
発
計
画（
U
N
D
P
）

　
国
際
婦
人
開
発
基
金

　（
U
N
IF
E
M
）

　
国
連
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア

　（
U
N
V
）

　
国
連
資
本
開
発
基
金

　（
U
N
C
D
F）

国
連
人
口
基
金（
U
N
FP
A
）

国
連
難
民
高
等
弁
務
官
事
務
所

（
U
N
H
C
R
）

世
界
食
料
計
画（
W
FP
）

国
連
パ
レ
ス
チ
ナ
難
民
救
済

事
業
機
関（
U
N
R
W
A
）*
2

国
連
人
間
居
住
計
画

（
U
N
-H
A
B
IT
AT
）

研
究
及
び
研
修
所

国
連
地
域
間
犯
罪
司
法
研
究
所

（
U
N
IC
R
I）

国
連
訓
練
調
査
研
修
所

（
U
N
IT
A
R
）

国
連
社
会
開
発
研
究
所

（
U
N
R
IS
D
）

国
連
軍
縮
研
究
所

（
U
N
ID
IR
）*
2

国
際
婦
人
調
査
訓
練
研
修
所

（
U
N
-IN
S
T
R
A
W
）

そ
の
他
の
国
連
機
関

国
連
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
サ
ー
ビ
ス
機
関（
U
N
O
P
S
）

国
連
大
学（
U
N
U
）

そ
の
他
の
信
託
基
金

8

国
際
的
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の
た
め
の
国
連
基
金（
U
N
FI
P
）　
　
国
連
民
主
主
義
基
金（
U
N
D
E
F)

国
連
シ
ス
テ
ム
・
ス
タ
ッ
フ
・
カ
レ
ッ
ジ（
U
N
S
S
C
）

国
連
エ
イ
ズ
合
同
計
画（
U
N
A
ID
S
）

機
能
委
員
会

麻
薬
委
員
会

犯
罪
防
止
刑
事
司
法
委
員
会

開
発
の
た
め
の
科
学
技
術
委
員
会

持
続
可
能
開
発
委
員
会

女
性
の
地
位
委
員
会

人
口
開
発
委
員
会

社
会
開
発
委
員
会

統
計
委
員
会

地
域
委
員
会

ア
フ
リ
カ
経
済
委
員
会（
E
C
A
）

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
経
済
委
員
会（
E
C
E）

ラ
テ
ン
ア
メ
リ
カ
・
カ
リ
ブ
経
済
委
員
会（
EC
LA
C）

ア
ジ
ア
太
平
洋
経
済
社
会
委
員
会（
ES
C
A
P
）

西
ア
ジ
ア
経
済
社
会
委
員
会（
ES
C
W
A
）

そ
の
他

先
住
民
に
関
す
る
常
設
フ
ォ
ー
ラ
ム

国
連
森
林
フ
ォ
ー
ラ
ム

会
期
/常
設
委
員
会

専
門
家
、
ア
ド
ホ
ッ
ク
、
及
び
関
連
組
織

関
連
機
関

世
界
貿
易
機
関（
W
TO
）

国
際
原
子
力
機
関（
IA
E
A
）*
5

包
括
的
核
実
験
禁
止
条
約
機
構

準
備
委
員
会（
C
T
B
TO
 P
re
p.
co
m
）*
6

化
学
兵
器
禁
止
機
構（
O
P
C
W
）*
6

専
門
機
関
*7

国
際
労
働
機
関（
IL
O
）

国
連
食
糧
農
業
機
関（
FA
O
）

国
連
教
育
科
学
文
化
機
関

（
U
N
ES
C
O
）

世
界
保
健
機
関（
W
H
O
）

世
界
銀
行
グ
ル
ー
プ

　
国
際
復
興
開
発
銀
行（
IB
R
D
）

　
国
際
開
発
協
会（
ID
A
）

　
国
際
金
融
公
社（
IF
C
）

　
多
国
間
投
資
保
証
機
関

　（
M
IG
A
）

国
際
投
資
紛
争
解
決
セ
ン
タ
ー

　（
IC
S
ID
）

国
際
通
貨
基
金（
IM
F）

国
際
民
間
航
空
機
関（
IC
A
O
）

国
際
海
事
機
関（
IM
O
）

国
際
電
気
通
信
連
合（
IT
U
）

万
国
郵
便
連
合（
U
P
U
）

世
界
気
象
機
関（
W
M
O
）

世
界
知
的
所
有
権
機
関（
W
IP
O
）

国
際
農
業
開
発
基
金（
IF
A
D
）

国
連
工
業
開
発
機
関（
U
N
ID
O
）

世
界
観
光
機
関（
U
N
W
TO
）*
3

各
部
局

事
務
総
長
室（
O
S
G
）*
3

内
部
監
査
部（
O
IO
S
）

法
務
局（
O
LA
）

政
治
局（
D
P
A
）

平
和
維
持
活
動
局（
D
P
K
O
）

フ
ィ
ー
ル
ド
支
援
局（
D
FS
）*
4

人
道
問
題
調
整
部（
O
C
H
A
）

経
済
社
会
局（
D
ES
A
）

総
会
・
会
議
管
理
局（
D
G
A
C
M
）

広
報
局（
D
P
I）

管
理
局（
D
M
）

後
発
開
発
途
上
国
な
ら
び
に

　
内
陸
開
発
途
上
国
、

　
小
島
嶼
開
発
途
上
国
の
た
め
の

　
高
等
代
表
事
務
所 （
UN
-O
HR
LL
S）

国
連
人
権
高
等
弁
務
官
事
務
所

（
O
H
C
H
R
）

国
連
薬
物
犯
罪
事
務
所 （
U
N
O
D
C
）

安
全
保
安
局（
D
S
S
）

国
連
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
事
務
所（
U
N
O
G
）

国
連
ウ
ィ
ー
ン
事
務
所（
U
N
O
V
）

国
連
ナ
イ
ロ
ビ
事
務
所（
U
N
O
N
）

注
：
主
要
機
関
か
ら
の
実
線
は
直
接
の
報
告
関
係
を
示
す
。

　
  点
線
は
、補
助
機
関
の
関
係
に
な
い
こ
と
を
示
す
。

2
0
0
8
.7
.1
7

1
. 国
連
薬
物
統
制
計
画
(U
N
D
C
P
)は
国
連
薬
物
犯
罪
事
務
所
(U
N
O
D
C
)の
一
部
で
あ
る
。
　
2
.U
N
R
W
A
及
び
U
N
ID
IR
は
総
会
に
対
し
て
の
み
報
告
す
る
。
　
3
.国
連
倫
理
事
務
所（
Th
e 
U
ni
te
d 
N
at
io
ns
 E
th
ic
s 
O
ffi
ce
）、
国
連
オ
ン
ブ
ズ
マ
ン
事
務
所
(t
he
 U
ni
te
d 
N
at
io
ns
 O
m
bu
ds
m
an
's
 O
ffi
ce
 )
、

情
報
技
術
担
当
チ
ー
フ
オ
フ
ィ
サ
ー
(t
he
 C
hi
ef
 In
fo
rm
at
io
n 
Te
ch
no
lo
gy
 O
ffi
ce
r)
は
、
事
務
総
長
に
直
接
報
告
す
る
。
　
4
.特
別
な
場
合
、
フ
ィ
ー
ル
ド
支
援
局
事
務
次
長
は
平
和
維
持
活
動
担
当
事
務
次
長
に
直
接
報
告
す
る
。
　
5
.国
際
原
子
力
機
関
(IA
EA
)は
,安
全
保
障
理
事
会
と
総
会
に
報
告
す
る
。

6
.C
TB
TO
準
備
委
員
会
と
O
P
C
W
は
総
会
に
報
告
す
る
。
　
7
.専
門
機
関
は
、
政
府
間
レ
ベ
ル
で
は
、
EC
O
S
O
C
を
通
し
て
、
ま
た
事
務
局
間
レ
ベ
ル
で
は
、
主
要
執
行
理
事
会
(C
hi
ef
 E
xe
cu
ti
ve
s 
B
oa
rd
 f
or
 c
oo
rd
in
at
io
n
＝
C
EB
)を
通
し
て
、
国
連
や
専
門
機
関
と
と
も
に
活
動
す
る
自
治
機
関
で
あ
る
。 

8
.国
際
的
パ
ー
ト
ナ
ー
シ
ッ
プ
の
た
め
の
国
連
基
金
(U
N
FI
P
)は
副
事
務
総
長
の
主
導
の
下
に
あ
る
信
託
基
金
で
あ
る
。
国
連
民
主
主
義
基
金
(U
N
D
EF
)諮
問
理
事
会
は
事
務
総
長
の
承
認
の
た
め
、
資
金
計
画
案
の
勧
告
を
す
る
。

出
典
：
国
際
連
合
広
報
セ
ン
タ
ー「
国
際
連
合
機
構
図
」
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